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１ 消費者行政の現状 

消費者を取り巻く社会経済環境は、規制緩和の進展や経済社会のＩＴ化、国際化など

を反映し大きく変化している。このような中、情報通信技術を活用した新しい商品・サ

ービスの出現や取引方法の多様化により、消費者の選択肢が広がって消費生活が豊かに

なった反面、取引の方法や内容をめぐる新たな消費者トラブルが発生し、消費者問題は

一層複雑多様化の様相を呈している。 

平成24年度に県及び県内市町村が受け付けた消費者からの相談件数は52,270件であ

り、前年度の 53,704 件に比べて 1,434 件（2.7％）減少している。 

このうち県消費生活センターで受け付けた相談件数は 11,147 件であり、前年度の

12,709 件から 1,562 件（12.3％）減少している。県消費生活センターの相談件数が減

少した主な要因は、啓発により「架空請求は無視する」という認識が広まった結果、架

空請求に関する相談が大きく減少したこと、及び市町村における相談窓口の整備充実が

進み、県から市町村へ相談が移行したことが考えられる。 

一方、健康食品の送りつけ商法の相談が急増するなど、60 歳代以上の高齢者の相談

割合が年々増加する傾向にある。 

２ 消費者行政の課題 

消費者被害を防止するためには、住民が気軽に相談することのできる身近な窓口が存

在することが重要であるが、そのためには県においては勿論のこと、市町村における相

談窓口の整備充実が望まれる。 

このため、県では、市町村に対して相談窓口の設置を促進してきたところであり、そ

の結果、平成 23 年度には、全市町村に相談窓口が設置された。しかしながら、約半数

の市町村においては、専門の消費生活相談員が配置されていなかったことから、これら

の市町村に対して単独又は周辺市町村との共同・広域化による専門の消費生活相談員の

配置を働きかけてきた結果、平成 25 年 4月までに６地区（24 市町村）において広域の

相談窓口が開設されている。 

このように専門の相談員が配置された市町村の相談窓口は住民にとってますます身

近なものになってきているが、その一方で、県においては、県消費生活センターの「セ

ンター・オブ・センターズ」としての機能を充実させて、市町村の相談窓口との連携を

より効果的なものにしていくことが課題となっている。 

また、消費者トラブルは、社会経験と消費者としての知識が不足している若年者や、

判断力の衰えと身近に相談相手がいないなどにより悪質商法の標的とされやすい高齢

者に深刻な被害をもたらす傾向がある。このため、特に若年者や高齢者を悪質業者から

守るためには、消費者教育・啓発等の取組の充実を図るとともに、悪質事業者に対して

は関係機関とも連携を密にして適切かつ果断な法執行による取締りを行うことが重要

となっている。 
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３ 消費者行政の取組 

福岡県消費生活条例は、「県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県及

び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県

の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向

上を図ること」をその目的として謳い、消費者施策の推進は消費者の権利の確立を図る

こと及び消費者の自立を支援することを基本とするものと定めている。 

県ではこれを受けて、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に対応するほか、

関係機関とも連携して、食の安全に関する問題、若年者や高齢者の消費者トラブル、不

当・架空請求などの不法行為、多重債務問題等の様々な消費者行政上の課題について取

り組んでいる。 

平成 21年 3 月には福岡県消費者行政活性化基金を設置し、平成 21年度以降はこれを

活用して、県内市町村における消費生活センター等の相談窓口の整備拡充、消費生活相

談員及び関係行政職員に対する研修、自立した消費者を育成していくための消費者教育

や啓発等を実施するとともに、悪質事業者に対しては指導･処分を積極的に行っている。

このほか、多重債務問題については消費生活協同組合と協働して多重債務者生活再生事

業を実施している。 

平成 25 年度はこれらの取組の一層の充実を図るほか、「消費者教育の推進に関する法

律」の施行を受けて国が定めた「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を踏まえ、

県の消費者教育の推進に関する施策を定めるための基礎調査として、「消費生活に関す

る県民意識調査」を実施することとしている。 
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１ 平成 25 年度生活安全課（消費生活センター）の施策 

新社会推進部生活安全課消費生活センターでは、消費者行政の総合的な企画から、消費生

活に関する県民からの相談･苦情に対する支援、消費者啓発･教育、事業者の調査･指導･処分

まで一貫して行い、県民の安全安心な消費生活の確保を図っている。 

(１) 消費者行政の企画・調整 

ア 基本方針（消費生活の安定及び向上） 

消費者と事業者との間の情報の質及び量、交渉力等の格差に鑑み、県民の消費生活にお

ける利益の擁護及び増進に関する施策により、県民の消費生活の安定及び向上を図る。 

イ 消費者行政活性化基金事業の実施 

平成 21 年３月に設置した福岡県消費者行政活性化基金を活用して、県民が身近な窓口で

消費生活の相談をすることができるよう、市町村の消費生活相談窓口の整備・拡充を図る。 

また、相談窓口の強化のため、消費生活相談員及び関係行政職員のレベルアップの取組、

消費者トラブルの解決に向けた相談窓口の周知・広報、高齢者向けの啓発、教育関係機関

と連携した若年者向けの消費者教育の実施及び事業者指導・法執行の強化を図る。 

ウ 消費者関連法、福岡県消費生活条例の普及 

消費者基本法、消費者契約法、特定商取引に関する法律等の消費者関連法や福岡県消費

生活条例を消費者及び事業者に周知する。 

エ 消費者行政関連機関や市町村との連携 

消費者行政関連機関が連携して対応する必要がある消費者問題について、日頃から相互

に情報交換や施策の調整を行う。 

また、県民に最も身近な行政機関である市町村に対して、迅速な情報提供を行うととも

に、消費生活相談員や関係行政職員の相談対応能力の向上を目的とする研修や相談解決の

ための助言等を行う。 

(２) 消費生活の安全性の確保 

ア 商品等の安全性の確保 

福岡県消費生活条例や消費生活用製品安全法等に基づき、消費者に対し、商品等の安全

性に関する情報の提供を行うとともに、経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機

構（ＮＩＴＥ）に情報提供を行い、被害の拡大防止を図る。また、消費者安全法の重大事

故等について、県民に情報提供を行う。 
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(３) 消費者取引の適正化 

ア 事業活動の適正化（違法･不当な事業活動に対する調査･指導･処分） 

消費生活相談窓口に苦情等が寄せられ、販売方法等に問題があると考えられる事業者に

ついて、その販売方法等に関して調査し、改善指導･処分を行う。 

イ 規格、表示の適正化 

商品や役務の表示の適正化に向けて、事業者に対する指導等を行う。なお、食品の表示

の適正化については、ＪＡＳ法、食品衛生法等を所管する関係機関と連携して行う。 

ウ 価格･需給動向調査 

県民の消費生活との関連性が高い商品等の需給及び価格の動向について情報を収集する

とともに、必要な情報を県民に提供する。 

エ 被害の未然防止･拡大防止 

消費者トラブルや不法行為による消費者被害の発生を抑止するとともに、初期段階での

被害防止、拡大防止を図るため、関係機関や市町村等と連携して情報収集を行い、事業者

に対する指導及び県民への注意喚起を速やかに行う。 

(４) 消費生活相談体制の充実・整備 

ア 相談機能の強化 

県消費生活センターの相談員が市町村を訪問して相談処理に関する助言を行う巡回相談

や、市町村相談窓口に対して電話で相談処理のアドバイスを行う経由相談を実施すること

により、県内市町村窓口との連携を強化し、もって県域全体での相談機能を強化する。ま

た、弁護士の無料法律相談（週２回）を実施し、高度な相談に対応する。 

イ 相談担当職員の資質向上 

相談担当職員が法令等の専門研修や消費者問題事例検討会等へ参加する機会を増やし、

相談能力の向上に努める。 

ウ 多重債務問題への取組 

福岡県多重債務問題対策協議会を設置し、県、財務支局、弁護士会、司法書士会、県警

察、民間支援団体等との緊密な連携のもと、多重債務問題への総合的な対策を推進する。 

また、「グリーンコープ生活協同組合ふくおか」との協働により、多重債務相談に応じ

て債務整理等による問題解決の助言を行うほか、家計管理の助言・指導や、生活再生中の

やむを得ない臨時的出費に対する貸付を行う多重債務者生活再生事業を実施する。 
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(５) 主体的･自立的な消費者になるための支援 

ア 消費者啓発･情報提供の充実 

消費者トラブルを未然に防止するための情報をインターネット等で広く県民に提供する

とともに、消費生活センターに設置した消費者サロンでは、消費生活に関する様々な資料

やパンフレットの配置、パネル等の展示による情報提供を行う。 

特に悪質商法の被害に遭うことが多い高齢者や障害者に対しては、高齢者・障害者の消

費者被害防止対策連絡協議会を設置し、関係団体や行政、警察などと連携して、被害防止

に努める。 

また、悪質商法被害を防止し、相談窓口である消費生活センターを広報するためのテレ

ビＣＭを放映する。 

イ 消費者教育の推進 

消費者知識の乏しい若年者が消費者トラブルの対処法を身に付けるため、高校生、専修

学校生、大学生を対象にした啓発講座を開催するとともに、小･中・高校の教員や大学の学

生課等職員を対象に消費者教育の進め方についての講座を実施する。 

また、高等学校や専門学校・大学に対し、消費者被害の最新情報を電子メールで配信す

る。 

ウ 消費者団体の活動推進 

消費者団体が消費者の視点から積極的に行動し意見を表明するとともに、消費者に対す

る教育及び啓発を行うことができるよう消費者団体の自立的活動を支援する。 
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２ 平成 25 年度福岡県の消費者行政施策一覧 

(１) 消費者行政の企画・調整 

 

施策 概要 所管課 

福岡県消費生活審

議会の運営 

福岡県消費生活条例の規定によりその権限に属する事

項について調査審議し、調停を行うほか、知事の諮問に

応じて消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審

議する。 

生活安全課 

総
合
調
整
等 

福岡県消費者行政

活性化基金事業 

消費者行政活性化基金を活用して消費者行政の強化を

図るための事業を行う。また、市町村の消費生活センタ

ー及び相談窓口の強化を図る事業等に助成を行う。 

・消費生活相談員等のレベルアップ 

・消費者教育･啓発 

・消費生活センターの広報･周知 

 

福岡県消費者行政

連絡協議会 

適切な消費者行政の推進を図るため、庁内消費者行政

関係各課長を委員として、連絡調整を行うとともに必要

な事項を審議する。 

 会 長 副知事 

 副会長 新社会推進部長 

委 員 庁内消費者行政関係課(室) 

（根拠規程 福岡県消費者行政連絡協議会規程 昭和 44

年１月４日福岡県訓令第１号） 

 

福岡県高齢者・障

害者の消費者被害

防止対策連絡協議

会 

高齢者及び障害者の消費者トラブルに関して情報を共

有するとともに、高齢者及び障害者の周りの方々に対し

て悪質商法の新たな手口や対処の方法などの情報提供を

行う仕組みを構築する。 

（根拠規程 福岡県高齢者・障害者の消費者被害防止対

策連絡協議会設置要綱 平成 25 年５月 24 日施行） 

 

市町村との行政連

絡会議 

消費者問題に関する身近な窓口は市町村であることか

ら、市町村の消費者行政窓口の整備促進と機能強化を図

るため市町村との連絡会議を開催する。 

・市町村消費者行政担当課長、担当者会議 

 

消
費
者
行
政
関
係
機
関
等
と
の
連
携 

消費者被害防止地

域ネットワーク会

議 

悪質商法等による消費者被害の解決と被害の未然防止

を図るため、県内４ブロックで関係者のネットワーク会

議を開催する。 

・北九州、福岡、筑豊、筑後の４地区 

・構成員 市町村、警察署、弁護士会、司法書士会 
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施策 概要 所管課 

 福岡県食の安全懇

話会 

食品の生産から消費に至る各段階に関係する者に対

し、福岡県が実施する食の安全対策に関わる事業に関す

る情報の提供を行う。また、当該事業に対する意見を聴

くとともに、関係者相互の情報や意見の交換を促進し、

関係者の相互理解を深める。 

保健衛生課 

 福岡県食の安全対

策推進会議 

食の安全性を確保するために、県庁内関係各課が、食

品等の生産から消費に至る各段階で実施する事業につい

て協議を行い、総合的な安全対策を講じる。 

 

 

 

(２) 消費生活の安全性の確保 

 施策 概要 所管課 

消費生活用製品安

全法に基づく監視

指導 

消費生活用製品のうち、特に危害を及ぼす恐れが多い

ものとして国が指定した特定製品の販売業者に対して立

入検査を実施し、安全マークの付いていない商品は店頭

から撤去するよう指導を行う。 

（根拠法令 消費生活用製品安全法） 

生活安全課 

生活衛生関係営業

施設の指導 

県民の日常生活に密接な施設（旅館、興行場、公衆浴

場、理容所、美容所、クリーニング所、特定建築物等）

に対し、衛生的な維持管理をするよう環境衛生監視員に

より監視指導を行う。 

（根拠法令 生活衛生営業六法等） 

保健衛生課 

食品衛生対策 食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、

食品衛生監視員により監視指導を行う。 

（根拠法令 食品衛生法） 

 

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全
性
の
確
保 

食肉衛生事業 食肉に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、

獣畜や食鳥の検査等を行う。 

（根拠法令 と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥

検査に関する法律、食品衛生法) 
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 施策 概要 所管課 

 

有害物質等を含有

する家庭用品の監

視指導 

家庭用品に含まれる有害物質による保健衛生上の危害

を防止する。 

対象：規制基準が定められた繊維製品、液体状の住宅用

洗浄剤、エアゾール製品、塗料など 

（根拠法令 有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

る法律） 

薬務課 

 

毒物・劇物の監視

指導 

１ 毒物及び劇物による保健衛生上の危害を防止する。 

２ 農薬である毒物・劇物の危害防止については、農林水

産部と連携をとって、立入調査、講習会を実施する。 

（根拠法令 毒物及び劇物取締法） 

 

 医薬品・医薬部外

品・化粧品及び医

療機器の監視指導 

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有

効性、安全性を確保するための監視指導を行う。 

（根拠法令 薬事法） 

 

 動物用医薬品･動

物用医薬部外品及

び動物用医療機器

の監視指導 

 動物用医薬品、動物用医薬部外品の適正販売及び動物

用医療機器の安全性確保のため、監視指導を行う。 

（根拠法令 薬事法、動物用医薬品等取締規則） 

畜産課 

 県消費生活条例に

基づく危害防止 

 事業者が供給する商品が危険商品等と認められる場

合、供給中止・回収等の措置勧告を行う。 

生活安全課 
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 施策 概要 所管課 

高圧ガス関係保安

対策 

①高圧ガス及び液化石油ガスによる災害事故防止 

（根拠法令 高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関する法律） 

②ガス用品販売事業者に対する立入検査 

（根拠法令 ガス事業法） 

工業保安課 

火薬類保安対策  火薬類による災害事故防止 

（根拠法令 火薬類取締法） 

 

電気保安対策 ①電気工事の欠陥による災害の防止 

（根拠法令 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正

化に関する法律） 

②電気用品販売事業者に対する立入検査 

（根拠法令 電気用品安全法） 

 

農薬取締 ① 農薬取締対策 

農薬取締職員を設置し、農薬販売者及び農薬使用者へ

の立入検査を実施（根拠法令 農薬取締法） 

② 農薬安全使用の推進 

農薬使用基準の遵守、事故防止等の啓発・指導を実施 

③ 農薬指導士の認定 

農薬指導士を設置し、農薬の安全かつ適切な管理使用

を推進する。 

食の安全・

地産地消課 

飼料取締 ① 飼料取締対策 

飼料立入検査員を設置し、飼料製造業者･販売業者等

に対して立入検査及び飼料の収去検査を行う。 

② 飼料の適正使用の推進 

（根拠法令 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律） 

畜産課 

生
活
環
境
の
安
全
性
の
確
保 

家畜衛生人獣共通

感染症対策 

① 家畜伝染病の発生予防及びまん延防止 

② 畜産農場への立入検査を実施 

③ 高原病性鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症への

対応 

④ 口蹄疫等防疫対策を強化 

（根拠法令 家畜伝染病予防法） 

 

 

 



 

 10 

(３) 消費者取引の適正化 

 施策 概要 所管課 

訪問販売等に関す

る不当な取引行為

の指導取締り 

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、

特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入取引

のうち、県内における取引等について悪質な事業者に対

し、指導を行う。 

（根拠法令 特定商取引に関する法律） 

生活安全課 

前払式特定取引業

者の指導監督 

前払式特定取引業者（冠婚葬祭互助会及び友の会）に

対し調査指導を行う。 

（根拠法令 割賦販売法） 

 

ゴルフ場等の会員

契約に関する不当

な行為の指導取締

り 

会員制事業者に対し、会員誘引時における誇大広告や

会員契約解除時に関する不当な行為について指導取締り

を行う。 

（根拠法令 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関す

る法律） 

 

不当景品・不当表

示の監視指導 

過大な景品付き販売や不当な表示による顧客誘引の防

止のため監視指導を行う。 

（根拠法令 不当景品類及び不当表示防止法） 

 

県消費生活条例に

基づく不当な取引

の監視指導 

商品・サービスの品質等の適正な表示及び不適正な取

引の防止のため監視指導を行う。 

・規格表示等の適正化 

・不当な取引方法の指定、禁止、情報の提供 

 

福岡県貸金業関係

連絡会議 

登録貸金業者の監督機関、取締機関等との情報交換を

行い、連携を緊密にすることにより、貸金業法の円滑な

施行に資することを目的として「福岡県貸金業関係連絡

会議」を開催する。 

中小企業経

営金融課 

計量検定、検査、

適正な計量の指導

取締り 

適正な計量の実施を図る。 

（根拠法令 計量法） 

計量検定所 

宅地建物取引業者

の適正指導 

宅地建物取引の公正を確保するための指導を行う。 

（根拠法令 宅地建物取引業法） 

建築指導課 

事
業
活
動
の
適
正
化 

有料老人ホームの

指導 

有料老人ホームについて、利用者が安心してサービス

を受けることができるよう事業者に対して指導を行う。 

（根拠法令 老人福祉法） 

高齢者支援

課 
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 施策 概要 所管課 

 介護サービス事業

者の指導 

介護サービス事業者に対し個別・集団による指導を実

施し、事業者の適正な運営の確保と、利用者が安心して

サービスを受けることができる体制づくりを進める。 

（根拠法令 介護保険法） 

介護保険課 

高齢者支援

課 

 介護員養成研修実

施機関の指導 

介護員養成研修事業実施団体に対し、事業の適正な実

施のための指導・助言を行う。 

高齢者支援

課 

 障害福祉サービス

事業者の指導 

障害福祉サービス事業が、適正に運営され、利用者が

安心してサービスを受けることができるよう、事業者に

対して個別・集団による指導を行う。 

（根拠法令 障害者総合支援法） 

障害者福祉

課 

 旅行業者及び旅行

業者代理業者の登

録事務 

 旅行業務に関する取引の公正な維持並びに旅行の安全

の確保及び旅行者の利便の増進のため、旅行業者等の登

録を行う。 

（根拠法令 旅行業法） 

国際経済観

光課 

家庭用品品質表示

法に基づく監視指

導 

家庭用品について、消費者の適正な商品選択に資する

ため、販売事業者に対し立入検査を実施し、指導を行う。 

（根拠法令 家庭用品品質表示法） 

生活安全課 

食品小売店舗巡回

調査 

一般消費者向けの全ての飲食料品について、生鮮食品、

加工食品及び玄米・精米などの各品質表示基準制度を適

正に運用するため、巡回調査を実施する。 

（根拠法令 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に

関する法律） 

食の安全・

地産地消課 

食品表示巡回員の

設置 

一般消費者を「食品表示巡回員」としてボランティア

登録し、消費者による生鮮食品店舗の表示状況の監視を

行う。 

 

食品表示１１０番 不正表示情報提供、表示内容に関する相談を受ける。 食の安全・

地産地消課 

生活安全課 

食肉のトレーサビ

リティの実施 

食肉表示の信頼性を保証するため、農場から食卓まで

の生産、加工、流通経路にわたる一連の情報を消費者に

提供する。 

畜産課 

表
示
の
適
正
化 

米のトレーサビリ

ティの推進 

事業者等に対して「米穀等の取引等に係る情報の記録

及び産地情報の伝達に関する法律」の周知・啓発を図る。 

食の安全・

地産地消課 
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 施策 概要 所管課 

 食品の栄養表示に

関する指導及び普

及啓発 

① 指導 

製造・販売業者に対して、栄養表示基準、栄養機能食

品、特定保健用食品、特別用途食品及び虚偽誇大広告等

に関する表示の適正化を図るため指導・相談を行う。ま

た、食品の健康保持増進効果の虚偽誇大広告適正化につ

いて、情報収集、調査、指導・相談を行う。 

 

② 普及啓発 

消費者に対して、栄養表示や特別用途食品等の適正な

活用や摂取方法等について、各種講習会を通じ普及啓発

を行う。 

 

③ 外食栄養成分表示推進 

飲食店等において栄養成分の表示及びヘルシーメニ

ューの提供が行われるよう促進を図る。 

健康増進課 

生活関連商品等価

格・需給動向調査 

生活必需品を中心に随時に調査を実施する。 生活安全課 

野菜価格安定対策 野菜の市場価格が一定以下に下落した場合、その差額

を補填し、生産農家の経営に及ぼす影響を緩和するとと

もに消費者への安定供給を図る。 

（根拠法令 野菜生産出荷安定法） 

園芸振興課 

畜産物の価格安定

対策 

鶏卵、牛肉等の畜産物の市場価格が一定以下に下落し

た場合、その差額を補填し、生産農家の経営に及ぼす影

響を緩和するとともに、消費者への安定供給を図る。 

（根拠法令 畜産物の価格安定等に関する法律、肉用子

牛生産安定等特別措置法） 

畜産課 

価
格
監
視
・
需
給
の
安
定 

畜産物の生産出荷

動向調査 

鶏卵等の生産出荷動向を調査し、畜産物の需給及び価

格の安定を図る。 
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(４) 生活相談体制の充実・整備 

 施策 概要 所管課 

県消費生活センタ

ーにおける消費者

相談 

消費生活に関する消費者からの相談・苦情を受け付け、

消費者の被害回復等を支援する。 

（根拠法令 消費者基本法、福岡県消費生活条例） 

・相談場所 

福岡県消費生活センター 

TEL：０９２－６３２－０９９９（相談専用） 

生活安全課 

市町村における消

費生活相談の支援 

市町村における消費生活相談窓口の機能強化を図るた

め、巡回相談及び経由相談を実施するとともに相談従事

者に対する研修を行う｡ 

 

消費生活相談員等

事例検討会 

 県内の消費生活センター及び消費生活相談窓口の相談

員等の専門知識の習得や相談技術の向上のため、事例検

討会を開催する。 

 年６回開催 

（根拠規程 消費生活相談員等事例検討会設置要綱 平

成 21年４月１日施行） 

 

法律相談事業 県消費生活センターにおいて、無料法律相談を実施す

る。（月８回実施） 

 

消費生活相談に伴

う商品テスト 

消費生活センターで商品やサービスについて消費者か

ら相談・苦情があったもののうち、必要に応じて商品テ

ストを実施する。 

 

消費者苦情処理に

係る調停 

消費生活センターであっせん等を行ったにも関わら

ず、解決が著しく困難で、県民生活に重大な影響を与え

る等、公益性の高い消費者トラブルについては、消費者

苦情処理委員会において調停を行う。 

（根拠法令 福岡県消費生活条例） 

 

消
費
生
活
相
談
体
制 

消費者訴訟資金の

貸付け 

消費者と事業者との間で訴訟が行われる場合に、消費

者に対し福岡県消費生活条例施行規則に基づく当該訴訟

の費用に充てる資金の貸付け、その他訴訟活動に必要な

援助を行う。（根拠法令 福岡県消費生活条例） 
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 施策 概要 所管課 

男女共同参画セン

ターにおける相談 

女性が抱える心・からだ・くらしの問題等広範多岐に

わたる相談に、電話又は面接相談によって対応し、相談

者自身が問題解決に向けて自己選択・自己決定していく

ように支援する。 

また、関係機関との連携により各種の相談を実施する。 

・相談場所 

福岡県男女共同参画センター あすばる相談室 

春日市原町３－１－７ 

TEL：０９２－５８４－１２６６ 

男女共同参

画推進課 

高齢者総合相談セ

ンターにおける相

談 

高齢者に対する各種情報を収集し、高齢者及びその家

族が抱える各種の心配ごとや悩みごとに対し、総合的か

つ迅速に対応する。 

・相談窓口 

福岡県高齢者総合相談センター 

春日市原町３－１－７ 

TEL：０９２－５８４－３３４４ 

高齢者支援

課 

福祉サービス利用

援助事業（日常生

活自立支援事業） 

 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が

十分でないため、日常生活に困っている人が自立した地

域生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助や、日常

的金銭管理を行う。 

・相談窓口 

 （社福）福岡県社会福祉協議会 生活支援課 

  TEL：０９２－５８４－７４１１ 

保護・援護

課 

各
種
生
活
相
談
体
制 

福岡県国民健康保

険団体連合会にお

ける介護保険苦情

処理事業 

福岡県国民健康保険団体連合会において、介護保険サ

ービスに関する利用者からの苦情等に対し、苦情処理委

員会等を置き、総合的な対応を行う。 

・苦情相談窓口 

 福岡県国民健康保険団体連合会 

TEL：０９２－６４２－７８５９ 

介護保険課 
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 施策 概要 所管課 

 県民相談 ① 行政相談 

県民相談室及び北九州県民情報コーナーに相談員を配

置するとともに、保健福祉環境事務所の総合相談窓口に

おいて、県政に対する意見、要望、苦情、問合せや県民

生活に関する相談等に対応する。 

・県民相談室 

 TEL：０９２－６４３－３３３３ 

・北九州県民情報コーナー 

 TEL：０９３－５８１－４９３４ 

・保健福祉環境事務所総合相談窓口 

  筑紫保健福祉環境事務所 

TEL：０９２－５１３－５６１０ 

  粕屋保健福祉事務所 

TEL：０９２－９３９－１５２９ 

  糸島保健福祉事務所 

TEL：０９２－３２２－５１８６ 

  宗像・遠賀福祉環境事務所 

TEL：０９４０－３６－２０４５ 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

TEL：０９４８－２１－４８７６ 

田川保健福祉事務所 

TEL：０９４７－４２－９３１３ 

北筑後保健福祉環境事務所 

TEL：０９４６－２２－４１８５ 

南筑後保健福祉環境事務所 

TEL：０９４４－７２－２１１１ 

京筑保健福祉環境事務所 

TEL：０９３０－２３－２３７９ 

 

② 弁護士による法律相談 

・県民相談室 

毎月第１及び第３金曜日（13時～16時） 

・北九州県民情報コーナー、筑後県民情報コーナー、京

筑保健福祉環境事務所 

 毎月第４金曜日（13時～16時） 

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

 毎月第４木曜日（13時～15 時） 

県民情報広

報課 
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 施策 概要 所管課 

 住宅相談  住宅に関する情報の提供、住宅に関する設計施工、各

種付帯工事、設備機器等の相談、住宅に関する建築関連

法規、不動産関連法規、税務関連法規、住宅金融手続､マ

ンション管理等の県民に対する相談業務を行う。 

・相談窓口 

 （一財）福岡県建築住宅センター 

TEL：０９２－７８１－５１６９ 

住宅計画課 

 耐震バリアフリー

アドバイザー派遣

事業 

 リフォームの企画段階に施主からの相談を受け、建築

士等の専門家を派遣し、現地調査の上、バリアフリー化､

耐震診断・改修などに関するアドバイスを行い、適切な

住宅リフォームの促進を図る。 

・派遣事務局 

 （一財）福岡県建築住宅センター 

  福岡市中央区天神１－１－１アクロス東オフィスビ

ル３Ｆ TEL：０９２－７８１－５１６９ 

 

福岡県多重債務問

題対策協議会 

多重債務問題について、関係機関との緊密な連携のも

と、総合的な対策を図るための協議会を開催する。 

・福岡県多重債務問題対策協議会 

庁内各課、市長会、町村会、弁護士会、司法書士会､

各種民間団体等 

（根拠規程 福岡県多重債務問題対策協議会設置要綱 

平成 19 年７月 27 日施行） 

生活安全課 

ヤミ金融対策のた

めの連携強化 

県警生活経済課や県中小企業経営金融課と連携し、無

登録業者や違反業者の情報提供を行う。 

 

多
重
債
務
問
題
へ
の
取
組 

福岡県多重債務者

生活再生支援事業 

「グリーンコープ生活協同組合ふくおか」に業務を委

託して、多重債務者の債務整理の相談や債務整理後の生

活再生に向けた家計診断、生活指導までの一貫した支援

を行う。 

＜委託内容＞ 

・電話相談、面談等による債務整理支援 

・債務整理後の生活再生支援（カウンセリング、家計診

断等） 

・生活再生に取り組む中での臨時的出費に対応する生活

再生貸付事業 
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(５) 主体的・自立的な消費者になるための支援 

 施策 概要 所管課 

多様な媒体（イン

ターネット等）に

よる消費者情報の

提供・啓発資料の

作成 

消費者問題に関し、トラブルを未然に防止するため、

年代、テーマに応じた情報をインターネット等で広く県

民へ情報提供する。 

生活安全課 

消費生活相談窓口

の周知 

消費生活センターの認知度を向上するため、消費生活

センターを広報するテレビスポットＣＭを放映する。 

 

消費者サロン
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 施策 概要 所管課 

 住宅情報提供推進 (一財)福岡県建築住宅センターにおいて、公的機関に

よる情報提供を含め、住宅に関する様々な情報を県民に

提供している。 

住宅計画課 

 在宅ケア対応モデ

ル住宅の展示 

在宅ケアに対応したモデル住宅を展示公開することに

よって、長寿社会に対応した住まいづくりと在宅ケアの

ための情報を県民に提供する。 

また、加齢による身体機能の低下や障害により住宅改

造を必要とする者に対し、建築士と作業療法士若しくは

理学療法士を直接改造予定者の住宅へ派遣してアドバイ

スする等、高齢者対応住宅に関しての相談業務を実施す

る。 

 

 住宅の品質確保の

促進に関する情報

提供 

住宅の品質確保の促進、住宅購入者の利益の保護等に

関する情報を提供する。 

（根拠法令 住宅の品質確保の促進等に関する法律、特

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律) 

 

消費者教育推進連

絡会議の運営 

学校における消費者教育の推進に関して、県及び県教

育庁が連携し、協力方法について検討するために設置す

る。 

（根拠規程 消費者教育推進連絡会議設置要綱 平成３

年９月 24日施行） 

生活安全課 

若年者向け啓発講

座 

若年者が社会に出た後に遭う悪質商法に対する対処法

を身につけるため、県内高校、専修各種学校等を対象に

教育関係機関と連携して講座を開催する。 

 

小･中･高校教員向

け講座 

福岡県教育センターと連携して、小･中･高校の教員向

けに消費者教育の進め方についての講座を開催する。 

 

消
費
者
教
育
の
推
進 

大学・専門学校職

員向け研修 

大学・専門学校の教職員に対して、消費者被害につい

ての情報提供を行う研修会を開催する。 

 

消
費
者
組
織
の
活
動
推
進 

消費生活協同組合

の監督・育成 

消費生活協同組合（連合会）に対する監督行政及びそ

の健全な発展を図るための助成等を行う。 

（根拠法令 消費生活協同組合法） 
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 施策 概要 所管課 

物
価
情
報
提
供 

各種物価関係の統

計調査 

・小売物価統計調査 

・家計調査 

調査統計課 

自主的な環境保全

の取組の促進 

 県民・事業者・行政の自主的・積極的な環境保全の取

組を促し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築

する。 

・福岡県環境県民会議の開催 

・環境教育副読本の作成 

・こどもエコクラブ事業の促進 

・６月の環境月間街頭啓発活動 

環境政策課 

地球温暖化対策推

進 

地球温暖化対策を推進するため、次の取組を実施する。 

① 福岡県地球温暖化防止活動推進センターによる普及

啓発（環境マイスターの派遣、教育教材、啓発資材の

貸出し） 

② 保健福祉環境事務所による地域に密着した普及啓発

活動 

③ エコライフ促進事業による家庭や職場における省エ

ネ･省資源の推進（ふくおかエコライフ応援サイトに

よる温暖化関連情報の発信、エコファミリー･エコ事

業所の募集） 

環境保全課 
環
境
に
配
慮
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
の
推
進 ごみ減量化促進対

策 

循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化・リサイク

ルへの取組を推進するため、県民・事業者への啓発及び

市町村への情報提供等の支援を行う。 

・容器包装廃棄物等の減量化・リサイクルの推進 

・「ごみ減量化リサイクルポスターコンクール」の実施 

・「マイバッグキャンペーン(買物袋持参運動)」の実施 

・「こども３Ｒ学習施設見学会」の実施 

・「３Ｒ推進フォーラム」の開催 

・「３Ｒの達人」の派遣 

循環型社会

推進課 
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Ⅲ 平成 24 年度事業実績 
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１ 消費者行政の企画・調整 

(１) 福岡県消費生活審議会の開催 

会議名 開催日 会場 議題 

福岡県消費生活

審議会 

24.9.12 福岡県庁 

特１会議室 

・福岡県消費生活審議会会長の選出について 

・消費者苦情処理委員会委員長及び委員並びに消費

者施策検討部会部会長及び委員の指名について 

・平成23年度福岡県消費者行政の概要について 

・平成24年度福岡県消費者行政の取組について 

・事業者指導・行政処分について 

・県内市町村における消費生活相談窓口の設置状況

について 

(２) 消費者行政関係機関等との連携 

会議名 開催日 会場 議題 

市町村消費者行

政担当課長会議 

24.5.18 福岡県吉塚

合同庁舎 

・平成24年度福岡県消費者行政の概要について 

・消費者行政活性化基金事業について 

・相談啓発について 

・事業者指導について 

市町村消費者行

政担当者会議 

24.10.15 福岡県吉塚

合同庁舎 

・地方消費者行政活性化交付金（平成25年度国の概

算要求）について 

・消費者教育の推進に関する法律について 

(３) 消費者行政活性化基金事業の実施 

・ 県消費生活センターの周知・広報、消費者教育･啓発、消費生活相談員等レベルアップ研

修、消費者団体活動活性化事業並びに悪質事業者に対する調査、指導及び処分の強化な

どの実施...........................................................97,793 千円 

・ 市町村が行う相談窓口の整備拡充や消費者被害の未然防止のための教育・啓発などの事

業に対する支援の実施.....................................55 市町村 257,357 千円 
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２ 消費生活の安全性の確保 

(１) 消費者被害の防止対策 

事業者が消費者に供給する商品による消費者被害の未然防止・拡大防止を図り、もって消

費者利益の保護を図るため、販売店への立入検査を実施し、その結果、必要に応じて商品名

や事業者名等の情報を消費者に提供した。 

(２) 消費生活用製品安全法に基づく立入検査 

違法内容(点数) 
特定製品、特定保守製品 

立入販売店 

件数 

違反店 

件数 無表示 不適正表示 その他 

家庭用の圧力なべ及び圧力かま 5 (5) 0    

乳幼児用ベッド 5 (0) 0    

屋内式ガス瞬間湯沸器 5 (0) 0    

ライター 10 (9) 0    

石油給湯機 5 (0) 0    

合計 10 (9) 0    

( )内は、実際に特定製品・特定保守製品が置かれていた販売店件数を示す。 

(３) 製品安全に関する広報啓発活動 

パネル展示による製品安全に関する広報啓発活動を行った。 

・ 福岡県吉塚合同庁舎１階 消費者サロン（平成 24年９月 10日～14 日） 

 

 

３ 消費者取引の適正化 

(１) 事業活動の適正化 

特定商取引に関する法律や福岡県消費生活条例に基づき、事業者の不適正な取引に対して

調査を行い、指導及び処分を行った。 

ア 具体的取引の適正化 

特定商取引に関する法律、福岡県消費生活条例に基づく指導・行政処分等 
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・ 業務停止命令 ２件（訪問販売） 

・ 情報提供 １件（訪問による土地販売） 

・ 文書指導 ６件（訪問販売） 

イ 消費生活の安全・安心ネットワーク会議 

平成 19 年９月、九州各県、沖縄県及び山口県で構成する「消費生活の安全・安心ネット

ワーク会議」を設置し、広域的に悪質な取引行為等を行う事業者に対応するための広域的

な連携体制を整備した。 

この会議は、主に特定商取引に関する法律に基づく指導、処分及び公表を行うことによ

り、消費者被害の未然・拡大防止等を図ることを目的としており、各県が連携して指導・

処分等に取り組んでいる。 

平成 24 年度は、下記のとおり会議を開催した。 

 

開催状況 構成 内容等 

実務担当者

会議 

24. 7.18 

24.11.29 

・福岡県新社会推進部生活安全課 

・佐賀県くらし環境本部くらしの安全安心課 

・長崎県県民生活部県民安全課 

・熊本県環境生活部消費生活課 

・大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課 

・宮崎県地域生活部生活・文化課 

・鹿児島県環境生活部生活・文化課 

・沖縄県環境生活部県民生活課 

・山口県環境生活部県民生活課 

・経済産業省九州経済産業局（オブザーバー） 

行政機関同士の連携による消

費者被害未然・拡大防止等に

関する協議 

・九州地方知事会への報告 

・各県の取組状況 

・広域的な行政処分等 

・広域連携による合同立入 

検査 

・処分事業者の公表 

(２) 表示等の適正化 

ア 不当景品類及び不当表示の防止 

事業者が消費者に供給する商品やサービスの品質等に関して適正な表示を行い、消費者

が商品やサービスを選択するに際して自主的かつ合理的にその選択ができるように、事業

者に対して立入調査・指導等を行った。 

 

景品 表示 
処理件数 

違反有 違反無 違反有 違反無 調査中 

59件 0件 0件 6件(注) 52件 1件 

(注) 違反に対する措置の内訳は、口頭注意３件、文書指導２件、指示・公表１件である。 
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イ 表示、規格の適正化 

表示、規格の適正化等に関する事業者等からの問合せに対して、助言又は指導を行った。 

（平成 24年度 48 件（表示に係る相談 45件、景品に係る相談３件）） 

ウ 食品表示の適正化 

(ア)  食品表示１１０番 

新社会推進部生活安全課と農林水産部食の安全・地産地消課に設置している「食品表示

１１０番」により情報提供を受け付けた。 

(イ)  食品表示関係機関との連携 

食品表示の適正化のための農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(ＪＡ

Ｓ法)等の食品表示関係法令を所管する関係機関と連携しながら、消費者への情報提供等、

必要な措置を行った。 

エ 家庭用品品質表示法に基づく立入検査 

検査品目 
立入販売店

件数 
検査商品数 

不適正 

表示数 

合成樹脂加工品（湯たんぽ） 8(4) 7 0 

雑貨工業品 

（強化ガラス製食事用、食卓用は台所用の器具） 
8(6) 75 0 

合成樹脂加工品 

（洗面器、たらい、バケツ及び浴室用の器具） 
8(6) 117 0 

( )内は、実際に検査対象品が置かれていた販売店件数を示す。 

(３) 事業者指導の概要 

消費生活センターへの相談件数が多い等、特に取引方法などに問題が認められる事業者に

対して、特定商取引に関する法律や福岡県消費生活条例に基づき、問題となる販売方法等の

具体的な事例を示して、改善措置を求めるなど個別に対応している。 

平成 24 年度においては、寝具類、家庭用浄水器、健康食品、住宅リフォーム、太陽光発電

の訪問販売事業者等に対して、販売方法等の改善を求めるための業務停止命令及び文書等に

よる指導を行った。 

また、訪問しての土地販売業者について、福岡県消費生活条例に基づき消費者への情報提

供を行った。 
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(４) 生活関連商品等の価格動向の監視 

県民の消費生活との関連性が高い生活関連商品等の価格動向について情報の収集・分析を

行うとともに、インターネットにより必要な情報を県民に提供することによって、不適正な

価格形成の発見・防止に努めた。 

 

 

４ 消費生活相談体制の充実・整備 

(１) 消費生活相談の実施 

平成 24 年度に福岡県及び県内市町村で受け付けた消費者相談件数は 52,270 件であり、前

年度の 53,704 件に比べて 1,434 件（2.7％）減少している。そのうち県消費生活センターで

受け付けた相談件数は 11,147 件であり、前年度の 12,709 件より 1,562 件（12.3％）減少し

ている。 

(２) パイオネット（PIO-NET1）の活用 

国民生活センターと都道府県及び市町村の消費生活センター・相談窓口とを専用回線で結

んで、全国の消費生活相談情報を蓄積し、パソコンで簡単かつ迅速に検索をすることが可能

なシステムを整備しており、相談処理、事業者指導及び啓発に有効に活用している。 

本県では、県消費生活センター及び 33 市町の消費生活センター・相談窓口にパイオネット

が設置されている。 

《パイオネット端末設置運用市町》 

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、大

川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府

市、古賀市、福津市、宮若市、朝倉市、糸島市、志免町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀

町、鞍手町、筑前町、広川町、川崎町 

(３) 消費者相談の実施  

県消費生活センターに相談員を配置し、消費者からの相談や苦情を受け付けるとともに、

特に法律的な問題が生じた場合には弁護士による法律相談の中で解決を図り、国及び国の出

先機関、各都道府県並びに県内市町村との間で緊密に情報交換しながら、相談・苦情の処理

を行った。 

                             

1 全国消費生活情報ネットワーク・システム（Practical Living Information Online Network System） 
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(４) 消費生活相談員等に対する研修会の開催 

研修名 開催日 研修内容 会場 

消費生活相談員

等事例検討会 

年６回 消費者トラブルに関する事例の検討 福岡県吉塚合

同庁舎 

 

24. 6. 1 

24. 7.12 

24. 9.10 

～14 

【行政職員向け研修】 

消費生活相談の基礎知識他 

相談マニュアルの事例をもとにした相談対応他 

消費生活相談の実務他 

福岡県吉塚合

同庁舎研修室

他 

 

24. 6.16 

24. 8. 4 

24. 9.22 

24.10.20 

24.12. 8 

25. 2.14 

【消費生活相談の専門研修】 

相談員のための携帯電話の基礎知識他 

消費生活相談に必要な民法の知識 

金融広告の読み方他 

消費者相談に必要なクレジットの知識他 

消費者契約法を学ぶ 

食品の表示の一本化他 

 

消費生活相談員

等レベルアップ

研修 

 

24. 8.25 

25. 1.16 

【相談対応研修】 

高齢者の相談相手の対応他 

メンタルセルフケアー他 

 

 

 

５ 多重債務問題への取組 

(１) 福岡県多重債務問題対策協議会の開催 

開催日 会場 参加者 議題 

24.12.21 

 

福岡県吉塚合

同庁舎 

・生活安全課（事務局） 

・福岡財務支局 

・保護・援護課 

・中小企業経営金融課 

・県警生活経済課 

・県弁護士会 

・県司法書士会 

・日本貸金業協会福岡県支部 

・(財)日本ｸﾚｼﾞｯﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会 

・グリーンコープ生協ふくおか 

・福岡クレジット・サラ金被害をなくす会 

・貸金業法施行後の状況とこれ 

までの取組 

・今後の取組について 

・情報交換その他 
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(２) 多重債務問題ネットワーク会議の開催 

開催日 地区 場所 参加者 議題 

24.5.11 筑後 えーるピア久留米 

24.5.21 北九州 ウェル戸畑 

24.5.30 福岡 県吉塚合同庁舎 

24.6.15 筑豊 飯塚市立岩公民館 

・各市町村 

・県弁護士会 

・県司法書士会 

・グリーンコープ生協ふくおか 

・生活安全課 

・23年度の活動実績及 

び24年度の取組につい

て 

・多重債務マニュアル 

の活用について 

・意見交換 

(３) 多重債務者無料相談ウィークの実施 

国の「多重債務者相談強化キャンペーン」（平成 24 年９月１日～12月 31 日）の一環とし

て、県弁護士会及び県司法書士会と合同で、多重債務者無料相談ウィークを実施した。 

（面談相談会） 

実施期間 実施場所 

24.11.5～11.9 県弁護士会及び県司法書士会の相談センター（県内26か所） 

(４) 多重債務者生活再生事業の実施 

グリーンコープ生活協同組合ふくおかと協働し、多重債務相談に応じて債務整理等による

問題解決の助言を行うほか、家計管理の助言・指導や、生活再生中のやむを得ない臨時的出

費に対する貸付を行う多重債務者生活再生事業を実施した。 

 

電話相談件数 貸付件数 貸付金額 

3,345件 246件 12,757万円 

(５) クレサラ・ヤミ金被害者学習会の実施 

福岡クレジット・サラ金被害をなくす会（ひこばえの会）に委託して、クレサラ・ヤミ金

被害者学習会を実施した。 

 

開催日 テーマ 参加者 

24. 4.26 ギャンブル依存からの立ち直り 30 名 

24. 6.25 多重債務からの生活再生～生活設計や家計管理～ 34 名 

24. 8.27 生活保護制度の基礎知識 32 名 

24.10.24 ギャンブル依存症の取り組みと内観療法について 37 名 

24.12.20 生活再建に向けた家計管理の実践 25 名 
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開催日 テーマ 参加者 

25. 2.28 ヤミ金被害の現状と対策 29 名 

 

 

６ 主体的・自立的な消費者になるための支援 

(１) 消費者啓発の実施及び情報の提供 

消費者の主体的かつ自立的な消費生活を支援するため、消費者啓発を実施するとともに、

的確な消費選択に有用な情報を幅広く提供した。 

ア 悪質商法被害防止ＣＭ 

北九州市、福岡市と共同で、悪質商法被害を防止するためのテレビＣＭを平成 24 年 11

月～12 月に放送した。 
 

ＣＭの内容 

「利殖商法」編 

利殖商法の代表的な手口で高齢の女性を騙そうと企む悪の組織。消費

者はその手口と対処法を知っており悪の組織を撃退するというスト

ーリーに併せて消費生活センターの電話番号を紹介。 

「架空請求」編 

架空請求の代表的な手口で若い男性を騙そうと企む悪の組織。消費者

はその手口と対処法を知っており悪の組織を撃退するというストー

リーに併せて消費生活センターの電話番号を紹介。 

「利殖商法説明」編 

悪の組織の一員が、自らが使う「利殖商法」の手口を紹介。対処法ま

で説明するというストーリーに併せて消費生活センターの電話番号

を紹介。 

「架空請求説明」編 

悪の組織の一員が、自らが使う「架空請求」の手口を紹介。対処法ま

で説明するというストーリーに併せて消費生活センターの電話番号

を紹介。 

イ ＣＭに連動した啓発事業 

① 県内の薬局 24 か所に 50,000 枚の利殖商法注意喚起のためのくすり袋広告を実施した。（12

月１日～12 月 31 日） 

② ＪＲ九州、西鉄電車、福岡市営地下鉄、北九州モノレールで、「架空請求」「利殖商法」の

注意喚起を呼び掛ける交通広告を実施した。（12月１日～12 月 31 日） 

③ 県内の銀行にテレビＣＭと連動したポスター・カードを配布し、掲示してもらった。（ポス

ター450 枚、カード１万枚） 
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ウ 高齢者向け消費者啓発ＤＶＤの作成 

高齢者が被害に遭いやすい「利殖商法」「点検商法」及び「押し買い」について、その

手口の紹介と対処法を紹介するＤＶＤを作成した。 

・ タイトル 「もう怖くない！だましの手口、対処法」 

・ 作成枚数 500 枚 

・ 配 布 先 県内市町村窓口、地域包括支援センター、市町村社会福祉協議会、市町村老人

クラブ、各警察署 等 

エ トラブル未然防止のための教材等の作成・配布 

配布時期 配布物 配布先 

６月 高齢者の周りの方向けパンフレット 

「高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」 

・民生委員・児童委員 

・地域包括支援センター 

・介護事業者 

10月 高齢者向けパンフレット 

「あなたを狙う悪質商法、要注意」 

高齢者宅へ配布 

配布協力：ワタミ宅食、グ

リーンコープ生協 

２～３月 高齢者向けパンフレット 

「あなたを狙う悪質商法 PART２」 

市町村を通じ、高齢者へ配

布 

 ・市町村啓発講座資料 

・若者を狙う悪質商法 

・訪問販売・訪問購入等被害防止シール 

市町村等 

オ 年末悪質商法撲滅キャンペーンの実施 

実施日 場所 内容 

24.12.1 福岡市天神地区 テーマ：キャッチセールス等悪質商法の撲滅 

内 容：天神地区におけるチラシ配布等 

（その他に、大野城市、太宰府市、筑後市、大牟田市、

豊前市、朝倉市、行橋市と連携して実施。） 

カ ホームページによる情報発信 

福岡県消費生活センターのホームページにより情報発信を行った。 

（http://shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp/） 

キ 生活設計の促進及び金融経済情報の提供 

福岡県金融広報委員会と連携して、金融経済情報の提供や生活設計、金銭教育の推進を

図った。 
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ク 消費者サロン 

福岡県吉塚合同庁舎１階の消費者サロンにおいて、悪質商法に対する注意喚起の情報提

供、パネル、関係団体の資料等の展示を行った。 

(２) 消費者教育の推進 

主体的で自立した消費者を育成するためには、従来の社会教育としての消費者啓発と併せ

て、学校教育の中で体系的に消費者教育を実施していくことが重要である。このため「消費

者教育推進連絡会議」（教育庁等関係課(所)で構成）により関係各課と連携を図りながら、

若年者啓発出前講座等を実施した。 

ア 消費者教育推進連絡会議の開催 

開催日 会場 議題 

24.9.11 吉塚合同庁舎

会議室 

・平成23年度消費生活相談の概要について 

・消費者行政活性化基金を活用した消費者教育・啓発活性化事業

について（21～24年度） 

・平成25年度消費者教育・啓発事業（予定）について 

・消費者教育の推進に関する法律について 

イ 若年者啓発出前講座の実施 

社会人（大学生）となる若者が消費者被害に遭うことを未然に防止するため、平成 21 年

度に作成した消費者教育ＤＶＤを活用した若年者啓発出前講座を県内の高校、特別支援学

校、専修・各種学校及び大学で実施した。 

高校 135 回、特別支援学校４回、専修・各種学校 52 回、大学８回（延べ 199 回） 

ウ 教員向け講座の実施 

学校における消費者教育を推進するため、福岡県教育センターと連携して教員向け講座

を実施した。 

 

実施日 研修内容等 対象 

24.7.31 ・講義「学習指導要領における消費者教育」 

・実践発表「現在の消費生活の現状と問題点」 

・講義「学校における消費者教育の効果的な進め方」 

・講義・演習「消費者教育で活用できる教材例」 

24.8.1 ・講義「企業の実際」 

・講義「企業における消費者視点での取り組み」 

・講義「広告コミュニケーション」 

・講義・演習「消費者教育題材構成の在り方」 

・演習・協議「題材校正の作成・協議」 

小・中・高の家庭

科教諭 

（25名参加） 
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(３) 消費者組織の活動促進 

消費者の自主的な活動を促すため、消費者団体、消費生活協同組合等の消費者組織の健全

な育成を図った。 

ア 消費生活協同組合への助成等 

消費生活協同組合の健全な発展を図るため、消費生活協同組合法に基づく監督行政のほ

か、福岡県生活協同組合連合会の事業に対する助成、消費生活協同組合の役職員に対する

研修会の開催（同連合会との共催）、組合運営に関する助言等を行った。 

・ 福岡県消費生活協同組合研修会 

開催日：平成 25 年２月 12 日 

場 所：福岡県吉塚合同庁舎内会議室 

・ 福岡県の監督を受ける消費生活協同組合（連合会）の数 23 

イ （財）福岡県消費者協会に対する助成 

消費者教育及び各種の消費者支援事業を行う（財）福岡県消費者協会に対して助成を行

った。 

ウ 消費者団体活動活性化事業の実施 

消費者団体の活動の活性化を通じて地域全体での消費者問題への対応力を向上させるた

め、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡に委託して、次の事業

を実施した。 

① 「くらしの安全・安心シンポジウム」の開催（平成 25 年３月９日、福岡市） 

② 無料法律相談会の開催（平成 25 年１月～３月、福岡市、北九州市、行橋市、飯塚市及

び久留米市において各１回） 

③ 消費生活相談員の養成・研修 

・ 「消費生活相談員養成・レベルアップ講座」（平成 25 年２月９～10 日、福岡市） 

・ 「消費生活相談員入門講座」（平成 25 年３月 16日 飯塚市、同月 17 日 久留米市） 

④ 啓発資料「悪質商法にご注意ください！」の作成及び配布（1,000 部） 
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Ⅳ 平成 24 年度消費生活相談の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　相談の概況

(２) 相談方法別相談件数

(３) 月別相談件数

　　別に分けると、電話による相談が

　　体の3.6％であった。

　　　平成24年度における１か月当たりの相談件数はおおよそ860～1,000件の間に分布し、平均

(１) 相談件数の推移

　　　なお、「商品」及び「役務」のいずれについても、相談件数は減少している。

　　　平成24年度の相談件数を相談方法

　　　平成24年度に福岡県消費生活センターに寄せられた相談件数は11,147件であり、前

　　年度の12,709件に比べて1,562件（対前年度比12.3％）減少している。

　　10,729件で全体の96.3％を占める。

　　他方、来所による相談は406件で全

　　は929件であった。

相談方法別相談件数
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12,27312,27312,27312,273
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33 



２　契約当事者の属性別件数

(１) 契約当事者性別相談件数

(２) 契約当事者年代別相談件数

(３) 契約当事者職業別相談件数

　　続いて30歳代、50歳代の順となっている。

　　　平成24年度の相談件数を契約当事者の性別によって分けると、男性が5,082件、女性が

　　5,540件であり、前年度と同様、女性の方がやや多くなっている。

　　　平成24年度の相談件数を契約当事者の年代別に分けると、40歳代の相談が最も多く、

　　　

　　　平成24年度の相談件数を契約当事者の職業別に分けると、給与生活者の相談が最も多

　　く、続いて無職者、家事従事者の順となっている。

契約当事者年代別相談件数

1,2221,2221,2221,222 1,8761,8761,8761,876

2,1712,1712,1712,171
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契約当事者性別相談件数
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契約当事者職業別相談件数
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1,1221,1221,1221,122

1,1051,1051,1051,105

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

23年度

24年度

件

給与生活者

家事従事者

自営・自由業者

学生

無職者

団体・不明
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３ 内容別相談状況
(１) 商品分類別相談状況

ア　商品分類別相談件数（各年度上位5位）

年度

順位

イ　架空請求についての年度別相談件数

ウ　架空請求についての商品別相談件数（24年度上位3位）

割合全相談件数 うち架空請求

不動産貸借

商品一般

975 1,090

（8.5%）

不動産貸借

339

13,124

23年度 14.7%

1,702

23年度

デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ

2,358

22年度

1,837

デジタルコンテンツ

2,621 2,002

　　  平成24年度の商品分類別相談状況については、「デジタルコンテンツ」の相談件数が10年連続

　　で第１位を占めているが、相談件数は前年度に比べて521件減少している。この「デジタルコン

　　　第２位は前年度に引き続き「フリーローン・サラ金」であり、相談件数は前年度に比べて274件

　　テンツ」の相談件数のうち、71.7％が架空請求についての相談である。

　　減少している。

　　*「オンライン等関連サービス」は平成21年度から「デジタルコンテンツ」に変更された。

1,284

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・ｻﾗ金

2,171

（16.5%）

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・ｻﾗ金

21年度

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・ｻﾗ金

デジタルコンテンツ

20年度

374

(16.5%)

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・ｻﾗ金

相談その他

701

(6.3%)

不動産貸借不動産貸借

工事・建築

249

（10.1%）

相談その他

(3.4%)(2.8%)

362

（3.0%）

相談その他

393

(18.6%)

982

(7.7%)

862

(6.8%)

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・ｻﾗ金

商品一般

898

2 1,587

（12.1%）

24年度

708

(6.4%)

（18.5%） （15.7%）

2,180

ｵﾝﾗｲﾝ等関連ｻｰﾋﾞｽ

フリーローン・サラ金

1

3

2

デジタルコンテンツ

商品一般

1,837

237

11,14712,709

1,318

(71.7%)

携帯電話、パソコンによる有料サイト利用
料

1,409

1,862

13.0%

12.6%

　のない請求のことである。

※架空請求とは、金品を騙し取ることを目的に行われる根拠

全相談件数

年度

24年度 11,147

12,709

14,187 12,756 13,124

22年度

708

２４年度

未納料金

債権、保証金

うち架空請求 主な商品・役務

27

14

(2.0%)

(11.4%)

4

5

（6.8%）

396

（2.8%）

（6.9%）

（2.2%） （2.6%）

上段：件数　　下段：全体比

1

相談その他

314

相談その他 商品一般

334 246347

3

(2.2%)(1.9%) (1.9%)

（15.4%）

不動産貸借

（2.6%）

（2.7%）

工事・建築 新聞

246

架空請求年度別相談件数

1,4091,4091,4091,4091,8621,8621,8621,8621,7021,7021,7021,702

9,7389,7389,7389,738

10,84710,84710,84710,847
11,42211,42211,42211,422

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22年度 23年度 24年度

架空請求以外

架空請求
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(２) 販売購入形態別相談状況

　販売購入形態別相談件数

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

区分 件数 件数 件数 件数 件数

割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％)

3,999 3,499 3,547 3,877 3,107
(28.2) (27.4) (27.0) (30.5) (27.9)

1,372 1,320 1,326 1,183 969
(9.7) (10.3) (10.1) (9.3) (8.7)

384 392 528 640 621
ﾌｧﾝﾄﾞ型
投資商品

(2.7) (3.1) (4.0) (5.0) (5.6) 株

357 231 177 203 170
(2.5) (1.8) (1.3) (1.6) (1.5)

11
(0.1)

410 311 305 250 245
(2.9) (2.4) (2.3) (2.0) (2.2)

6,522 5,753 5,883 6,153 5,123
(46.0) (45.1) (44.8) (48.4) (46.0)

5,656 4,979 5,222 4,476 3,970
(39.9) (39.0) (39.8) (35.2) (35.6)

2,009 2,024 2,019 2,080 2,054
(14.2) (15.9) (15.4) (16.4) (18.4)

14,187 12,756 13,124 12,709 11,147
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

　　　平成24年度の販売購入形態別相談状況については、無店舗販売の中では「通信販売」の相談件数

30

通信販売

訪問販売
ﾃﾚﾋﾞ放送
ｻｰﾋﾞｽ

電話勧誘
販売

ﾏﾙﾁ･ﾏﾙﾁま
がい販売

宝くじ 62

その他無
店舗･ﾈｶﾞﾃ
ｨﾌﾞｵﾌﾟｼｮﾝ

合計

38

計

店舗購入

不明
・無関係

不動産
貸借

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

健康食品

商品一般

13

3

67

2

工事
・建築

16

20

639

　※訪問購入はH24.2.21以降

四輪
自動車

199
ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

392

四輪
自動車

健康食品

2
訪問購入
（※）

ｱｸｾｻﾘｰ－－ －－

24年度の上位3位の相談（件）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

71
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

健康食品

69

100新聞
工事

・建築

　　３位となっている。全体に占める割合では、「店舗販売」と「電話勧誘販売」の割合がやや増加

　　が3,107件で第１位となっており、「訪問販売」が969件で第２位、「電話勧誘販売」が621件で第

化粧品
セット

1,794

199

95

36 商品一般

　　している。

41
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　　　平成24年度に福岡県消費生活センターに寄せられた多重債務相談の件数は484件

　　であり、前年度の604件に比べて120件（対前年度比19.9％）減少している。

      多重債務相談の年齢別相談件数をみると、40歳代が一番多く全体の20.9%を占め、

    次いで30歳代及び50歳代が19.6％で続いている。

（契約当事者年代別多重債務相談件数）

19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 計

1 60 95 101 95 55 31 46 484
(0.2%) (12.4%) (19.6%) (20.9%) (19.6%) (11.4%) (6.4%) (9.5%) (100.0%)

1 70 132 109 111 89 39 53 604
(0.2%) (11.6%) (21.8%) (18.0%) (18.4%) (14.7%) (6.5%) (8.8%) (100.0%)

(４) 斡旋の状況（販売購入形態別）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

750   844   883   789   707   

5.3% 6.6% 6.7% 6.2% 6.3%

1 336 386 382 339 333

2 119 192 200 210 167

3 146 153 146 122 90

4 24 39 53 35 33

5 16 14 16 16 12

6 53 14 14 8 9

7 1 1 2 0 5

8 － － － － 1

9 55 45 70 59 57

※訪問購入はH24.2.21以降

23年度

販売購入形態
(全相談件数に占める

割合）

店舗購入

通信販売

不明・無関係

その他無店舗

訪問販売（※）

24年度

ﾏﾙﾁ・ﾏﾙﾁまがい

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ･ｵﾌﾟｼｮﾝ

(３) 多重債務相談の状況

　　平成24年度の斡旋件数は707件であり、前年度と比べて82件減少している。

訪問販売

電話勧誘販売

1,478

806

1,014

604 484

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

多重債務
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４ 危害・危険に関する相談状況

(１) 危害

　　「熱傷」の順となっている。

件数 件数 備考（商品・役務名等）
皮膚障害 33 5

17
2
1
1
1
6

その他の傷病及び諸症状 23 3
顔面 1
眼 5
耳・平衡器 1
口・口腔・歯 6
手掌・手背（手首） 1
手指 1
足首から先 1
全身 3

1
熱傷 12 1

眼 3
首 1
腹部 1
腕・肩 1
手掌・手背（手首） 1
大腿・下腿 2
足首から先 1

1
刺傷・切傷 11 1

1
手掌・手背（手首） 1
手指 4
大腿・下腿 1
足首から先 2

1
消化器障害 9 9

5 1
腕・肩 1
手指 2
大腿・下腿 1

骨折 3 3

呼吸器障害 3 1
気道 2

感覚機能の低下 3 2
口・口腔・歯 1

1 1

中毒 1 全身 1

筋・腱の損傷 1 手指 1

神経・脊髄の損傷 1 首 1

不明 4 不明 4

110計

腰部・臀部

胸部・背部

窒息 気道

擦過傷・挫傷・打撲傷

鼻・咽喉

眼

全身
不明

　　　平成24年度の危害に関する相談件数は110件であり、前年度の147件から37件減少した。
　　そのうち「皮膚障害」に関する相談が33件で最も多く、続いて「その他の傷病及び諸症状」、

（内　　　訳）
危害部位

危害に関する相談内容

頭部
顔面

腕・肩
足首から先

眼

腹部
イカの塩辛、冷凍タコ焼き　等

頭部

不明

不明

不明

鼻・咽喉

顔面

口・口腔・歯

化粧石鹸、エステサービス、ヘ
アートリートメント、クレンジン
グクリーム、脱毛　等

インプラント治療、ネイルサロ
ン、化粧石鹸、目薬　等

ステープラー、ツナ缶、ビール
ジョッキ、植木ばさみ、電気かみ
そり　等

アルミ容器入りうどん、湯たん
ぽ、湯沸かしポット、空間除菌剤
等

化粧石鹸、美容整形　等

スマートフォン、自動ドア、自転
車　等

化粧石鹸、マンションの消毒

大理石テーブル、歩行補助器　等

ベビー布団

牡蠣

美容院のマッサージ

ライター
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(２) 危険

　　くなっている。

件数

発火・引火 7

発煙・火花 7

異物の混入 5

火災 2

機能故障 2

部品脱落 2

破裂 2

その他 1

過熱・こげる 1

ガス爆発 1

燃料・液漏れ等 1

破損・折損 1

32計

中古軽自動車

中古四輪自動車

電気コーヒーメーカー

ライター

中古スクーター、自動車

中古車、新築住宅

家庭用消火器、鍋

空間除菌剤

カセットコンロ、ルームエアコン、延長コード、
電気ストーブ、電気湯たんぽ、ＩＨクッキング
ヒーター、ＬＥＤ電球

サイクロン式電気掃除機、ヘアドライヤー、中古
車、電気スタンド、電気掃除機

アイスクリーム、マットレス、塩コンブ、白身フ
ライ弁当、缶コーヒー

キャンピングカー、自動車

危険商品等に関する相談内容
（内　　　訳）

　　　平成24年度の危険に関する相談件数は32件であり、前年度より16件増加して

　　いる。そのうち「発火・引火」及び「発煙・火花」に関する相談が７件と最も多

備考（商品・役務名等）
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 (１) 商品分類別相談件数（各年度上位15位）

順位

全相談
件数

1,587

898

393

237

247

四輪自動車
241

商品一般

不動産貸借

商品一般

22年度 23年度 24年度

2,171 2,358

　（福岡県消費生活センターに平成24年度中に寄せられた11,147件の相談を整理しています。）

21年度

12,70913,12412,756

154

122

117

11,147

3

５ 消費生活相談関係資料

1

2

デジタルコンテンツ

フリーローン・サラ金

デジタルコンテンツ

フリーローン・サラ金

708

20年度

オンライン等関連サービス

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

975

397

314

282

商品一般

相談その他

エステティックサービス

2,621

フリーローン・サラ金

2,181

不動産貸借

工事・建築
194

140

134

外国語･会話教室

259

256

新聞

248

198

電話サービス

健康食品

四輪自動車

116

130

129

109

107

インターネット接続回線

修理サービス

ふとん類

123

普通生命保険

14,187

デジタルコンテンツ

フリーローン・サラ金

不動産貸借

相談その他

商品一般
334

新築分譲マンション

会社生命保険

ふとん類

2,002

1,283

1,090

339

299
新聞

健康食品

工事・建築
227

四輪自動車
271

新聞
269

231

インターネット接続回線

237
四輪自動車

163

162

149

携帯電話サービス

エステティックサービス

相談その他

136
株

149

148

210

工事・建築

エステティックサービス

健康食品

347

126

125

122

修理サービス

金融関連サービスその他

携帯電話サービス

工事・
建築 新聞
246 246

ファンドﾞ型投資商品

健康食品

エステティックサービス

四輪自動車

携帯電話サービス

206

982

862

362

不動産貸借

相談その他

修理サービス

184

177

159

158

株

他の化粧品

222

164

156
携帯電話サービス

148

126

デジタルコンテンツ
1,837

フリーローン・サラ金

不動産貸借

相談その他

携帯電話

金融関連サービスその他

701

インターネット接続回線

新聞

エステティックサービス

227

374

工事・建築
249

健康食品

インター
ネット

接続回線 商品一般
245 245
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 (２) 販売購入形態別（無店舗販売）相談件数（商品・役務別）（平成24年度、上位10位）

 (３) 契約当事者年代別相談件数

パソコンソフト

3.7% 100%18.1% 15.3% 10.6% 8.1%％ 3.7% 18.0%

1,508 1,150 522   3,199 2,571 2,164 14,187

10.4% 4.1% 100%

1,325 529   12,756

20.9%

20年度
件数 518   2,555 

22.5%

2,672 

18.1% 15.0% 11.8%

12.2%14.7% 12.3% 10.9%

1,619 1,431 1,596 

2,304 1,917 1,509 
21年度

件数 450   2,050 

％ 3.5% 16.1%

13,124
22年度

件数 465   1,735 

％ 3.5% 13.2% 100%15.8%

4

婦人下着
14

固定電話サービス

4

ふとん類

5

71

22

鮮魚

5

ファンド型投資商品

他の理美容器具

20

13

12

化粧品

化粧品セット株

ファンド型投資商品

41

39

18 13

修理サービス
20

他の台所用品

18
冠婚葬祭互助会 役務その他サービス

婦人用バッグ
27

41

67

40

21

23

ソーラーシステム

24

商品一般

基礎化粧品
39

公社債

6
ﾌﾘｰﾛｰﾝ･ｻﾗ金

健康食品 健康食品

工事・建築 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線 商品一般

199 95 36
新聞

形態別

総数

ふとん類

170969

給湯システム 他の台所用品

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線

9

8

順位

テレビ放送サービス

100

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ
1,794

ﾌﾘｰﾛｰﾝ･ｻﾗ金
69

宝くじ

1

11,147

17.5% 14.5% 14.1% 13.3% 9.6% 100%

1,575 1,485 1,074 1,614 

20歳代

17.1% 14.7%

2,234 2,171 

2,280 2,073 1,925 

17.4%

16.8%

1,952 

11.0%
24年度

件数

％

349   

3.1%

1,222 1,876 

3

不明

621

30歳代 40歳代 60歳代50歳代 計
70歳

以上

25

音響・映像機器
25

3,107

4

2

6

3

5

ﾏﾙﾁ･ﾏﾙﾁまがい販売訪問販売 電話勧誘販売通信販売

62

健康食品
56

商品一般
53

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線
39

他の化粧品
29

23年度
件数 466   1,618 

10

7

以下

19

19歳

1,870 1,694 

％ 3.7% 12.7% 17.6% 13.3% 12.2% 8.7% 100%

1,547 1,109 12,709



　(４) 契約当事者年代別（商品・役務別）相談件数（平成24年度上位5位）

※年齢不明者からの相談があるため合計と一致しない。

　(５) 契約当事者年代別多重債務相談件数

1,014

(100.0%)

計

484

1,478

806

(100.0%)

(100.0%)
19

73

(8.8%)

(2.4%)

70歳以上

31

不明

46

44

32

63

(6.5%)

(4.0%)

29

(18.4%)

60歳代

55

173

92

158

(14.7%)

50歳代

95

(11.4%)

(11.4%)

40歳代

269

154

353

213

101
(20.9%) (19.6%)

(19.1%)

189

(18.0%)(11.6%)

30歳代19歳以下

22年度

(26.4%)

(18.6%)

95

358

184

219

(21.9%)

(22.8%)

(21.6%)

1

3

0

60

249

112

1

2

(0.2%)

(9.4%)

24年度

20年度

21年度

(12.4%)

(13.9%)

23年度

(0.2%)

(0.2%)

(0.0%)

(0.2%)

順位

95

(12.3%)

234

(20.9%)

349

(9.9%)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

30歳代

全相談
件数

(6.9%)

20歳代

96

(6.1%) (6.4%)

(7.8%)

(5.3%)

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

40歳代

(67.0%)

20歳代

255 393

(20.9%)

19歳以下

1

2

3

4

5

116

(16.5%)

工事
・建築

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

(2.2%)

418

138

62

(21.4%)

11,147

(2.6%) (2.5%)

7 42

(3.7%)

58

1,222 1,876 1,952 1,4851,5751,614

(3.4%)

374

(8.6%)

79

相談
その他

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

701

携帯電話
ｻｰﾋﾞｽ

四輪
自動車

55

(4.3%)

5843

(4.1%) (4.2%)

工事・建築 工事・建築

53 50

(6.3%)

(2.0%)

(2.6%) (7.9%) (7.4%)

(3.4%) (2.8%)

(3.8%)

相談
その他

(2.7%)

88

(2.6%)

51

相談
その他

249

(3.7%)

工事・建築

40

(3.4%)(3.7%)

相談
その他 健康食品 商品一般

50

不動産
貸借

四輪
自動車

不動産
貸借

69

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

不動産
貸借

64126

134

(6.5%)

70歳以上50歳代 60歳代

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

176

(11.2%)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

(15.4%)

248

新聞

1,837

708

不動産
貸借

24年度計

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ 健康食品

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｺﾝﾃﾝﾂ

ﾃﾚﾋﾞ放送
ｻｰﾋﾞｽ

不動産
貸借

不動産
貸借

不動産
貸借

12

(3.4%)

185150

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

139

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

四輪
自動車

(2.3%) (7.2%)

72

9 97

相談
その他

8

(9.5%) (100.0%)

(16.8%) (24.2%) (23.9%) (18.2%) (11.7%) (3.0%) (2.0%)

(19.6%)

(21.2%)
215

70 132 109 111

(6.4%)

89 39 53 604

(15.6%) (6.2%) (7.2%) (100.0%)



　(６) 通信販売相談件数（商品・役務別）（各年度上位10位）

　(７) 訪問販売相談件数（商品・役務別）（各年度上位10位）

商品 件数

ﾘｰｽｻｰﾋﾞｽ 27

36

254

工事・建築

104

89

36

23年度 24年度

商品 件数 商品 件数 商品 件数 商品 件数

22年度

件数商品件数

21年度

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ 1,984 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ

順位
20年度 21年度 22年度

電話音声
情報

教養・娯楽
サービス

167

27

25

25

45

30

39

29

ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ

音響・映像
機器

50

69

62

56

53

1,183 969

20年度

商品 件数 商品

23

健康食品

商品一般

婦人用
バッグ

訪問販
売総計

1,372 1,320 1,326

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
・ｻﾗ金

宝くじ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

他の
化粧品

23年度 24年度

商品商品 件数 件数

43

30

25

128

98

93

53

1,794

通信販
売総計

3,999 3,499 3,547 3,877 3,107

ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ

商品一般

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

音響・映像
機器

携帯電話
ｻｰﾋﾞｽ

他の化粧品

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
・ｻﾗ金

宝くじ

健康食品

6

7

8

9

ｵﾝﾗｲﾝ等
関連ｻｰﾋﾞｽ

2,505

4

5

325

174

78

61

2,132 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ 2,311 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ

順位

1

2

3

10

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

商品一般

健康食品

宝くじ

電話ｻｰﾋﾞｽ

教養・娯楽
ｻｰﾋﾞｽその他

募金

小型ｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀ

基礎化粧品

21

20

19

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
･ｻﾗ金

商品一般

健康食品

宝くじ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

他の内職
・副業

パソコン

142

58

48

40

26

24

22

22

商品一般

ﾌﾘｰﾛｰﾝ
・ｻﾗ金

健康食品

宝くじ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

教養・娯楽
ｻｰﾋﾞｽその他

パソコン

音響・映像
ソフト

株

143

103

58

57

44

26

21

21

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

新聞

ふとん類

工事・建築

給湯ｼｽﾃﾑ

ﾘｰｽｻｰﾋﾞｽ

他の
台所用品

 会社生命保険

家庭用電気
治療器具

商品一般

補習用教材

241

98

81

54

50

44

40

38

32

29

新聞

ふとん類

家庭用電気
治療器具

給湯ｼｽﾃﾑ

補習用教材

テレビ放送
サービス

普通生命
保険

他の
台所用品

34

25

新聞

テレビ放送
サービス

修理ｻｰﾋﾞｽ

商品ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ
取引

52

39

36

287

工事・建築 88

ふとん類 64

52

給湯ｼｽﾃﾑ 48

ﾘｰｽｻｰﾋﾞｽ 33

32

補習用教材 30

普通生命
保険

28

新聞

工事・建築

テレビ放送
サービス

ふとん類

給湯ｼｽﾃﾑ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

修理ｻｰﾋﾞｽ

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ

他の
台所用品

健康食品

224

70

65

52

45

43

36

30

30

22

新聞 199

工事・建築 100

テレビ放送
サービス

67

ふとん類 40

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

39

給湯ｼｽﾃﾑ 23

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ 21

修理ｻｰﾋﾞｽ 19

冠婚葬祭
互助会

18

他の
台所用品

18

43



　(８) 商品･役務の内容分類別相談件数（平成24年度）

相談内容
安全 品質 法規 価格 計量 表示 販売 契約 接客 包装 施設 買物 生活

　商品大分類
衛生 機能 基準 料金 量目 広告 方法 解約 対応 容器 設備 相談 知識

大分類 区分

3 13 4 9 0 11 86 159 19 0 1 0 4 4 237

52 87 14 32 1 46 272 322 62 3 0 0 3 6 521

45 145 15 42 3 17 124 271 67 0 4 4 4 5 406

3 15 8 50 1 3 22 66 22 0 3 0 0 0 121

9 67 16 41 5 16 171 320 70 0 0 2 2 4 397

56 105 10 32 2 14 136 236 45 0 0 5 1 3 338

30 174 32 75 0 22 380 735 175 1 1 4 1 5 938

25 101 14 35 2 6 80 250 55 0 0 1 0 4 327 3,706

18 61 16 69 1 3 129 289 64 0 15 4 3 4 395 33.2%

0 5 0 2 0 2 6 17 2 0 2 0 0 1 26

1 43 1 7 1 0 6 42 22 0 0 0 0 0 66

14 64 56 235 0 8 93 643 102 0 2 1 1 6 779

4 62 3 41 0 7 85 192 42 0 2 1 0 2 256

9 43 1 28 0 4 24 82 34 0 2 0 0 1 128

0 3 3 13 0 3 3 26 9 0 1 0 0 1 38

0 1 0 0 0 0 7 12 1 0 0 0 0 0 13

1 58 89 154 0 13 408 1,253 120 0 0 1 7 5 1,436

10 113 47 344 2 80 1,292 2,356 223 0 3 1 2 8 2,655

0 4 1 17 0 2 12 47 7 0 0 0 1 1 59

1 18 10 37 0 10 138 252 48 0 2 1 0 1 326

28 84 24 68 0 9 119 383 81 0 2 2 15 26 543

3 39 18 64 1 17 135 319 68 0 0 3 2 12 432 6,856

0 3 0 5 0 4 20 27 3 0 0 0 0 0 34 61.5%

1 7 12 8 0 2 9 28 15 0 0 0 1 20 91

585 5.2%

313 1,315 394 1,408 19 299 3,757 8,327 1,356 4 40 30 47 119

＊　重複あり

計

その他

他の役務

内職・副業・ねずみ講

修理・補修

管理・保管

役務一般

金融・保険サービス

土地・建物・設備

クリーニング

他の行政サービス

他の相談

運輸・通信サービス

教育サービス

教養・娯楽サービス

保健・福祉サービス

レンタル・リース

工事・建築・加工

他の商品

商品一般

食料品

住居品

光熱水品

被服品

保健衛生品

教養娯楽品

車両・乗り物

商
　
　
品

役
　
　
務

合　計

11,147

44



（福岡県消費生活センターに平成24年度中に寄せられた11,147件の相談を整理しています。）

（北九州地区） （福岡地区）

337 3,549 97
門 司 区 31 東 区 796 筑 前 町 83
小 倉 北 区 62 博 多 区 662 東 峰 村 7
小 倉 南 区 73 中 央 区 462 不 明 7
若 松 区 20 南 区 496 7,488
八 幡 東 区 23 西 区 355
八 幡 西 区 64 早 良 区 349
戸 畑 区 19 城 南 区 221
不 明 45 不 明 208

66 352
63 336
40 296

346 129
芦 屋 町 42 311
水 巻 町 91 276
岡 垣 町 150 187
遠 賀 町 37 43
不 明 26 215

117 341
苅 田 町 67 那 珂 川 町 341
み や こ 町 43 1,356
不 明 7 宇 美 町 216

101 篠 栗 町 174
吉 富 町 33 志 免 町 250
上 毛 町 28 須 恵 町 177
築 上 町 33 新 宮 町 117
不 明 7 久 山 町 44

1,070 粕 屋 町 312
不 明 66

（筑後地区） （筑豊地区）

113 134 343
260 159 276
134 146
111 55 11,147
89 98
68 58

134 小 竹 町 13
56 鞍 手 町 40
58 不 明 5
25 17

大 刀 洗 町 25 桂 川 町 17
32 186

大 木 町 32 香 春 町 26
37 添 田 町 28

広 川 町 37 糸 田 町 16
1,117 川 崎 町 33

大 任 町 8
赤 村 5
福 智 町 48
不 明 22

853

嘉 穂 郡 （ 計 ）

相談件数

三 潴 郡 （ 計 ）

八 女 郡 （ 計 ）

筑 後 地 区 合 計

嘉 麻 市

み や ま 市

福 岡 地 区 合 計

糟 屋 郡 （ 計 ）

三 井 郡 （ 計 ）

相談件数

大 川 市

合　　　　　計

築 上 郡 （ 計 ）

小 郡 市
う き は 市

大 牟 田 市
久 留 米 市
柳 川 市
八 女 市
筑 後 市

朝 倉 郡 （ 計 ）
市 町 村 名

市 町 村 名

北九州市（計）

京 都 郡 （ 計 ）

遠 賀 郡 （ 計 ）

行 橋 市
豊 前 市
中 間 市

北 九 州 地 区 合 計

筑 豊 地 区 合 計

糸 島 市
朝 倉 市

大 野 城 市
宗 像 市
太 宰 府 市
古 賀 市
福 津 市

田 川 市

鞍 手 郡 （ 計 ）

筑 紫 郡 （ 計 ）

相談件数 相談件数市 町 村 名 市 町 村 名

筑 紫 野 市
春 日 市

宮 若 市

福 岡 市 （ 計 ）

　(９) 市町村別相談件数（平成24年度）

田 川 郡 （ 計 ）

市 町 村 名
直 方 市
飯 塚 市

県　　　　　外
不　　　　　明

相談件数

45 



　＜参考＞　県内の消費生活相談の概況

　１　相談件数の推移

║ ι • ” + ι

ιιι ῲ ₲└₿╒ +

　２　契約当事者の性別・年代別相談件数(注)

 　(1)　契約当事者の性別相談件数

║ ι ' ι

║ ι ' ι

ͨι ΌῬ⁴‼᾿



(2)　契約当事者の年代別相談件数

ιι║ ι ”

ι ι║ ι ι ”

 ３　相談の内容

ιι ‚ῷ῾⁴ ” ‚–΅―᾿ ‴‖„

ι₲└₿╒‗  ‖Ῥ⁴Ό᾿ ₲└₿╒” „Ή ” ῌ᾿ „

ιΉ ║ ῌ‗’‒―΅⁴῀

ιι

ιι

ͨ Ή℮₯₿⌂₪└Ω└℗ῌ„᾿ₐ└₿╒⅜№⅍₀  ― ⁵⁴ ‚  ⁴

ι Ή₡└≤ₐ└ €╒→₰ῌ„᾿ ῸΉ℮₯₿⌂₪└Ω└℗ῌ‚

3+/03

'1-4$('1-7$(

0+12/0+274

4

ι ι

13

'7-0$('03-6$(

2+072

'5-3$(

12

║

2+034

”

'2-1$(

0+128

'1-5$(

0+448

║

1+718

'4-8$(

5+810

'5-4$('03-2$(

320

6+184

1

11

1/

'01-8$( '01-2$( '5-6$( '3-2$(

0+576

║

'05-4$( '04-0$(

5+5/2 5+172 2+300 1+076 0+187

║

'1-4$(

10

║

5+/04 3+788 2+472 0+010

'02-/$( '0/-5$( '6-7$( '2-6$( '1-3$(

'5-4$(

7+150 6+437 2+147 0+55/

'2-2$( '1-4$(

”

0+148

契約者当事者の年代別相談件数

7,7937,7937,7937,793

7,2507,2507,2507,250

7,6807,6807,6807,680

7,3847,3847,3847,384

6,7926,7926,7926,792

6,3216,3216,3216,321

7,2497,2497,2497,249

7,2827,2827,2827,282

9,0439,0439,0439,043

9,0389,0389,0389,038

1,4011,4011,4011,401

1,5581,5581,5581,558

4,6244,6244,6244,624

5,3935,3935,3935,393

5,0005,0005,0005,000

4,0924,0924,0924,092

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

２３年度

２４年度

件

08

1/

2/

3/

4/

5/

6/

49,600

48,300

36



37



 

Ⅴ ホットな消費者ニュース（平成 24 年度） 

 

24 年 

４月号 

★ 強引な土地販売に注意！ 

★ インターネット接続回線 理解して契約していますか？ 
P49 

24 年 

５月号 

★ 「必ず価値があがる！？」そんなことは絶対にない！イラクディナール（海外

通貨）購入で 3,150 万円の被害発生！ 

★ 強引な床下換気扇工事にご注意！ 

P50 

24 年 

６月号 

★ ○○教室の契約は慎重に！ 

★ 訪問での貴金属の取引には注意しましょう！ 
P51 

24 年 

７月号 

★ 「サクラサイト」に注意しよう！ 

★ 雑誌広告の「副収入サイト」は悪質出会い系サイト！？ 
P52 

24 年 

８月号 

★ 「カンボジアの土地使用権を高値で」買い取る！？ 

★ 「アパート退去時に払った修繕費を」返してほしい！ 
P53 

24 年 

９月号 

★ 「エステ店から紹介された美容クリニック」の治療費が支払えない！ 

★ 「ネット販売」には注意を！ 
P54 

24 年 

10 月号 

★ 「無料ゲーム」と思っていたら 

★ 「開運祈祷料」を返金して欲しい！ 
P55 

24 年 

11 月号 

★ 「還付金詐欺」が横行しています！ 

★ 「ＤＶＤソフト購入」を勧誘する不審な電話！ 
P56 

24 年 

12 月号 

★ 「冠婚葬祭互助会」の解約トラブル！ 

★ 「頼んだ覚えがない商品」の受け取りを承諾した！ 
P57 

25 年 

１月号 

★ 「投資詐欺の二次被害」に注意しよう！ 

★ 「屋根瓦の点検商法」に気を付けて！ 
P58 

25 年 

２月号 

★ 「コピーブランド品の販売サイト」に要注意！ 

★ 「携帯で見つけた内職先」から次々とメールが来る！ 
P59 

25 年 

３月号 

★ 「高齢者を狙った、送りつけ商法」にご注意！ 

★ 「火災保険で家の修理ができる」という勧誘に注意！ 
P60 

 



 49 

 

 

 

 

★強引強引強引強引なななな土地販売土地販売土地販売土地販売にににに注意注意注意注意！！！！・・・福岡県消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

自宅に訪問してきた業者に土地の購入を勧められ、断ったが、「サクラで良いから」と説得されて、現地に車で

連れて行かれた。インターチェンジに近く、若い人に人気だから将来建売住宅を建てて売り出せば必ず値上がり

すると勧められた。「家族に相談したい」と言ったが「相談したら１００％断るように言われる」と内緒で契約す

るように説得された。翌日、業者の担当者に車で銀行に連れて行かれ、現金を下ろして全額支払ってしまった。

解約希望。（７０代 女性） 

 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果）））） 

登記簿を確認したところ、既に相談者の名前で登記済みでした。センターから販社に連絡し、市街化調整区域

に「建売住宅を建てることはできないのではないか」と交渉しましたが、業者は建売住宅の説明はしていないと

主張し、センターあっせん中であるにもかかわらず、相談者宅を訪問するなどの行動が見られました。相談者の

希望もあり、弁護士に委任することとなりました。 

 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

・ 土地の適正な取引価格は、素人にはなかなかわかりにくいものです。土地を購入する場合は、業者のセール

ストークをうのみにせず、現地の自治体に課税評価額を確認したり、実際の土地の売買状況などについて調べ

たりするなど、慎重に判断することが大切です。 

・ 契約を急がせる業者は要注意です。業者の説明に不審な点がある場合は、お住まいの自治体の消費生活セン

ターなどに相談しましょう。 

 

★インターネットインターネットインターネットインターネット接続回線接続回線接続回線接続回線 理解して契約していますか？…宗像市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

「電話やインターネットを光回線にしませんか？」との電話が何度もかかってくる。一度資料を送ってもらっ

たら、「届きましたか？ 見ましたか？」と電話があり、「固定電話が使えなくなるので、今のうちに切り替えた

方がいい」としつこい。大手電話会社だと名乗っていたが、実はその代理店だった。 

 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

 最近インターネット回線の勧誘電話の苦情が多数寄せられています。「固定電話が使えなくなる」との説明に根

拠はなく、なかには資料送付を承諾しただけで、契約になっていたというケースもあるので注意が必要です。「他

社より安い」などの説明につられ、内容を理解しないまま即決するのは危険です。日頃の電話やインターネット

の使い方を考え、自分に合ったサービスを選び、必要がなければ毅然と断りましょう。 

 インターネット回線の理解は非常にむずかしいので、ひとりで決めずに家族や周りにも相談しましょう。一般

的に、動画や音楽を頻繁にダウンロード（転送）する場合は光回線、ホームページ閲覧やメールしか利用しない

ような場合にはＡＤＳＬ回線で十分だと言われています。代理店の連絡先がわからない、当事者間で解決できな

い場合には、電話会社のお客様センターや最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 各消費生活各消費生活各消費生活各消費生活センターセンターセンターセンターのののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    ●●●●    

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可） 

久留米市 ０９４２－３０－７７００  

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７  

宗像市  ０９４０－３３－５４５４        ＊電話のかけ間違いにご注意ください。 
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★「「「「必必必必ずずずず価値価値価値価値があがるがあがるがあがるがあがる！？」！？」！？」！？」    そんなことはそんなことはそんなことはそんなことは絶対絶対絶対絶対にないにないにないにない！！！！    

イラクディナールイラクディナールイラクディナールイラクディナール（（（（海外通貨海外通貨海外通貨海外通貨））））購入購入購入購入でででで 3,1503,1503,1503,150 万円万円万円万円のののの被害発生被害発生被害発生被害発生！！！！・・・北九州市立消費生活センター 
（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

「イラク通貨のディナールを購入しませんか。今後、貨幣価値の高騰が期待できる将来有望な通貨です。」と

書かれた封書が自宅に届き、封筒を送った業者から「イラクの通貨は、必ず価値が上がりますよ！」と電話勧

誘されました。その後、複数の業者から「書類が届いた人だけしか契約ができない。謝礼を弾むので、代わり

に購入してもらえませんか。」などと電話がかかり、その投資話をすっかり信じてしまいました。 

５ヵ月の間に６回に分けて 3,150 万円を振り込んだところ、業者と連絡がとれなくなったため、騙された

と思い、警察に被害届を出しました。（８０代 女性） 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

イラクの通貨「ディナール」は、国内では取引されておらず、換金性の乏しい通貨です。「将来儲かる」「ハ

イリターンが期待できる」などという業者の言葉を安易に信用してはいけません。その他にも「スーダンポン

ド」「アフガニ」「リビアディナール」「シリアポンド」など、聞きなれない通貨の購入を勧誘する悪質商法も見

受けられます。 

事例のように、販売業者のほかに別の業者が「高く買い取る」「自分の代わりに買って欲しい」と持ちかけて

くる「劇場型」の投資商法が横行しており、第三者を装っていますが、実はすべての登場人物があなたのお金

を騙し取る目的のため組織的に動いています。 

   お金が振り込まれると、業者とは連絡が取れなくなることが多く、交渉自体が困難になるケースがほとんど

です。契約する前に、まず家族や消費生活センターなど、信頼できる人に相談しましょう。 

★ 強引な床下換気扇工事にご注意！･・･久留米市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

知らない人が自宅の床下付近を覗いていたので声を掛けると「自分は床下換気扇を取り付けた業者Ａです」

と言った。「違う」と言ったが、Ａは家に上がり床下換気扇の電子タイマーを見つけ「壊れているので交換が

必要」と言った。「交換は必要ない」と断ったが、Ａは金額の話もせず勝手に付け替えた。 

「お金は払わない」と言ったら、Ａは携帯で誰かに連絡を取っていた。しばらくすると同業者らしいＢが来

て、畳を上げカビを見せ「床がぶかぶかしている。換気扇を取り替えたらカビもなくなる。古い換気扇は下取

りする」と言って、断っているにもかかわらず、あっという間に取り替えた。 

床のぶかぶかが直り、仕方ないと思い分割での支払を希望したが、「手数料がかかる」と言って業者の車で

銀行へ行き代金 7 万３０００円を一括で支払った。 

契約した自分が悪いと思い諦めていたが、高額で生活にも響く。解約したいのですが？（80 代・女性・１

人暮らし） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

相談者の場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていたため、契約の経緯を手紙で業者に送付するように助言

し、センターからも業者へ電話し相談者の意向を伝えました。 

業者は「手紙を読んで検討する」ということでしたが、後日相談者から「床下換気扇の撤去と返金があった」

と報告があり終了となりました。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフ期間内であれば無条件で解約できます。工事が終っていても原

状回復を求めることができます。 

クーリング・オフ期間を過ぎていても、勧誘方法などに問題があれば契約を取り消すこともできます。事例

のように断っているにもかかわらず再勧誘することは禁止されています。 

強引な勧誘はきっぱり断り、断りきれず契約した場合は早めに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 各消費生活各消費生活各消費生活各消費生活センターセンターセンターセンターのののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    ●●●●    

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）      

久留米市 ０９４２－３０－７７００ 「消費者ホットライン」０５７０－０６４－３７０ 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７  あなたの地域の消費者生活センターにつながります。 

宗像市  ０９４０－３３－５４５４        ＊電話のかけ間違いにご注意ください。 
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★○○教室の契約は慎重に！・・・福岡市消費生活センター 

（相談事例） 

インターネットで資格養成コースが８０回２４０時間で１８万円という安いパソコン教室を見つけた。受講回

数と時間は掲載されていたが、受講期間は記載されていなかった。事務所に出向き当該コースは、半年ぐらいで

修了できるが、受講期間に制限がない、３ケ月目からは月額会費３，９００円が発生すると説明を受け契約した。          

４回ほど受講したが、ほとんど自習形式で思った内容のものではなかったので、解約して未受講分の料金と受け 

取っていないテキストの代金を返してほしい。 

（処理結果） 

契約書には有効期間が２ケ月と記載はあるものの、受講期間に定めがなく、半年ぐらいかかると説明を受けて

いた。そもそも２ケ月では修了不能な内容であり書面と懸け離れているため、「※特定継続的役務提供」であるこ

とを前提に相談者に契約書面不備によるクーリングオフの手続きを取るように助言した。しかし、事業者は有効  

期間が２ケ月以内であり、それ以降受講を希望する場合は月額会費が必要で、特定的継続役務提供にあたらない

と主張を繰り返すばかりであった。結果、相談者は弁護士にクーリングオフ通知と既払い金の回収を委任するこ

とになった。 

※【特定継続的役務提供】契約金額が５万円を超える「パソコン教室」や「学習塾」などで、２ケ月を超える期

間継続して行なう契約。 

（アドバイス） 

パソコン教室など長期間継続してサービスを受ける契約を結ぶ時は、「安い」「お得」などの広告に惑わされず、

受講内容や期間など契約内容を十分に検討するとともに、途中で解約する場合の条件などをしっかり確認しまし

ょう。学習方法や内容などが分からない場合は、安易に契約しないようにしましょう。 

 

★訪問での貴金属の取引には注意しましょう！･・･飯塚市消費生活センター 

（相談事例） 

A さんは、貴金属を訪問してきた業者に売りたいと思って宝石を見せたところ、「他にも宝石があれば無料で

査定しますよ」と言われたので、全ての宝石を見せると「高価な物があるので、持ち帰り査定し、後日持参しま

す」と言われ、全ての貴金属を渡してしまった。その後不安になり名刺先に連絡したが通じず、あわててセンタ

ーに相談に見えました。（７０代 女性） 

（処理結果） 

契約書面や預り証もなく、名刺先にセンターから連絡をしましたが、電話は使用されておらず連絡が取れない

為、警察に被害届を出すよう助言しました。 

（アドバイス） 

最近、高齢者を狙った貴金属の買い取り商法が問題になっています。事例のように業者が自宅に訪問して来ま

すが、消費者が売り手となり利益を伴う契約は、特定商取引法の適用がないのでクーリングオフができません。  

訪問して来た業者が本当に査定出来るかも怪しいものです。 

また、後になって「やめたい」と申し出ても「既に処分した」と言って取り戻せない事がほとんどです。買い

取ってもらうつもりがなければ、きっぱりと断りましょう。簡単にその場で取引をしないことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 各消費生活各消費生活各消費生活各消費生活センターセンターセンターセンターのののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    ●●●●    

福岡県  ０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可） 

福岡市  ０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可） 

北九州市 ０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）      

久留米市 ０９４２－３０－７７００ 「消費者ホットライン」０５７０－０６４－３７０ 

飯塚市  ０９４８－２２－０８５７  あなたの地域の消費者生活センターにつながります。 

宗像市  ０９４０－３３－５４５４        ＊電話のかけ間違いにご注意ください。 
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★「「「「サクラサクラサクラサクラサイトサイトサイトサイト」」」」    にににに注意注意注意注意しようしようしようしよう！！！！・・・福岡県消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

携帯のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で知り合った人が、「自分は人気アイドルグルー

プの一人と友達だ」とのことだった。アイドル本人は実際に女性と交際が出来ず悩んでいるので、「悩みを聞い

て欲しい」などと言われメール交換するようになった。「通信料の他に最後にはお礼に３００万円払う」などと

言われメール交換を続け、クレジットでメール代を払っていた。 

最初のカードは限度額で使用不能になったので、別のカードも使っていたが、そのカードが２４万円になっ

たところでカード会社から連絡があり、事情を話すと早く消費生活センターへ相談するよう勧められた。高額

なメール代金になり騙されたことにやっと気がついた。お金を返して欲しい。（２０代 女性） 

    

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

                同様の事例を紹介し、今までの経緯を文書にして取消しを申し出るための抗弁書の書き方等、手続き方法を

指導した。その後クレジット会社２社からの連絡を待って、決裁代行会社へ連絡を入れたところ、今回は消費

生活センターからの経緯説明で検討するとのことであった。 

その後、決裁代行やクレジット会社に進捗状況を確認しながら回答を待ったところ、決裁代行会社から「全

てキャンセル出来た」と連絡を受け、クレジット会社に今後の手続きを依頼して終了した。 

    

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

サクラサイト商法とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が芸能人などに成済まし「悩みを聞いて」とか「お

金をあげる」などとメールを送り、有料のメール交換サイトへ誘導し、高額な利用料を請求する詐欺的商法で

す。「芸能人からの個人メールはまず絶対にない」と考えて下さい。 

今回の事例では全額返金されましたが、返金が困難なケースもあります。安易にメール交換には応じず、地

域の消費生活センターへ相談しましょう。 

 

★ 雑誌広告雑誌広告雑誌広告雑誌広告のののの「「「「副収入副収入副収入副収入サイトサイトサイトサイト」」」」はははは悪質出会悪質出会悪質出会悪質出会いいいい系系系系サイトサイトサイトサイト！？！？！？！？･・･宗像市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

ファッション雑誌で「メール交換でラクして稼げる副収入サイト」というページを見つけてアクセスし、仮

登録した。すぐにメール相手の男性から「あなたに 100 万円あげるから受け渡しについてはサイトに確認し

てほしい」と 100 万円振込控えの証拠写真メールまで届いた。サイトに確認すると「受渡しには本会員とし

て登録する必要があり、登録料として 1 万円必要」と言われた。 

雑誌には実際に高収入を得ているという女性の顔写真入りの体験談まであったので信用して 1 万円振り込

み本会員になった。すると今度はサイトから「明日、あなたに 100 万円振り込むが、10 万円以上受け取る

場合、換金チケットを 2 万円で購入する必要がある」とメールがきたので、怪しいと思い相談に来た。（20

代 女性） 

 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

最近は、雑誌広告などでの「利益誘引型」出会い系サイトが多く、副収入を謳い文句に様々な理由で振り込

ませる手口だと思われます。一度振り込んでしまうと取り戻すことが困難なため、将来得られるという収入を

前提とした支払いは避けることが賢明です。 
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★「「「「カンボジアカンボジアカンボジアカンボジアのののの土地使用権土地使用権土地使用権土地使用権をををを高値高値高値高値でででで」」」」買買買買いいいい取取取取るるるる！！！！？？？？・・・北九州市立消費生活センター 

（相談事例） 

１か月ほど前から、「緑の封筒が届いたら価値があるので処分せず、必ず連絡するように」という電話がＡ社から

頻繁にあり、先日、実際に緑の封筒が届きました。封筒には『カンボジアの土地使用権の購入』を勧めるパンフレ

ットが入っており、Ｂ社が販売代理店となっていました。 

後日、Ａ社から再度電話があったので、封筒が届いたことを伝えると「土地使用権は限られた人しか購入できな

い。あなたが 1 口 10 万円で購入してくれたら高値で買い取る」と言われました。信用できるでしょうか。（７０

歳代 女性） 

（アドバイス） 

複数の業者が登場し、「高値で買い取る」などと言葉巧みに消費者の投資意欲をあおり、代金を支払わせる「劇場

型勧誘」の相談が後を絶ちません。 

「カンボジアの土地使用権」の勧誘は、今までになかった新たなケースと言えますが、その手口はこれまでの「劇

場型勧誘」とほぼ同様で、買い取りが実行されたケースはこれまでに 1 件も確認できていません。 

また、パンフレットには、リゾート開発や農作物売買の収益による配当が得られるとは書かれてありましたが、

購入する「土地使用権」に関する具体的な説明はありませんでした。 

このように内容をよく理解できないものを、安易に信じてはいけません。 

一度代金を支払ってしまうと、やがて業者と連絡が取れなくなる場合が多く、返金を求めるのは極めて困難にな

ります。不審なもうけ話などがあった場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

★「アパートアパートアパートアパート退去時退去時退去時退去時にににに払払払払ったったったった修繕費修繕費修繕費修繕費をををを」」」」返返返返してほしいしてほしいしてほしいしてほしい！･・･久留米市消費生活センター 

（相談事例） 

３か月前、2 年間住んだアパートを退去した際、管理業者からフローリングと壁クロスの汚れを指摘され、掃除

では落ちないので貼り替えると言われた。その後、修繕費 20 万円請求が来て、敷金 12 万円の不足分 8 万円を払

った。フローリングの汚れはウォーターサーバーを置いていた跡であり、壁クロスの汚れはソファーベッドの後ろ

側の汚れだった。知人からは普通の使い方をしていたのなら、修繕費の支払いは不要のはずと言われた。返しても

らいたいのですが？（２０代 女性） 

（処理結果） 

賃貸アパートの原状回復についてはトラブルが多発しているため、国土交通省がガイドラインを作成し、解決の

ためのルールを示しています。 

原状回復とは、借主が借りた当時の状況に戻すものではありません。借主に故意過失や善良な管理者としての注

意義務違反があった場合、借主負担で復旧するというものです。 

 フローリングや壁クロスの汚れが借主の不注意等によるものか、通常使用によるものかは当センターでは判断困

難です。また掃除をしても落ちないのか、全面貼り替える必要があるのかについても状況により異なる事を説明し

ました。 

しかし、借主が張替費用を負担することになったとしても、ガイドラインでは居住年数により負担を軽減する考

え方を採用しています。これらをもとに、管理業者と返金等の交渉をしてみるよう助言しました。 

（アドバイス） 

交渉がうまくいかない場合は少額訴訟手続きを利用する方法もあります。簡易裁判所に申し立てますが、法廷は

原則 1 回開かれて終わります。少額訴訟をした裁判所に異議申し立てをすることはできますが、判決に不服があっ

ても、上の裁判所に控訴することはできません。主張を認めてもらうためには契約書などを確認するなどの事前準

備が大事です。 

60 万円以下のお金の支払いを求める場合に利用でき、費用は申立手数料と訴状や呼出状などの郵便代だけです。 
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★「「「「エステ店から紹介された美容クリニック」」」」の治療費が支払えない！！！！・・・福岡市消

費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

街頭でエステの無料体験ができると声をかけられた。体験後、脱毛のエステティックサービスを勧められ６回

の契約をした。５回の施術を受けた頃、エステ店ではこれ以上の効果がないので，紹介状を書くから美容クリニ

ックでカウンセリングを受けてみないかと言われた。エステ店での脱毛で十分だと思ったが、断り切れず美容ク

リニックへ行くと、何の説明もないままいつでも解約できるから、契約書とクレジットの申込書を書くようにと

言われた。月収の欄には、実際は６万円位だったが１３万円と書くよう指示され、レーザー脱毛と顔のピーリン

グの契約をした。 

思った以上に毎月の支払いが高額になり支払えないので美容クリニックの契約を解約したい。 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

センターから美容クリニックに架電し、いつでも解約できると言いながら強引に契約を勧めたり、本人の申告

と異なる月収を記入させたりと問題があることを指摘し、解約の交渉をしたところ未施術分の精算に応じた。        

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

・エステティックサービスは、特定商取引法により期間が１カ月を超え金額が５万円を超える契約であれば、ク

ーリング・オフや契約期間内の中途解約が可能です。 

・美容クリニックでの契約は、クーリング・オフの適用がないばかりか中途解約の制度もないので、解約する場

合はクリニックとの交渉が必要になるので注意しましょう。 

・断り切れずに契約してしまったら、一人で悩まず家族や消費生活センターへ相談しましょう。 

・エステティックサービスや美容クリニックでの契約は、高額なものが多いので契約をする前に十分に説明を受

け、本当に自分に必要なものなのか検討し、必要ないものは勇気をもってハッキリ断りましょう。 

 

★「ネット販売」には注意を！･・･飯塚市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

A さんは、ネットでブランドのバックが割安だった為、前払いをして注文。送って来たバックは汚れてキズ

もあり、返品を希望したのに応じてくれないとの相談でした。又、連絡先の電話はなく、アドレスでの交換だ

った為、メールを送ったが返信がなく困って相談に見えました。（20 代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

相手先の表示を確認すると、少々難有、返品不可と表示がありました。この様に表示していれば返品出来な

い事と承知で購入した事になり、返品が難しい事を説明しました。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

ネットは簡単で便利な面、この様なトラブルが発生した時、連絡が取れなかったり、きちんとした注文品で

なかったりする危険性があります。又、ネット通販ではクーリング・オフはありません。前払いすると、お金

だけ取られ商品が送ってこないこともあります。自分でチェックをし、被害に遭わない様に表示や住所、連絡

先等プリントアウト等して、よく確認して利用することが大事です。 
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★「「「「無料無料無料無料ゲームゲームゲームゲーム」」」」とととと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら・・・宗像市立消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

最近、小学生と中学生の子どもが 2 人で、携帯型映像機器をインターネットに接続しゲームをしていた。ゲーム

は、夫が事前に登録しているネットストアの中から、無料である事を確認して子ども達にさせていた。 

ここ数カ月、カード会社からの請求金額が多いので不審に思って明細を取り寄せたところ、3 カ月間で併せて

23 万円のゲーム代金の請求があり、既に２カ月分が引き落とされていることが分かった。無料のゲームをさせて

いたはずなのに、有料になっているのは納得できない。（３０代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

センターからカード会社とネットストアに調査を依頼したところ、「ゲーム自体は無料だが、ゲーム中に多数の有

料アイテムを購入している。アイテムの契約に際しては、金額などの確認画面を表示し“買う、買わない”を選択

できるようになっている。また、最初にストアに登録する際に、クレジットカードの情報を入力し、ストアで買っ

た場合には、自動的にカード決済される旨を利用規約に明記している」とのことであった。 

センターからネットストアに対し、契約者である親の不注意はあると思うが、使ったのが未成年者であることを

伝え、未成年者契約の取消しを申し入れたところ、今回に限りすべて解約する事が出来た。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

ゲーム自体は無料でも、ゲームの中で有料のアイテムを販売しているケースが増えています。今回は解約出来ま

したが、登録時に利用規約に同意してカード情報を入力しているので、契約の取り消しが出来ない場合もあります。

子どもにゲームをさせる際には、保護者は再度利用規約を確認するなどして慎重に対応するようにしましょう。 

 

★「開運祈祷料」」」」をををを返金返金返金返金してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい！･・･福岡県消費生活センター 

（（（（相相相相談談談談事例事例事例事例））））    

４カ月程前、開運ブレスレットのお試し期間４８時間を２週間に延ばして良いと言う担当者の説明を受け、祈祷

料１万５千円を支払い購入することにした。その期間中に効果がなかった場合は返品可能で返金にも応じる約束で

あった。しかし、効果がなかったのでブレスレットを返品したが、その際、返金用の現金書留封筒と切手代まで同

封した文書も販社へ送付した。その後、何度催促しても返金されず、商品代金１０万円まで請求された。支払った

祈祷料を返して欲しい。（３０代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

センターから販社担当者に連絡し返金交渉したところ、“４８時間のお試し期間しか返金に応じられないシステム

になっている。なお、商品代金は無料で、１万５千円は祈祷料です。”という返事であった。粘り強く交渉した結果、

上司と相談するということになり、回答は引き延ばされたが、最終的には１万５千円の祈祷料のうちから５千円返

金されることになった。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

開運商法は雑誌やインターネットでこの商品を購入すると“運気が上がる”とか“願い事が叶う”などと広告し

ていますが、効果が得られるとは限りません。また、広告には「効果がなければ返金」と記載されていても返金に

応じない場合もあるので、注意しましょう。 
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★「「「「還付金詐欺還付金詐欺還付金詐欺還付金詐欺」」」」がががが横行横行横行横行していますしていますしていますしています！！！！・・・北九州市立消費生活センター 
（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

社会保険事務所の職員を名乗る男から、「５年間の社会保険関係の還付金が３６，８００円あります。手続き

が今日までとなっていますので、急いで手続きしてください。」と電話がありました。言われたとおりの電話番

号に電話したところ、「ショッピングセンターのＡＴＭでなければ手続きができない。」と言われたので、近く

のショッピングセンターへ行き、再度連絡し、電話で指示されたとおりにＡＴＭを操作しました。 

自宅に帰って、振込票を確認してみると、遠方の信用金庫にお金を振り込んだことになっているようですが、

騙されたのでしょうか。（７０代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果）））） 

これは「還付金詐欺」であることを伝え、すぐに金融機関に連絡をするとともに、警察へも相談に行くよう

に伝えた。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

「還付金詐欺」とは、公務員などを装って「税金や医療費等を返還します」「還付金があります」と、お金が

返還されるかのように偽り、現金をだまし取ろうとする詐欺です。 

公共機関から、ＡＴＭでの手続きを案内したり、電話でＡＴＭの操作を指示することはありません。 

相手が公的機関の連絡先と称して仲間の電話番号を教えるケースもあるので注意しましょう。 

還付金や払戻金があるからといって、相手の言う電話番号を鵜呑みにせず、電話帳や電話番号案内などで、

再度確認するように心がけましょう。 

もし、不審な電話があれば、お近くの消費生活センターへご相談ください。 

★「ＤＶＤソフト購入」を勧誘する不審な電話！･・･久留米市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

数日前、「ＤＶＤソフトのカタログが届いていないか？」と電話がありました。「カタログが届いたらぜひ購

入してもらいたい。買いたがっている会社があるので、高値で引き取ります。」と言います。この時点では、

まだカタログは届いていませんでした。後日、カタログが届いたために、業者に電話をすると「ＤＶＤソフト

は 40 万円～100 万円します。」と言います。 

「今日、1 時半に会う約束をしましたが、この業者を信用してもよいでしょうか」と相談がありました。 

（７0 代・男性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

ＤＶＤソフトが何のソフトなのか、購入を勧める会社や買いたがっている会社がどういう会社なのか、

買い取り金額がいくらかなど、分からないことが多いため、信用しないほうが無難だと伝えました。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

ある業者から「Ａ社の社債を購入しませんか。高値で売れますよ。」の勧誘電話の後に、別の業者から「Ａ社

の社債を持っていませんか？持っているならば、ぜひ譲って下さい。高値で買い取りますよ。」などと言われ、

社債を購入したものの、結局引き取ってもらえなかった、などの劇場型勧誘販売の事例が多発しています。「譲

って下さい。」の電話があったかどうかは不明ですが、新手の劇場型「ＤＶＤソフトの勧誘販売」と思われます。 

突然の電話による安易な儲け話には乗らないようにしましょう。また、断りきれず申し込みをしても、

すぐには相手の口座には振り込みこまないようにしましょう。身近な人や最寄りの消費生活センターなど

へ相談しましょう。 
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★「「「「冠婚葬祭互助会」」」」の解約トラブル！・・・・・・・・・・・・飯塚市消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

A さんは２０年間互助会に入り、毎月２千円ずつ支払ってきましたが、気持ちが変わり解約を申し出ることにし

たところ、掛金の戻り金が少なくなり納得がいかないとの相談がありました。（７０代 女性） 

 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

    互助会とは、先々のサービスを受ける為、前払いをする形で掛金を積立ていく支払い方法です。昭和５９年に約

款が改正され、特別な理由がなくても解約出来るようになりました。但し、利息は付きませんし、掛金から約款に

基づく解約手数料が引かれる事を説明したところ、納得されました。 

    

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

互助会を預金と思い違いをして解約を申し出ると、掛金より戻り金が少ないとの相談がよくあります。互助会と

は、毎月決まった金額を積立てていく形で支払っていきますが、預金とは基本的に別の種類のお金ということを認

識しておくことです。手数料に納得出来ない等があれば（社）全国冠婚葬祭互助会に問い合わせてみるのもよいで

しょう。 

互助会とは、長期に渡る契約ですので、約款書類等を熟読し、紛失しないように保管しておく事が必要です。 

 

★「「「「頼んだ覚えがない商品」」」」の受け取りを承諾した！･・･福岡市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

「先月の１０日に注文を受けたサプリメント３ケ月分を送る」と電話があった。頼んでいないと伝えたが、「確

かに注文を受けている。商品を準備しているので、今回だけは受け取ってほしい。」と言われた。値段を聞くと「1

万５千円」と言われた。受け取りたくなかったが「受取らなければ裁判所に訴える。」と脅され、以前にも健康食

品を頼んだことがあったので、もしかすると先月頼んだかもしれないと思い仕方なく代引きで配達してもらうこ

とを承諾した。 

  電話を切った後、先月の１０日は旅行中だったことを思い出し、頼むはずがないと気づいた。 

商品が届いたら、どう対応すればよいか。 

 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

商品の発送を了承させるために、「注文を受けている」と業者はうそを言って商品の発送を承諾させる手口と思

われる。商品が届いたら受け取り拒否をして、業者名や連絡先を控えておき、何かあれば再度消費生活センター

へ連絡するように助言した。 

    

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

○業者から電話を受けても注文した覚えがなければ、はっきり断りましょう。  

○注文した覚えがない商品が届いたら、安易に商品を受取るのは止めましょう。 

○事例のように商品を送ることを承諾しても、そもそも注文していないのであればお金を支払う必要はありませ

ん。商品が届いたら、業者名や連絡先を控え受け取り拒否しましょう。 
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★「「「「投資投資投資投資詐欺詐欺詐欺詐欺のののの二二二二次次次次被害被害被害被害」」」」にににに注意注意注意注意しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！・・・福岡県消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

一昨年Ａ社の社債１２０万円を購入したが、連絡不能になり被害に遭った。そのＡ社と販社Ｂが合併したの

で、社債変更登録か償還手続き案内のＤＭが届いた。良く理解出来なかったので問い合わせの電話をすると、

「償還手続きをすれば年率９．１％の計算になり、貴方に１４２万円が振り込まれる」と言われた。しかし、

その前に「前払い税４万１千円を振り込んで欲しい。期日までに手続きしないと１２０万円が無効になる。販

社Ｂの株と交換するなら２０口からなので、Ａ社の株では１２口になり、後８口購入しなければならない」と

説明された。販社Ｂは信用出来るか。（７０代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果）））） 

これは「投資詐欺」で二次被害の可能性が強いことを伝え、今後一切関わらないよう助言した。また警察へ

も相談に行くように伝えた。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

販社は相談者が以前投資被害に遭っていることを知っており、投資詐欺の被害を取り返すよう装って、お金

が償還されるかのように偽り、再度現金をだまし取ろうとする詐欺です。 

被害者弁護団が結成されたとか隠し財産が見つかった等、被害を回復出来ると電話が架かることもあります。 

もし、不審な電話があれば、お近くの消費生活センターへご相談ください。 

★「「「「屋根瓦の点検商法」」」」に気を付けて！…宗像市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

5 日前、作業着を着た建築関係の人から「お宅の屋根瓦は浮いており飛びますよ。」と声をかけられた。そ

のうえ「近くで工事をしているので、無料で釘を打ってあげる。」と親切そうに言うのでお願いした。ところが

釘を打った後に、屋根のビデオを見せ「お宅の屋根はこんな状態。今の内に補修したほうがいい。」と勧められ

高額な契約をしたが、後でおかしいと気づいたので解約したい。    

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

   これは、安価や無料で点検や修理をした後に、高額な補修工事等を勧誘する点検商法です。点検商法は訪問

販売なので、契約書面を受け取った日から 8 日以内であればクーリング・オフにより無条件に解除できます。

すぐにクーリング・オフの通知書をハガキで出すよう助言しました。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

屋根瓦が『浮く』とか『ずれる』とか簡単に確認できるものではありません。 

業者の言葉を鵜呑みにせず、不安であれば屋根の施工業者に相談しましょう。 

雨漏りなどで屋根瓦の補修が必要な場合は、複数の修理業者から見積もりを取り慎重に判断しましょう。 
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★「「「「コピーコピーコピーコピーブランドブランドブランドブランド品品品品のののの販売販売販売販売サイトサイトサイトサイト」」」」にににに要要要要注意注意注意注意！・・・・・・・・・・・・北九州市立消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

インターネットでブランドバッグがとても安い価格で販売しているサイトを見つけたので購入しました。 

商品が届くと、見本に載っていた色と違い粗悪なコピー商品でした。中国から送られてきているようです。サイ

ト上に住所等の記載はなく、メールを送っても返事がありませんが、送り状にある中国の住所に返品したら、返金

してもらえますか。（３０代 女性） 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

有名ブランドをかたるコピー品の販売サイトのトラブルが後を立ちません。 

 事例のように、送り状に記載されている中国の住所に返品しても、返金してもらえる可能性は、極めて低いと考

えられます。コピー品は、もともと権利者（ブランド）の権利侵害品であり、国内に持ち込んだり、国外に送ろう

とすると罪に問われることもあります。やりとりがメールのみの場合は、サイト自体が無くなってしまうと、返金

を求めることさえ困難です。 

このような悪質サイトには、下記のような特徴が多く見受けられます。 

・電話番号がなく、連絡はＥメールのみである。 

・住所の記載がない、又は「東京都○○区」など正確な番地まで入っていない。 

・日本語の表現におかしいところがある。 

安すぎるものは、コピー商品ではないかと疑いましょう。 

不安なときや困ったことがある場合は、すぐに最寄りの消費生活センターへご相談ください。 

★「「「「携帯携帯携帯携帯でででで見見見見つけたつけたつけたつけた内職先内職先内職先内職先」」」」からからからから次次次次々々々々ととととメールメールメールメールがががが来来来来るるるる！･・･久留米市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

内職先を見つけようと携帯電話の検索画面に「内職」と入力したら、出会い系サイトの画面が出て登録完了と表

示されました。その際、住所、氏名、携帯番号、口座番号を入力するように指示があり、内職に必要なのだろうと

考え、返信しました。内職メールは、客の相談相手になるというもので、メールアドレスを交換すると収入になる

というものでしたが、個人情報が知られるのは嫌なので無視していました。 

その後、A サイトから「メール交換しないならサイトの中にいられなくなる、助けてあげるので５千円払って」

と指示されたので、払ってしまいました。 

これで終わった
．．．．

と思っていたところ、「２万円払わないと地獄に落ちる、逃げることも隠れることも出来ない」と

メールが来て怖くなり、銀行から２万円を振り込みました。また、別のサイトからも「メール交換に失敗している

ので 10 万円支払うように」とのメールが来ました。その後もひっきりなしに出会い系のメールが届きます。どう

すればよいのでしょうか。（５０代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

今後は出会い系のメールについては、「メールを返信する、メールを開く」などせずに、相手にしないように伝え、

しばらく様子を見て、相変わらず頻繁にメールが届くようであれば会
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★「「「「高齢者を狙った、送りつけ商法」」」」ににににごごごご注意注意注意注意！！！！・・・飯塚市消費生活センター 

（（（（相談事例相談事例相談事例相談事例））））    

A さんは、自宅に電話があり、「注文いただいた健康食品を送ります」と言われた。覚えがないので断わる

と、「注文を受けています」と電話が切れました。A さんは不安になり、送って来た場合はどう対応したらよ

いかとの相談でした。（７０代 女性） 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果）））） 

            この場合注文はしていないので、送られて来た場合は受取り拒否する様に助言をしました。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

近年、この様に高齢者を狙った、送りつけ商法の相談が去年の秋口あたりから増加しています。高齢者は、

判断力や記憶力が落ちている為、過去に申し込みをしていたかも知れないと思い込みがちで、代引代金を払っ

て被害に遭うケースもあります。 

注意点として、 

①申し込んでいると相手が言う場合、証拠を示す様相手に確認すること。口頭だけでは信じない事。 

②商品が届いた場合（代金引替えが多い）受取り拒否をすることです。よくわからない時は、一人で悩まず

最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 

★「「「「火災保険で家の修理ができる」」」」という勧誘に注意！…福岡市消費生活センター 

（（（（相談相談相談相談事例事例事例事例））））    

昨日、突然業者が自宅に訪れ、「お宅の屋根瓦がずれている。火災保険を使えば自己負担はないので修理をし

たほうがいい。」と言うので契約した。よく考えると、業者の言うことをうのみにしてしまったので後悔してい

るが、断ることができるだろうか。 

（（（（処理結果処理結果処理結果処理結果））））    

   訪問販売による契約で 8 日以内であればクーリング・オフできることを伝え，通知の方法を教えた。本当に

屋根瓦がずれているかどうかについては、家を建てた建築会社などに見てもらうこと、修理をする場合は、事

前に加入している保険会社に、補償対象になるかどうかなどを問い合わせるように助言した。 

（（（（アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス））））    

○電話や訪問で「火災保険で屋根などが修理できる。無料で調査・見積・保険の申請手続きをする。」と勧誘さ

れて契約したが、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、工事をした後で保険金が支払わ

れなかったりするトラブルが全国的に起きています。 

○火災保険の補償は、個々の契約によって異なります。風水害など自然災害で住宅に損害が発生した場合は、

まずは自分で契約先の保険会社に相談し、保険金支払いの対象になるのか、申請方法はどうするのか等を確認

しましょう。 

○工事を行う場合は、複数の業者から見積を取りましょう。 
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福岡県消費者行政関連施策体系 

総合調整等(p6) ●福岡県消費生活審議会の運営 ●福岡県消費者行政活性化基金事業 

消費者行政の

企画・調整 
消費者行政関係機

関等との連携

(p6-7) 

●福岡県消費者行政連絡協議会 ●市町村との行政連絡会議 

●福岡県高齢者・障害者の消費者被害防止対策連絡協議会 

●消費者被害防止地域ネットワーク会議 

○福岡県食の安全懇話会 ○福岡県食の安全対策推進会議 

商品・サービスの安

全性の確保(p7-8) 

●消費生活用製品安全法に基づく監視指導  

○生活衛生関係営業施設の指導 ○食品衛生対策 ○食肉衛生事業 

○有害物資等を含有する家庭用品の監視指導 ○毒物・劇物の監視指導 

○医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器の監視指導 

○動物用医薬品・動物用医薬部外品及び動物用医療機器の監視指導 

●県消費生活条例に基づく危害防止 ●危険、危害情報の提供 

○貸金業法に基づく貸金業務の適正な実施 ○農産物の安全性の確保 

○福祉サービス第三者評価事業の推進 

消費生活の安

全性の確保 

生活環境の安全性

の確保(p9) 

○高圧ガス関係保安対策 ○火薬類保安対策 ○電気保安対策 

○農薬取締 ○飼料取締 ○家畜衛生人獣共通感染症対策 

事業活動の適正化

(p10-11) 

●訪問販売等に関する不当な取引行為の指導取締り 

●前払式特定取引業者の指導監督 ●不当景品・不当表示の監視指導 

●ゴルフ場等の会員契約に関する不当な行為の指導取締り 

●県消費生活条例に基づく不当な取引の監視指導 

○福岡県貸金業関係連絡会議 ○計量検定、検査、適正な計量の指導取締り 

○宅地建物取引業者の適正指導 ○有料老人ホームの指導 

○介護サービス事業者の指導 ○介護員養成研修実施機関の指導 

○障害福祉サービス事業者の指導 ○旅行業者及び旅行業者代理業者の登録事務 

表示の適正化

(p11-12) 

●家庭用品品質表示法に基づく監視指導 ○食品小売店舗巡回調査 

○食品表示巡回員の設置 ○食品表示１１０番 

○食肉のトレーサビリティの実施 ○米のトレーサビリティの推進 

○食品の栄養表示に関する指導及び普及啓発 

消費者取引の

適正化 

価格監視・需給の安

定(p12) 

●生活関連物資等価格・需給動向調査 ○野菜価格安定対策 

○畜産物の価格安定対策 ○畜産物の生産出荷動向調査 

消費生活相談体制

(p13) 

●県消費生活センターにおける消費者相談  

●市町村における消費生活相談の支援 ●消費生活相談員等事例検討会 

●法律相談事業 ●消費生活相談に伴う商品テスト 

●消費者苦情処理に係る調停 ●消費者訴訟資金の貸付け 

各種生活相談体制

(p14-16) 

○男女共同参画センターにおける相談 

○高齢者総合相談センターにおける相談 

○福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

○福岡県国民健康保険団体連合会における介護保険苦情処理事業 

○県民相談 ○住宅相談 ○耐震バリアフリーアドバイザー派遣事業 

生活相談体制

の充実・整備 

多重債務問題への

取組(p16) 

●福岡県多重債務問題対策協議会 ●ヤミ金融対策のための連携強化  

●福岡県多重債務者生活再生支援事業 

消費者啓発・情報提

供の充実(p17-18) 

●多様な媒体(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等）による消費者情報の提供・啓発資料の作成 

●消費生活相談窓口の周知 ●消費者サロンの設置・活用 

●生活設計の促進及び金融経済情報の提供 ○介護サービス情報の公表 

○地域密着型サービス外部評価 ○医薬品等に関する知識の普及 

○住宅情報提供推進 ○在宅ケア対応モデル住宅の展示 

○住宅の品質確保の促進に関する情報提供 

消費者教育の推進

(p18) 

●消費者教育推進連絡会議の運営 ●若年者向け啓発講座  

●小・中・高校教員向け講座 ●大学・専門学校職員向け研修 

消費者組織の活動

推進(p18) 
●消費生活協同組合の監督・育成 

物価情報提供(p19) ○各種物価関係の統計調査 

消 

費 

生 

活 

の 

安 

定 

及 

び 
向 
上 

主体的・自立

的な消費者に

なるための支

援 

環境に配慮した生

活スタイルの推進

(p19) 

○自主的な環境保全の取組の促進 ○地球温暖化対策推進 

○ごみ減量化促進対策 

●は生活安全課所管 



福岡県消費者行政連絡協議会の構成

※オブザーバー：県警本部生活安全部生活経済課

福岡県消費者行政連絡協議会

総務部

企画・地域振興部

新社会推進部

県民情報広報課

消防防災指導課

調査統計課

男女共同参画推進課

生活安全課

保健医療介護部

保健衛生課

健康増進課

薬務課

高齢者支援課

介護保険課

福祉労働部

福祉総務課

障害者福祉課

労働政策課

環境部

環境政策課

循環型社会推進課

商工部

商工政策課

中小企業経営金融課

農林水産部

国際経済観光課

工業保安課

食の安全・地産地消課

園芸振興課

水田農業振興課

畜産課

建築都市部

建築指導課

住宅計画課
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消費者基本法 

昭和43年５月30日法律第78号 

（最終改正）平成24年８月22日法律第60号 

 

第１章 総則（第１条－第10条の２） 

第２章 基本的施策（第11条－第23条） 

第３章 行政機関等（第24条－第26条） 

第４章 消費者政策会議等（第27条－第29条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質

及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利

益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びそ

の自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共

団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、そ

の施策の基本となる事項を定めることにより、消費者

の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を

図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保す

ることを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な

施策（以下「消費者政策」という。）の推進は、国民

の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健

全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保

され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理

的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報

及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政

策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には

適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利である

ことを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護

及び増進のため自主的かつ合理的に行動することがで

きるよう消費者の自立を支援することを基本として行

われなければならない。 

２ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の

確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が

図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮

されなければならない。 

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的

確に対応することに配慮して行われなければならな

い。 

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進

展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなけ

ればならない。 

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われ

なければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費

者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念

にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、第２条の消費者の権利の尊重

及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、国

の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社

会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務

を有する。 

（事業者の責務等） 

第５条 事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びそ

の自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給

する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正

を確保すること。 

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供

すること。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及

び財産の状況等に配慮すること。 

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処

理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情

を適切に処理すること。 

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協

力すること。 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の

保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について

品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守す

べき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保

するよう努めなければならない。 

第６条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重し

つつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体

制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべ

き基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保する

ための自主的な活動に努めるものとする。 

第７条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、

必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自

主的かつ合理的に行動するよう努めなければならな

い。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財

産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければなら

ない。 

第８条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及

び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教

育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他

の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全

かつ自主的な活動に努めるものとする。 

（消費者基本計画） 

第９条 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、

消費者政策の推進に関する基本的な計画（以下「消費
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者基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 長期的に講ずべき消費者政策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な

推進を図るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があ

つたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなけ

ればならない。 

５ 前２項の規定は、消費者基本計画の変更について準

用する。 

（法制上の措置等） 

第10条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な

関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。 

２ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財

政上の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第10条の２ 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費

者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければ

ならない。 

第２章 基本的施策 

（安全の確保） 

第11条 国は、国民の消費生活における安全を確保する

ため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び

確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による

回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務

に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるも

のとする。 

（消費者契約の適正化等） 

第12条 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確

保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事

業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条

項の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（計量の適正化） 

第13条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量

につき不利益をこうむることがないようにするため、

商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図る

ために必要な施策を講ずるものとする。 

（規格の適正化） 

第14条 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の

合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正

な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費

生活の向上等に応じて行なうものとする。 

（広告その他の表示の適正化等） 

第15条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役

務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにす

るため、商品及び役務について、品質等に関する広告

その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な

広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずるも

のとする。 

（公正自由な競争の促進等） 

第16条 国は、商品及び役務について消費者の自主的か

つ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自

由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものと

する。 

２ 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及

び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可そ

の他の国の措置が必要とされるものについては、これ

らの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十

分に考慮するよう努めるものとする。 

（啓発活動及び教育の推進） 

第17条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活

に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する

啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつ

て消費生活について学習する機会があまねく求められ

ている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実す

る等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地

域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努

めなければならない。 

（意見の反映及び透明性の確保） 

第18条 国は、適正な消費者政策の推進に資するため、

消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、当

該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を

整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

（苦情処理及び紛争解決の促進） 

第19条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と

消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適

切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理

のあつせん等に努めなければならない。この場合にお

いて、都道府県は、市町村（特別区を含む。）との連

携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地

への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行う

ものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に

対応するよう努めなければならない。 

２ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消

費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切

かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及

び資質の向上その他の必要な施策（都道府県にあつて

は、前項に規定するものを除く。）を講ずるよう努め

なければならない。 
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３ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消

費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切

かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を

講ずるよう努めなければならない。 

（高度情報通信社会の進展への的確な対応） 

第20条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、

消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に

対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解

決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確

に対応するために必要な施策を講ずるものとする。 

（国際的な連携の確保） 

第21条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に

対応するため、国民の消費生活における安全及び消費

者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び

紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する

等必要な施策を講ずるものとする。 

（環境の保全への配慮） 

第22条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その

他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教

育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必

要な施策を講ずるものとする。 

（試験、検査等の施設の整備等） 

第23条 国は、消費者政策の実効を確保するため、商品

の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての

調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、

調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるも

のとする。 

第３章 行政機関等 

（行政組織の整備及び行政運営の改善） 

第24条 国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につ

き、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営

の改善に努めなければならない。 

（国民生活センターの役割） 

第25条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方

公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の

消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費

者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情

に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合

意による解決、消費者からの苦情等に関する商品につ

いての⸀⁔搷㔰㜨当⤭ㄶ⸶㘹㔨該⤷㤱⁔搛న関⤭㌮㌷電伊倀狼集 関 の改善
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又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定める

ことができる。 

附 則（平成11年７月16日法律第102号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

二 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第

23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日 

（別に定める経過措置） 

第30条 第２条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律

で定める。 

附 則（平成16年６月２日法律第70号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 消費者政策の在り方については、この法律の施行後

５年を目途として検討が加えられ、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則（平成20年５月２日法律第27号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則（平成21年６月５日法律第49号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法

（平成21年法律第49号）の施行の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 附則第９条の規定 この法律の公布の日 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第８条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附

則においてなお従前の例によることとされる場合にお

けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第９条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則（平成24年８月22日法律第60号） 

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。 
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消費者安全法 

平成21年６月５日法律第50号 

（最終改正）平成24年９月５日法律第77号 

 

第１章 総則（第１条－第５条） 

第２章 基本方針（第６条・第７条） 

第３章 消費生活相談等  

第１節 消費生活相談等の事務の実施（第８条・第

９条） 

第２節 消費生活センターの設置等（第10条・第11

条） 

第４章 消費者事故等に関する情報の集約等（第12条

－第14条） 

第５章 消費者安全調査委員会による消費者事故等

の調査等 

第１節 消費者安全調査委員会（第15条－第22条） 

第２節 事故等原因調査等（第23条－第31条） 

第３節 勧告及び意見の陳述（第32条・第33条） 

第４節 雑則（第34条－第37条） 

第６章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための

措置（第38条－第45条） 

第７章 雑則（第46条－第49条） 

第８章 罰則（第50条－第55条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、消費者の消費生活における被害を

防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣によ

る基本方針の策定について定めるとともに、都道府県

及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消

費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の

集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の

調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のた

めの措置その他の措置を講ずることにより、関係法律

による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊か

な消費生活を営むことができる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「消費者」とは、個人（商業、

工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを

除く。）をいう。 

２ この法律において「事業者」とは、商業、工業、金

融業その他の事業を行う者（個人にあっては、当該事

業を行う場合におけるものに限る。）をいう。 

３ この法律において「消費者安全の確保」とは、消費

者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保

することをいう。 

４ この法律において「消費安全性」とは、商品等（事

業者がその事業として供給する商品若しくは製品又は

事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若し

くは事業者がその事業として若しくはその事業のため

に提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物

をいう。以下同じ。）又は役務（事業者がその事業と

して又はその事業のために提供するものに限る。以下

同じ。）の特性、それらの通常予見される使用（飲食

を含む。）又は利用（以下「使用等」という。）の形

態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、そ

れらの消費者による使用等が行われる時においてそれ

らの通常有すべき安全性をいう。 

５ この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げ

る事故又は事態をいう。 

一 事業者がその事業として供給する商品若しくは

製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利

用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者が

その事業として若しくはその事業のために提供す

る役務の消費者による使用等に伴い生じた事故で

あって、消費者の生命又は身体について政令で定め

る程度の被害が発生したもの（その事故に係る商品

等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じた

ものでないことが明らかであるものを除く。） 

二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者によ

る使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事

故が発生するおそれがあるものとして政令で定め

る要件に該当するもの 

三 前２号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広

告その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者

の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

る行為であって政令で定めるものが事業者により

行われた事態 

６ この法律において「生命身体事故等」とは、前項第

１号に掲げる事故及び同項第２号に掲げる事態をい

う。 

７ この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる

事故又は事態をいう。 

一 第５項第１号に掲げる事故のうち、その被害が重

大であるものとして政令で定める要件に該当する

もの 

二 第５項第２号に掲げる事態のうち、前号に掲げる

事故を発生させるおそれがあるものとして政令で

定める要件に該当するもの 

８ この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、

第５項第３号に掲げる事態のうち、同号に定める行為

に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するも

のが事業者により行われることにより、多数の消費者

の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるも

のをいう。 

一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不

当な取引であって、事業者が消費者に対して示す商

品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内
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容又は取引条件が実際のものと著しく異なるもの 

二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益

を侵害することとなる不当な取引であって、政令で

定めるもの 

（基本理念） 

第３条 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門

的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な

実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等に

よる被害の拡大を防止することを旨として、行われな

ければならない。 

２ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者に

よる適正な事業活動の確保に配慮しつつ、消費者の需

要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に

適確に対応し、消費者の利便の増進に寄与することを

旨として、行われなければならない。 

３ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、国及び地

方公共団体の緊密な連携の下、地方公共団体の自主性

及び自立性が十分に発揮されるように行われなければ

ならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念

（以下この条において「基本理念」という。）にのっ

とり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費

生活について専門的な知識及び経験を有する者の能力

を活用するよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費

者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映さ

せるために必要な措置その他の措置を講ずることによ

り、その過程の透明性を確保するよう努めなければな

らない。 

４ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、施策

効果（当該施策に基づき実施し、又は実施しようとし

ている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会

経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込ま

れる影響をいう。第６条第２項第４号において同じ。）

の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時

に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

５ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する

施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立

行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」

という。）、第10条第３項に規定する消費生活センタ

ー、都道府県警察、消防機関（消防組織法（昭和22年

法律第226号）第９条各号に掲げる機関をいう。）、保

健所、病院、消費者団体その他の関係者の間の緊密な

連携が図られるよう配慮しなければならない。 

６ 国及び地方公共団体は、啓発活動、広報活動、消費

生活に関する教育活動その他の活動を通じて、消費者

安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協

力を得るよう努めなければならない。 

（事業者等の努力） 

第５条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自

ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消

費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

２ 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上

で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であ

ることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商

品及び製品並びに役務の品質又は性能、事業者と締結

すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に

関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集

するよう努めなければならない。 

第２章 基本方針 

（基本方針の策定） 

第６条 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基

本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 消費者安全の確保の意義に関する事項 

二 消費者安全の確保に関する施策に関する基本的

事項 

三 他の法律（これに基づく命令を含む。以下同じ。）

の規定に基づく消費者安全の確保に関する措置の

実施についての関係行政機関との連携に関する基

本的事項 

四 消費者安全の確保に関する施策の施策効果の把

握及びこれを基礎とする評価に関する基本的事項 

五 前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に

関する重要事項 

３ 基本方針は、消費者基本法（昭和43年法律第78号）

第９条第１項に規定する消費者基本計画との調和が保

たれたものでなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、

あらかじめ、消費者その他の関係者の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関

の長に協議し、並びに消費者委員会及び消費者安全調

査委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

６ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 
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（都道府県知事による提案） 

第７条 都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施

策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第１項

各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づ

き、基本方針の変更についての提案（以下この条にお

いて「変更提案」という。）をすることができる。こ

の場合においては、当該変更提案に係る基本方針の変

更の案を添えなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、

消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴い

て、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更（変更提

案に係る基本方針の変更の案の内容の全部又は一部を

実現することとなる基本方針の変更をいう。次項にお

いて同じ。）をする必要があると認めるときは、遅滞

なく、基本方針の変更をしなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、

消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴い

て、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をする必

要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその

理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなけ

ればならない。 

第３章 消費生活相談等 

第１節 消費生活相談等の事務の実施 

（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務

の実施） 

第８条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市

町村相互間の連絡調整及び市町村に対する技術的

援助を行うこと。 

二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事

務を行うこと。 

イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談

のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域

的な見地を必要とするものに応じること。 

ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のた

めのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域

を超えた広域的な見地を必要とするものを行う

こと。 

ハ 消費者事故等の状況及び動向を把握するため

に必要な調査又は分析であって、専門的な知識及

び技術を必要とするものを行うこと。 

ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消

費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及

び住民に対し提供すること。 

三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情

報を交換すること。 

四 前３号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 

２ 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者

からの苦情に係る相談に応じること。 

二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者

からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 

三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、

及び住民に対し提供すること。 

四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する

情報を交換すること。 

五 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 

（国及び国民生活センターの援助） 

第９条 国及び国民生活センターは、都道府県及び市町

村に対し、前条第１項各号及び第２項各号に掲げる事

務の実施に関し、情報の提供その他の必要な援助を行

うものとする。 

第２節 消費生活センターの設置等 

（消費生活センターの設置） 

第10条 都道府県は、第８条第１項各号に掲げる事務を

行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を

設置しなければならない。 

一 第８条第１項第２号イの相談について専門的な

知識及び経験を有する者を同号イ及びロに掲げる

事務に従事させるものであること。 

二 第８条第１項各号に掲げる事務の効率的な実施

のために適切な電子情報処理組織その他の設備を

備えているものであること。 

三 その他第８条第１項各号に掲げる事務を適切に

行うために必要なものとして政令で定める基準に

適合するものであること。 

２ 市町村は、必要に応じ、第８条第２項各号に掲げる

事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は

機関を設置するよう努めなければならない。 

一 第８条第２項第１号の相談について専門的な知

識及び経験を有する者を同号及び同項第２号に掲

げる事務に従事させるものであること。 

二 第８条第２項各号に掲げる事務の効率的な実施

のために適切な電子情報処理組織その他の設備を

備えているものであること。 

三 その他第８条第２項各号に掲げる事務を適切に

行うために必要なものとして政令で定める基準に

適合するものであること。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、第１項又は前項の施

設又は機関（以下「消費生活センター」という。）を

設置したときは、遅滞なく、その名称及び住所その他

内閣府令で定める事項を公示しなければならない。 

（消費生活センターの事務に従事する人材の確保等） 

第11条 都道府県及び消費生活センターを設置する市町

村は、消費生活センターに配置された相談員（前条第

１項第１号又は第２項第１号に規定する者をいう。以
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下この条において同じ。）の適切な処遇、研修の実施、

専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、相談

員その他の消費生活センターの事務に従事する人材の

確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

第４章 消費者事故等に関する情報の集約等 

（消費者事故等の発生に関する情報の通知） 

第12条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国

民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情

報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣

府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故

等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなけれ

ばならない。 

２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生

活センターの長は、消費者事故等（重大事故等を除く。）

が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者

事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役

務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照ら

し、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該

消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発

生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に

対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事

故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他

内閣府令で定める事項を通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、その通知をすべき者が次の各号の

いずれかに該当するときは、適用しない。 

一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれ

イからニまでに定める者に対し、他の法律の規定に

より、当該消費者事故等の発生について通知し、又

は報告しなければならないこととされているもの 

イ 行政機関の長 内閣総理大臣 

ロ 都道府県知事 行政機関の長 

ハ 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事 

ニ 国民生活センターの長 行政機関の長 

二 前２項の規定により内閣総理大臣に対し消費者

事故等の発生に係る通知をしなければならないこ

ととされている他の者から当該消費者事故等の発

生に関する情報を得た者（前号に該当する者を除

く。） 

三 前２号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令

で定める者（前２号に該当する者を除く。） 

４ 第１項又は第２項の場合において、行政機関の長、

都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、

これらの規定による通知に代えて、内閣総理大臣及び

当該通知をしなければならないこととされている者が

電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法をいう。）を利用し

て同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置

であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該

通知をしたものとみなす。 

（消費者事故等に関する情報の集約及び分析等） 

第13条 内閣総理大臣は、前条第１項又は第２項の規定

による通知により得た情報その他消費者事故等に関す

る情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用され

るよう、迅速かつ適確に、当該情報の集約及び分析を

行い、その結果を取りまとめるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結

果を、関係行政機関、関係地方公共団体及び国民生活

センターに提供するとともに、消費者委員会に報告す

るものとする。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の規定により取りまとめた

結果を公表しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、国会に対し、第１項の規定により

取りまとめた結果を報告しなければならない。 

（資料の提供要求等） 

第14条 内閣総理大臣は、前条第１項の規定による情報

の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを行うた

め必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関

係地方公共団体の長、国民生活センターの長その他の

関係者（第35条及び第38条第２項において「関係行政

機関の長等」という。）に対し、資料の提供、意見の

表明、消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、

分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることが

できる。 

２ 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事

故等による被害の拡大の防止を図るため必要があると

認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に

対し、消費者事故等に関して必要な報告を求めること

ができる。 

第５章 消費者安全調査委員会による消費者事

故等の調査等 

第１節 消費者安全調査委員会 

（調査委員会の設置） 

第15条 消費者庁に、消費者安全調査委員会（以下「調

査委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第16条 調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 生命身体事故等（運輸安全委員会設置法（昭和48

年法律第113号）第２条第２項に規定する航空事故

等、同条第４項に規定する鉄道事故等及び同条第６

項に規定する船舶事故等を除く。第４号及び第33条

を除き、以下同じ。）の原因及び生命身体事故等に

よる被害の原因（以下「事故等原因」と総称する。）

を究明するための調査（以下「事故等原因調査」と

いう。）を行うこと。 

二 生命身体事故等について、他の行政機関（運輸安

全委員会を除く。）による調査若しくは検査又は法

律（法律に基づく命令を含む。以下この条において
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同じ。）の規定による地方公共団体の調査若しくは

検査（法律の規定によりこれらの調査又は検査の全

部又は一部を行うこととされている他の者がある

場合においては、その者が行う調査又は検査を含

む。以下「他の行政機関等による調査等」という。）

の結果について事故等原因を究明しているかどう

かについての評価（以下単に「評価」という。）を

行うこと。 

三 事故等原因調査又は他の行政機関等による調査

等の結果の評価（以下「事故等原因調査等」という。）

の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大

又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生

命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又

は措置について内閣総理大臣に対し勧告すること。 

四 生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命

身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等

の発生の防止のため講ずべき施策又は措置につい

て内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述

べること。 

五 前各号に掲げる事務を行うために必要な基礎的

な調査及び研究を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、法律に基づき調査委

員会に属させられた事務 

（職権の行使） 

第17条 調査委員会の委員は、独立してその職権を行う。 

（組織） 

第18条 調査委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必

要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

３ 調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要が

あるときは、専門委員を置くことができる。 

（委員等の任命） 

第19条 委員及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の

遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができる

と認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

（委員の任期等） 

第20条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に

関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に

関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（委員長） 

第21条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により

選任する。 

２ 委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会

を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名す

る委員が、その職務を代理する。 

（職務従事の制限） 

第22条 調査委員会は、委員長、委員、臨時委員又は専

門委員が事故等原因調査等の対象となる生命身体事故

等に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であ

ると認めるとき、又はその者と密接な関係を有すると

認めるときは、当該委員長、委員、臨時委員又は専門

委員を当該事故等原因調査等に従事させてはならな

い。 

２ 前項の委員長、委員又は臨時委員は、当該事故等原

因調査等に関する調査委員会の会議に出席することが

できない。 

第２節 事故等原因調査等 

（事故等原因調査） 

第23条 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合

において、生命身体被害の発生又は拡大の防止（生命

身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等

と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止を

いう。以下同じ。）を図るため当該生命身体事故等に

係る事故等原因を究明することが必要であると認める

ときは、事故等原因調査を行うものとする。ただし、

当該生命身体事故等について、消費者安全の確保の見

地から必要な事故等原因を究明することができると思

料する他の行政機関等による調査等の結果を得た場合

又は得ることが見込まれる場合においては、この限り

でない。 

２ 調査委員会は、事故等原因調査を行うため必要な限

度において、次に掲げる処分をすることができる。 

一 事故等原因に関係があると認められる者（次号及

び第30条において「原因関係者」という。）、生命

身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他

の生命身体事故等の関係者（以下「生命身体事故等

関係者」という。）から報告を徴すること。 

二 生命身体事故等の現場、原因関係者の事務所その

他の必要と認める場所に立ち入って、商品等、帳簿、

書類その他の生命身体事故等に関係のある物件（以

下「関係物件」という。）を検査し、又は生命身体

事故等関係者に質問すること。 

三 生命身体事故等関係者に出頭を求めて質問する

こと。 

四 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し

その提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。 

五 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し
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その保全を命じ、又はその移動を禁止すること。 

六 生命身体事故等の現場に、公務により立ち入る者

及び調査委員会が支障がないと認める者以外の者

が立ち入ることを禁止すること。 

３ 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員長、

委員又は専門委員に前項各号に掲げる処分をさせるこ

とができる。 

４ 前項の規定により第２項第２号に掲げる処分をする

者は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、生命身

体事故等関係者の請求があるときは、これを提示しな

ければならない。 

５ 第２項又は第３項の規定による処分の権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解してはならない。 

（他の行政機関等による調査等の結果の評価等） 

第24条 調査委員会は、生命身体事故等が発生した場合

において、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図る

ため当該生命身体事故等に係る事故等原因を究明する

ことが必要であると認める場合において、前条第１項

ただし書に規定する他の行政機関等による調査等の結

果を得たときは、その評価を行うものとする。 

２ 調査委員会は、前項の評価の結果、消費者安全の確

保の見地から必要があると認めるときは、当該他の行

政機関等による調査等に関する事務を所掌する行政機

関の長に対し、当該生命身体事故等に係る事故等原因

の究明に関し意見を述べることができる。 

３ 調査委員会は、第１項の評価の結果、更に調査委員

会が消費者安全の確保の見地から当該生命身体事故等

に係る事故等原因を究明するために調査を行う必要が

あると認めるときは、事故等原因調査を行うものとす

る。 

４ 第１項の他の行政機関等による調査等に関する事務

を所掌する行政機関の長は、当該他の行政機関等によ

る調査等に関して調査委員会の意見を聴くことができ

る。 

（調査等の委託） 

第25条 調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必

要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係

る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行

政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に

規定する独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財

団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有

する者に委託することができる。 

２ 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはそ

の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当

該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

３ 第１項の規定により事務の委託を受けた者又はその

役員若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事

するものは、刑法（明治40年法律第45号）その他の罰

則の適用については、法令により公務に従事する職員

とみなす。 

（生命身体事故等の発生に関する情報の報告） 

第26条 内閣総理大臣は、第12条第１項又は第２項の規

定により生命身体事故等の発生に関する情報の通知を

受けた場合その他生命身体事故等の発生に関する情報

を得た場合においては、速やかに調査委員会にその旨

を報告しなければならない。 

（内閣総理大臣の援助） 

第27条 調査委員会は、事故等原因調査を行うために必

要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、生命

身体事故等についての事実の調査又は物件の収集の援

助その他の必要な援助を求めることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による援助を求められ

た場合において、必要があると認めるときは、その職

員に第23条第２項第２号に掲げる処分をさせることが

できる。 

３ 内閣総理大臣は、生命身体事故等が発生したことを

知った場合において、必要があると認めるときは、生

命身体事故等についての事実の調査、物件の収集その

他の調査委員会が事故等原因調査を円滑に開始するこ

とができるための適切な措置をとらなければならな

い。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による措置をとるため

必要があると認めるときは、その職員に第23条第２項

各号に掲げる処分をさせることができる。 

５ 第23条第４項及び第５項の規定は、第２項又は前項

の規定により職員が処分をする場合について準用す

る。 

（事故等原因調査等の申出） 

第28条 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を

図るために事故等原因調査等が必要であると思料する

ときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故

等原因調査等を行うよう求めることができる。この場

合においては、内閣府令で定めるところにより、当該

申出に係る生命身体事故等の内容及びこれに対する事

故等原因調査等の必要性その他内閣府令で定める事項

を記載した書面を添えなければならない。 

２ 調査委員会は、前項の規定による申出があったとき

は、必要な検討を行い、その結果に基づき必要がある

と認めるときは、事故等原因調査等を行わなければな

らない。 

３ 被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身

に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の

親族若しくは兄弟姉妹（以下この項において「被害者

等」という。）が第１項の規定により申出をした場合

において、当該申出が、自ら負傷若しくは疾病を被り、

又は配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が死亡し若

しくは負傷若しくは疾病を被った第２条第７項第１号

に掲げる事故に該当するものに係るものであるとき
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は、調査委員会は、事故等原因調査等を行うこととし

たときはその旨を、行わないこととしたときはその旨

及びその理由を、速やかに、当該被害者等に通知しな

ければならない。 

（申出を受けた場合における通知） 

第29条 調査委員会は、前条第１項の規定による申出に

より重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直

ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところ

により、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣

府令で定める事項を通知しなければならない。 

２ 調査委員会は、前条第一項の規定による申出により

生命身体事故等（重大事故等を除く。）が発生した旨

の情報を得た場合であって、当該生命身体事故等の態

様、当該生命身体事故等に係る商品等又は役務の特性

その他当該生命身体事故等に関する状況に照らし、当

該生命身体事故等による被害が拡大し、又は当該生命

身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等が発

生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に

対し、内閣府令で定めるところにより、当該生命身体

事故等が発生した旨及び当該生命身体事故等の概要そ

の他内閣府令で定める事項を通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、調査委員会が、第12条第１項又は

第２項の規定による通知をしなければならないことと

されている者から前条第１項の規定による申出を受け

た場合には、適用しない。 

（原因関係者の意見の聴取） 

第30条 調査委員会は、事故等原因調査を完了する前に、

原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければ

ならない。 

（報告書等） 

第31条 調査委員会は、事故等原因調査を完了したとき

は、当該生命身体事故等に関する次の事項を記載した

報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとと

もに、公表しなければならない。 

一 事故等原因調査の経過 

二 認定した事実 

三 事実を認定した理由 

四 事故等原因 

五 その他必要な事項 

２ 調査委員会は、前項の報告書を作成するに当たり、

少数意見があるときは、当該報告書にこれを付記する

ものとする。 

３ 調査委員会は、事故等原因調査を完了する前におい

ても、当該事故等原因調査を開始した日から１年以内

に事故等原因調査を完了することが困難であると見込

まれる状況にあることその他の事由により必要がある

と認めるときは、事故等原因調査の経過について、内

閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとする。 

第３節 勧告及び意見の陳述 

（内閣総理大臣に対する勧告） 

第32条 調査委員会は、事故等原因調査等を完了した場

合において、必要があると認めるときは、その結果に

基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又

は拡大の防止のため講ずべき施策又は措置について勧

告することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講

じた施策又は措置について調査委員会に通報しなけれ

ばならない。 

（意見の陳述） 

第33条 調査委員会は、消費者安全の確保の見地から必

要があると認めるときは、生命身体事故等による被害

の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の

生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は

措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意

見を述べることができる。 

第４節 雑則 

（情報の提供） 

第34条 調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当た

っては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配

慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関

する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するも

のとする。 

（関係行政機関等の協力） 

第35条 調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必

要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、

資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために

必要な分析又は検査の実施その他必要な協力を求める

ことができる。 

（政令への委任） 

第36条 この法律に定めるもののほか、調査委員会に関

し必要な事項は、政令で定める。 

（不利益取扱いの禁止） 

第37条 何人も、第23条第２項若しくは第３項若しくは

第27条第２項若しくは第４項の規定による処分に応ず

る行為をしたこと又は第28条第１項の規定による申出

をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱

いを受けない。 

第６章 消費者被害の発生又は拡大の防止のた

めの措置 

（消費者への注意喚起等） 

第38条 内閣総理大臣は、第12条第１項若しくは第２項

又は第29条第１項若しくは第２項の規定による通知を

受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を

得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡



 76 

大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者

事故等の発生（以下「消費者被害の発生又は拡大」と

いう。）の防止を図るため消費者の注意を喚起する必

要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、

当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被

害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び

市町村に提供するとともに、これを公表するものとす

る。 

２ 内閣総理大臣は、第12条第１項若しくは第２項又は

第29条第１項若しくは第２項の規定による通知を受け

た場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た

場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図

るために相当であると認めるときは、関係行政機関の

長等に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に資す

る情報を提供することができる。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の規定による公表をした場

合においては、独立行政法人国民生活センター法（平

成14年法律第123号）第44条第１項の規定によるほか、

国民生活センターに対し、第１項の消費者被害の発生

又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に

関し必要な措置をとることを求めることができる。 

４ 独立行政法人国民生活センター法第44条第２項の規

定は、前項の場合について準用する。 

（他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求） 

第39条 内閣総理大臣は、第12条第１項若しくは第２項

又は第29条第１項若しくは第２項の規定による通知を

受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を

得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止

を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置

があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図

るため、当該措置が速やかに実施されることが必要で

あると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を

所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求め

ることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速

やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その

措置の実施状況について報告を求めることができる。 

（事業者に対する勧告及び命令） 

第40条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性

を欠くことにより重大事故等が発生した場合（当該重

大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその

原因を同じくする重大事故等の発生（以下「重大生命

身体被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るた

めに実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場

合を除く。）において、重大生命身体被害の発生又は

拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当

該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因となっ

た部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を

含む。以下この項において同じ。）又は役務を供給し、

提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等

又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使

用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要

な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事

業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、重大生命身体被害の発生又

は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるとき

は、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

３ 内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生又は拡大

の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実

施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令

の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定によ

る命令を変更し、又は取り消すものとする。 

４ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生し

た場合（当該多数消費者財産被害事態による被害の拡

大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類

似の多数消費者財産被害事態の発生（以下この条にお

いて「多数消費者財産被害事態による被害の発生又は

拡大」という。）の防止を図るために実施し得る他の

法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）におい

て、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡

大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該

多数消費者財産被害事態を発生させた事業者に対し、

消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取

引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告

することができる。 

５ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事

業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、多数消費者財産被害事態に

よる被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要が

あると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に

係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

６ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態による被

害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定

に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由

により前項の命令の必要がなくなったと認めるとき

は、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すも

のとする。 

７ 内閣総理大臣は、第２項若しくは第５項の規定によ

る命令をしようとするとき又は第３項若しくは前項の

規定による命令の変更若しくは取消しをしようとする

ときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

８ 内閣総理大臣は、第２項若しくは第５項の規定によ

る命令をしたとき又は第３項若しくは第６項の規定に

よる命令の変更若しくは取消しをしたときは、その旨

を公表しなければならない。 

（譲渡等の禁止又は制限） 

第41条 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くこ
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とにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等

による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因

を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険があ

る場合（重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図

るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があ

る場合を除く。）において、重大生命身体被害の発生

又は拡大を防止するため特に必要があると認めるとき

は、必要な限度において、６月以内の期間を定めて、

当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因とな

った部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等

を含む。）を事業として又は事業のために譲渡し、引

き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限

することができる。 

２ 内閣総理大臣は、重大生命身体被害の発生又は拡大

の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実

施し得るに至ったことその他の事由により前項の禁止

又は制限の必要がなくなったと認めるときは、同項の

規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除するも

のとする。 

３ 内閣総理大臣は、第１項の規定による禁止若しくは

制限をしようとするとき又は前項の規定による禁止若

しくは制限の全部若しくは一部の解除をしようとする

ときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定による禁止若しくは制限又は第２項の

規定による禁止若しくは制限の全部若しくは一部の解

除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示し

て行う。 

（回収等の命令） 

第42条 内閣総理大臣は、事業者が前条第１項の規定に

よる禁止又は制限に違反した場合においては、当該事

業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引

き渡した商品又は製品の回収を図ることその他当該商

品等による重大生命身体被害の発生又は拡大を防止す

るため必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

（消費者委員会の勧告等） 

第43条 消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機

関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等

に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、

内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防

止に関し必要な勧告をすることができる。 

２ 消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたとき

は、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措

置について報告を求めることができる。 

（都道府県知事による要請） 

第44条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内におけ

る消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安

全の確保に関し必要な措置の実施を要請することがで

きる。この場合においては、当該要請に係る措置の内

容及びその理由を記載した書面を添えなければならな

い。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による要請（以下この

条において「措置要請」という。）を受けた場合にお

いて、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために

実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるとき

は、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同

項の書面を回付しなければならない。 

３ 前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大

臣に対し、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は

一部を実現することとなる措置を実施することとする

ときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全

部又は一部を実現することとなる措置を実施する必要

がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞な

く、通知しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたと

きは、その内容を、遅滞なく、当該措置要請をした都

道府県知事に通知しなければならない。 

（報告、立入調査等） 

第45条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要
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受託事務とする。 

（内閣府令への委任） 

第48条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施

のため必要な事項は、内閣府令で定める。 

（経過措置） 

第49条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改

廃する場合においては、その命令で、その制定又は改

廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を

定めることができる。 

第８章 罰則 

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下

の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

一 第41条第１項の規定による禁止又は制限に違反

した者 

二 第42条の規定による命令に違反した者 

第51条 第40条第２項又は第５項の規定による命令に違

反した者は、１年以下の懲役若しくは100万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。 

第52条 第25条第２項の規定に違反した者は、１年以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第53条 第45条第１項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若

しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした

者は、50万円以下の罰金に処する。 

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以

下の罰金に処する。 

一 第23条第２項第１号若しくは第３項又は第27条

第４項の規定による報告の徴取に対して虚偽の報

告をした者 

二 第23条第２項第２号若しくは第３項若しくは第

27条第２項若しくは第４項の規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定によ

る質問に対して虚偽の陳述をした者 

三 第23条第２項第３号若しくは第３項又は第27条

第４項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし

た者 

四 第23条第２項第４号若しくは第３項又は第27条

第４項の規定による処分に違反して物件を提出し

ない者 

五 第23条第２項第５号若しくは第３項又は第27条

第４項の規定による処分に違反して物件を保全せ

ず、又は移動した者 

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し

て、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定

める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

一 第50条及び第51条 １億円以下の罰金刑 

二 前２条 各本条の罰金刑 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平

成21年法律第48号）の施行の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後３年以内に、消費者被害

の発生又は拡大の状況その他経済社会情勢等を勘案

し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故

等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるも

のとする。 

３ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合にお

いて、前項に定める事項のほか、この法律の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則（平成24年９月５日法律第77号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成24年10月１日から施行する。

ただし、第２条の規定は、平成25年４月１日から施行

する。 

（経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の消費者安全法の規

定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等に

も適用する。 

（検討） 

第３条 政府は、この法律（第２条の規定については、

当該規定。以下この条において同じ。）の施行後５年

を経過した場合において、この法律の規定の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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福岡県消費生活条例の体系 

 

県
（
第
４
条
）

 

 

 

市町村 

（第５条） 

 

消費者団体 

（第９条） 

 

消費者 

（第８条） 

事業者 

（第６条） 

事業者団体 

（第７条） 

 
国 

商品等により、生命、身体及び財

産が侵されないこと 

適正な表示等に基づいて商品等

を適切に選択する機会が確保さ

れること 

商品等の取引について、不当な

取引条件を強制されず、不当な

取引行為から保護されること 

消費生活に関する消費者の意見

が消費者施策に適切に反映される

こと 

安全の確保（第 10～15 条） 

・安全の確保 

・安全の確保に関する調査等 

・安全確保勧告 

・緊急安全確保措置 

・試験、検査等の機能の整備等 

規格、表示等の適正化（第16～19条） 

・規格、表示等の適正化 

・自主基準の設定 

・県の基準の設定 

・県の基準の遵守義務 

不当な取引行為の禁止（第20～22条） 

・不当な取引行為の禁止 

・不当な取引行為に関する調査及び勧告 

・不当な取引行為に関する情報提供 

生活関連商品等に関する施策 

（第23～30条） 

・情報の収集及び提供 ・供給等の要請 

・指定生活関連商品等の指定 

・特別調査 ・売渡し勧告 ・価格の引下

げ勧告 ・立入調査等 ・物価監視員 

消費者の啓発活動及び教育等 

（第31～33条） 

・消費者の啓発活動及び教育の促進 

・消費者団体の活動の促進 

・消費者への情報提供 

消費者の申出（第34条） 

消費者苦情の処理及び訴訟援助 

（第35～37条） 

・消費者苦情の処理 

・消費者訴訟の援助 

・貸付金の返還等 

福岡県消費生活審議会（第38条） 

公表（第39条） 

商品等及びこれらの取引行為に

より、不当に受けた被害から適切

かつ速やかに救済されること 

基本理念（第２条） 

消費生活において、必要な知識

及び判断力を習得し、主体的に

行動するため、消費者教育の機

会が提供されること 

消費者の権利 

啓発及び

教育 

商品等及びこれらの取引行為に

ついて必要な情報を速やかに提

供されること 

知識の 

修得 

自主的・ 

合理的な 

行動 

消費者 

への配慮 

消費者の 

信頼を確保 

連携 

協力 

措置

要請 
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福岡県消費生活条例 

昭和52年３月28日福岡県条例第８号 

（最終改正）平成18年３月31日福岡県条例第16号 

 

第１章 総則（第１条－第９条） 

第２章 安全の確保（第10条－第15条） 

第３章 規格、表示等の適正化（第16条－第19条） 

第４章 不当な取引行為の禁止（第20条－第22条） 

第５章 生活関連商品等に関する施策（第23条－第30

条） 

第６章 消費者の啓発活動及び教育等（第31条－第33

条） 

第７章 消費者の申出（第34条） 

第８章 消費者苦情の処理及び訴訟援助（第35条－第

37条） 

第９章 福岡県消費生活審議会（第38条） 

第10章 公表（第39条） 

第11章 雑則（第40条・第41条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質

及び量、交渉力等の格差にかんがみ、県民の消費生活

における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の

果すべき責務並びに消費者の果すべき役割を明らかに

するとともに、県の実施する施策について必要な事項

を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上

を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以

下「消費者施策」という。）の推進は、県、事業者及

び消費者の相互の信頼を基調とし、県民の消費生活に

おける基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境

が確保される中で、次に掲げる消費者の権利の確立を

図ることを基本とするものとする。 

一 商品等により、生命、身体及び財産が侵されない

こと。 

二 適正な表示等に基づいて商品等を適切に選択す

る機会が確保されること。 

三 商品等の取引について、不当な取引条件を強制さ

れず、不当な取引行為から保護されること。 

四 消費生活において、必要な知識及び判断力を習得

し、主体的に行動するため、消費者教育の機会が提

供されること。 

五 商品等及びこれらの取引行為について必要な情

報を速やかに提供されること。 

六 消費生活に関する消費者の意見が消費者施策に

適切に反映されること。 

七 商品等及びこれらの取引行為により、不当に受け

た被害から適切かつ速やかに救済されること。 

２ 消費者施策の推進は、消費者が自らの利益の擁護及

び増進のため自主的かつ合理的に行動することができ

るよう消費者の自立を支援することを基本とするもの

とする。 

３ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の

確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が

図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮

されなければならない。 

４ 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展及び

消費生活における国際化の進展に的確に対応すること

に配慮して行わなければならない。 

５ 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行わな

ければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

一 消費者 事業者が供給する商品等を使用し、又は

利用して生活する者をいう。 

二 事業者 商品等を供給する事業を行う者をいう。 

三 商品等 商品、役務、権利その他の消費者が消費

生活を営む上において使用し、又は利用するものを

いう。 

（県の責務） 

第４条 県は、経済社会の発展に即応して、消費者施策

を策定するとともに、これを実施するものとする。 

２ 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、消

費者の意見を反映することができるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

（市町村との連携等） 

第５条 県は、市町村と連携を図り、消費者施策を実施

するものとする。 

２ 県は、市町村が消費者施策を策定し、又は実施しよ

うとするときは、情報の提供、技術的な助言その他の

支援を行うものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、第２条に規定する消費者の権利の確

立、その自立の支援その他の基本理念にかんがみ、そ

の供給する商品等について、流通の円滑化及び価格の

安定に努めるとともに、次に掲げる責務を有する。 

一 消費者の安全の確保並びに規格、表示等及び取引

行為の適正化その他必要な措置を講じ、消費者との

取引における公正を確保すること。 

二 消費者に対して必要な情報を明確かつ平易に提

供すること。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験、

財産の状況等に配慮すること。 

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処
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理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情

を適切に処理すること。 

五 県が実施する消費者施策に協力すること。 

２ 事業者は、その供給する商品等について、環境の保

全に配慮するとともに、当該商品等について品質等を

向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準

を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう

努めなければならない。 

（事業者団体の責務） 

第７条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重し

つつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理体制

の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき

基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するた

めの自主的な活動を行うよう努めるものとする。 

（消費者の役割） 

第８条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な

知識を修得し、及び必要な情報を収集するとともに、

自主的かつ合理的に行動することによつて、消費生活

の安定及び向上に積極的な役割を果たすよう努めなけ

ればならない。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境保全及び知的財産

権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならな

い。 

（消費者団体の役割） 

第９条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及

び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教

育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他

の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全

かつ自主的な活動を行うように努めるものとする。 

第２章 安全の確保 

（安全の確保） 

第10条 事業者は、消費者の消費生活における安全を害

し、又は害するおそれがある商品等を供給してはなら

ない。 

（安全の確保に関する調査等） 

第11条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が消

費者の消費生活における安全を害する疑いがあると認

めるときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。 

２ 知事は、前項の規定による調査を行うに当たり、必

要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該商

品等の安全性について、資料の提出若しくは説明を求

め、又はその職員をして、当該事業者の事務所、事業

所その他の事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類、

設備その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問

させることができる。 

３ 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し関係者に提示しなければなら

ない。 

４ 知事は、第２項の調査を実施し、なお商品等が消費

者の消費生活における安全を害する疑いがあると認め

るときは、当該事業者に対し、当該商品等が安全であ

ることの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。 

５ 知事は、事業者が前項の資料の提出を行わない場合

でその理由がないと認めたとき、又は同項の資料の提

出によつては商品等が安全であることを十分に確認す

ることができないと認めたときは、当該事業者に対し、

再度前項の資料の提出を求めるものとする。 

（危害防止勧告） 

第12条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が消

費者の消費生活における安全を害し、又は害するおそ

れがあると認めるときは、当該安全を確保するため、

当該事業者に対し、当該商品等の供給の中止、回収そ

の他必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、

速やかに、その旨について消費者への周知を図るもの

とする。 

２ 前項の場合において、知事は必要があると認めると

きは、福岡県消費生活審議会の意見を聴くものとする。 

３ 知事は、第１項の規定による勧告をした場合におい

て、当該事業者に対し、当該勧告に基づいてとつた措

置及びその結果について報告を求めることができる。 

（緊急安全確保措置） 

第13条 知事は、事業者が消費者に供給する商品等が消

費者の生命又は身体について、重大な危害を発生させ、

又は発生させるおそれがあると認める場合で、当該危

害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、

直ちに、当該商品等の名称、当該商品等を供給する事

業者の氏名又は名称及び住所その他の必要な情報を消

費者に提供することができる。 

（試験、検査等の機能の整備等） 

第14条 知事は、消費者の消費生活における安全を確保

するため、商品等の試験、検査等を行う機能を整備す

るとともに、必要に応じて、その実施した試験、検査

等の結果を消費者に提供するものとする。 

（自動販売機等の管理） 

第15条 事業者は、商品等を自動販売機その他これに類

似する機械（以下「自動販売機等」という。）により

供給するときは、消費者の見やすい箇所に管理責任者

の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の

連絡に必要な事項を表示するとともに、自動販売機等

の設置の安全に努めなければならない。 

２ 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認め

るときは、当該自動販売機等の管理について、必要な

措置をとるべきことを勧告することができる。 

第３章 規格、表示等の適正化 
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（規格、表示等の適正化） 

第16条 事業者は、消費生活の安定及び向上を図るため、

その供給する商品等について、次に掲げる事項を推進

するように努めなければならない。 

一 品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するよ

う適正な規格を定めること。 

二 消費者が選択又は使用若しくは利用を誤ること

がないよう品質、機能、量目、製造年月日、消費期

限その他の期限、原産地（外国産の商品にあつては、

原産国）、事業者の氏名又は名称及び住所等を適正

に表示するとともに、虚偽の又は誇大な表示を行わ

ないようにすること。 

三 消費者の選択を容易にするよう販売価格又は利

用料金及び単位当たりの価格又は料金を当該商品

又は店内の見やすい場所に表示すること。 

四 虚偽の、誇大な、その他消費者に選択を誤らせる

広告又は宣伝をしないこと。 

五 消費者が不利益を被ることがないよう適正な計

量をすること。 

六 消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大する

ことのないよう過大な又は過剰な包装を行わない

ようにすること。 

七 消費者への供給後における修理、交換その他の方

法によるアフターサービスの向上を図ること。 

（自主基準の設定） 

第17条 事業者は、規格、表示等の適正化に関し、必要

な基準（以下「自主基準」という。）を定めるよう努

めなければならない。 

２ 事業者は、自主基準を定めたときは、速やかに、当

該自主基準を知事に届け出なければならない。これを

変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

３ 知事は、事業者に対し、自主基準の設定及び変更並

びに遵守について、必要な指導又は助言を行うことが

できる。 

（県の基準の設定） 

第18条 知事は、規格、表示等の適正化に関し特に必要

があると認めるときは、商品等について、事業者が遵

守すべき規格、表示等に関する基準（以下「県の基準」

という。）を定めることができる。 

２ 知事は、県の基準を定めようとするときは、あらか

じめ福岡県消費生活審議会の意見を聴かなければなら

ない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、

同様とする。 

３ 知事は、県の基準を定めたときは、速やかに、告示

しなければならない。これを変更し、又は廃止したと

きも、同様とする。 

（県の基準の遵守義務） 

第19条 事業者は、県の基準が定められたときは、これ

を遵守しなければならない。 

２ 知事は、事業者が県の基準を遵守していないと認め

るときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう勧

告することができる。 

第４章 不当な取引行為の禁止 

（不当な取引行為の禁止） 

第20条 事業者は、消費者との間で行う商品等の取引に

関し、次のいずれかに該当する行為であつて規則で定

めるもの（以下「不当な取引行為」という。）を行つ

てはならない。 

一 消費者に対し、商品等の売買又は提供に係る契約

（以下「商品売買契約等」という。）の締結につい

て勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は

消費者を欺いて消費者に接触する行為 

二 消費者に対し、商品等に関する重要な情報を提供

せず、誤信を招く情報を提供し、又は将来における

不確実な事項について断定的な判断を提供して、商

品売買契約等の締結を勧誘し、又は商品売買契約等

を締結させる行為 

三 消費者を威迫し、若しくは困惑させ、又は消費者

の知識、能力若しくは経験の不足に乗じて、商品売

買契約等の締結を勧誘し、又は商品売買契約等を締

結させる行為 

四 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不

当に不利益となる内容の商品売買契約等を締結さ

せる行為 

五 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑

させる等の不当な手段を用いて、商品売買契約等

（当該契約の成立、存続又は内容について当事者間

で争いのあるものを含む。）に基づく債務の履行を

請求し、又は当該債務を履行させる行為 

六 商品売買契約等に基づく債務の履行を不当に拒

否し、又は正当な理由なく遅延させる行為 

七 消費者との商品売買契約等に関し、消費者の正当

な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約

の解除若しくは取消しを不当に妨げ、又は契約の申

込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しに

よつて生ずる債務若しくは契約が無効であること

に基づく債務の履行を拒否し、若しくは不当に遅延

させる行為 

八 商品売買契約等に伴う立替払、資金の貸付、債務

の保証その他の消費者への信用の供与又は保証の

受託を業として行う者が、信用の供与の契約又は保

証を受託する契約（以下「与信契約等」という。）

に関し、当該商品売買契約等に係る事業者の不当な

取引行為を知つていた、若しくは知り得べきであつ

たにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、若

しくは締結させる行為又は法令の規定若しくは与

信契約等に基づく消費者の権利の行使を妨げるお

それがある行為 
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２ 知事は、前項の規定による規則を制定し、又は改正

しようとするときは、あらかじめ福岡県消費生活審議

会の意見を聴かなければならない。 

（不当な取引行為に関する調査及び勧告） 

第21条 知事は、事業者が不当な取引行為を行つている

疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行

うものとする。 

２ 知事は、前項の規定による調査に必要な限度におい

て、当該事業者に対し、その取引の仕組み、実態等に

ついての資料の提出又は説明を求めることができる。 

３ 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認

めるときは、当該事業者に対し、その取引に関して改

善するよう勧告することができる。 

４ 前項の場合において、知事は必要があると認めたと

きは、福岡県消費生活審議会の意見を聴くものとする。 

（不当な取引行為に関する情報提供） 

第22条 知事は、不当な取引行為による被害の発生及び

拡大を防止するため必要があると認めるときは、速や

かに当該不当な取引行為の方法及び内容その他の必要

な情報を消費者に提供するものとする。 

２ 知事は、次に掲げる場合にあつては、速やかに前項

に規定する情報のほか、事業者の氏名又は名称その他

の当該事業者を特定する情報を消費者に提供すること

ができる。 

一 不当な取引行為に関する苦情の申出が相当多数

あり、かつ、当該不当な取引行為について消費者に

重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認め

られる場合 

二 前号に掲げる場合のほか、不当な取引行為により

消費者に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあ

ると認める場合 

３ 知事は、前項の規定による情報の提供をしようとす

るときは、あらかじめ、当該情報の提供に係る者の意

見を聴かなければならない。 

第５章 生活関連商品等に関する施策 

（情報の収集及び提供） 

第23条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い商品

及び役務（以下「生活関連商品等」という。）の需給

及び価格の動向について、情報を収集するとともに、

必要な情報を県民に提供するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、前項の規定による情報の収集に協力しな

ければならない。 

（供給等の要請） 

第24条 知事は、生活関連商品等の流通の円滑化及び価

格の安定を図るため必要があると認めるときは、事業

者に対し、当該生活関連商品等の供給その他の必要な

措置をとるよう協力を求めることができる。 

（指定生活関連商品等の指定） 

第25条 知事は、生活関連商品等の需給又は価格の動向

が消費生活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれ

があると認めるときは、当該生活関連商品等を特別の

調査を要する生活関連商品等として指定することがで

きる。 

２ 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めると

きは、同項の規定による指定を解除するものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により生活関連商品等を指定

したときは、速やかに、その旨を告示しなければなら

ない。これを解除したときも、同様とする。 

（特別調査） 

第26条 知事は、前条第１項の規定により指定した生活

関連商品等（以下「指定生活関連商品等」という。）

の需給及び価格の動向について、必要な調査を行うも

のとする。 

（売渡し勧告） 

第27条 知事は、指定生活関連商品等の販売を行う者（以

下「関係事業者」という。）が、買占め又は売惜しみ

により、当該指定生活関連商品等を多量に保有してい

ると認めるときは、当該関係事業者に対し、当該指定

生活関連商品等の売渡しを勧告することができる。 

（価格の引下げ勧告） 

第28条 知事は、関係事業者が指定生活関連商品等を著

しく不当な価格で販売していると認めるときは、当該

関係事業者に対し、その価格の引下げを勧告すること

ができる。 

（立入調査等） 

第29条 知事は、前２条の規定の施行に必要な限度にお

いて、当該関係事業者に対し、その業務に関し報告を

求め、又はその職員をして、当該関係事業者の事務所、

事業所その他の事業を行う場所に立ち入り、指定生活

関連商品等に関し、帳簿、書類、設備その他の物件を

調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（物価監視員） 

第30条 第23条、第26条及び前条の規定による情報の収

集、特別調査及び立入調査等を行わせるための職員と

して、物価監視員を置く。 

２ 物価監視員は、前条の規定による立入調査等をする

場合には、その身分を示す証明書を携帯し関係者に提

示しなければならない。 

第６章 消費者の啓発活動及び教育等 

（消費者の啓発活動及び教育の促進） 

第31条 知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上

を図ることができるよう消費者の自立を支援するた

め、商品等に関する知識の普及及び情報の提供、生活

設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を
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推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その他の

様々な場を通じて消費生活に関する教育の充実に努め

るものとする。 

（消費者団体の活動の促進） 

第32条 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図る

ため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進され

るよう助言、指導その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（消費者への情報提供） 

第33条 知事は、この条例の他の規定に定めるもののほ

か、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費

生活に関する情報を収集し、消費者に必要な情報を提

供するものとする。 

第７章 消費者の申出 

（消費者の申出） 

第34条 県民は、この条例の規定に違反する事業者の事

業活動により、又はこの条例の規定に基づく措置がと

られていないことにより、第２条第１項各号に掲げる

消費者の権利が侵され、又は侵されるおそれがあると

認めるときは、知事に対し、その旨を申し出て、適当

な措置をとるべきことを求めることができる。 

２ 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必

要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認め

る場合で、県民の消費生活に重大な影響を与えるもの

と認めるときは、この条例の規定に基づく措置その他

適当な措置をとらなければならない。 

３ 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため

必要があると認めるときは、第１項の規定による申出

の内容並びに処理の経過及び結果を県民に提供するも

のとする。 

第８章 消費者苦情の処理及び訴訟援助 

（消費者苦情の処理） 

第35条 知事は、消費者から事業者の事業活動により消

費生活上の被害を受けた旨（以下「消費者苦情」とい

う。）の申出があつたときは、速やかに、その内容を

調査し、当該消費者苦情を解決するための助言、あつ

せんその他の措置を講じなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による調査に当たつて必要があ

ると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その

他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めること

ができる。 

３ 知事は、第１項の規定による助言、あつせんその他

の措置を講じた場合において、消費者苦情の解決が著

しく困難であると認めるとき、又は県民の消費生活に

著しい影響を与えると認めるときは、福岡県消費生活

審議会の調停に付することができる。 

（消費者訴訟の援助） 

第36条 知事は、消費者と事業者の間で訴訟（訴訟に準

ずるもので知事が別に定めるもの及び民事調停法（昭

和26年法律第222号）による調停を含む。）が行われる

場合において、当該訴訟が次の各号のいずれにも該当

する消費者苦情に係るものであるときは、福岡県消費

生活審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則

で定めるところにより、当該訴訟の費用に充てる資金

の貸付け、その他訴訟活動に必要な援助を行うことが

できる。 

一 前条第３項の調停に付されたもの 

二 同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生

するおそれがあるもの 

三 １件当たりの被害額が規則で定める額以下のも

の 

（貸付金の返還等） 

第37条 消費者訴訟に要する資金の貸付けを受けた者

は、当該訴訟が終了したときは、当該貸付けに係る資

金を返還しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、規則で定めると

ころにより、当該貸付けに係る資金の全部又は一部の

返還を猶予し、又は免除することができる。 

第９章 福岡県消費生活審議会 

（福岡県消費生活審議会） 

第38条 県に福岡県消費生活審議会（以下「審議会」と

いう。）を置く。 

２ 審議会は、この条例の規定によりその権限に属する

事項について調査審議し、及び調停を行うほか、知事

の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要

な事項を審議する。 

３ 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、学識経

験のある者、消費者を代表する者、事業者を代表する

者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱し、

又は任命する。 

４ 審議会は、第２項の調停のため必要があると認める

ときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者

に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることがで

きる。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第10章 公表 

（公表） 

第39条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、当該事業者の氏名又は名称及び住所、事由、

経過その他必要な事項の概要を公表することができ

る。 

一 第11条第５項の規定による資料の提出をせず、又

は虚偽の資料を提出したとき。 
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二 第12条第１項、第15条第２項、第19条第２項、第

21条第３項、第27条又は第28条の規定による勧告に

従わなかつたとき。 

三 第21条第２項、第35条第２項又は前条第４項の規

定による資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽

の資料の提出若しくは説明をしたとき。 

四 第29条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は同条による調査を拒み、妨げ、若し

くは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をしたとき。 

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするとき

は、あらかじめ、当該公表に係る者に弁明の機会を与

えなければならない。 

第11章 雑則 

（国等への要請） 

第40条 知事は、この条例の目的を達成するため必要が

あると認めるときは、国又は関係地方公共団体に対し、

適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるもの

とする。 

（委任） 

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和52年４月１日から施行する。 

（福岡県消費生活安定緊急対策に関する条例の廃止） 

２ 福岡県消費生活安定緊急対策に関する条例（昭和49

年福岡県条例第21号）は、廃止する。 

附 則（平成４年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない

範囲内において規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の福岡県民の消費生活の

安定及び向上に関する条例の規定により知事が福岡県

消費者苦情処理委員会の調停に付した行為は、改正後

の福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の

規定により福岡県消費生活審議会に付した行為とみな

す。 

附 則（平成18年条例第16号） 

この条例は、平成 18 年７月１日から施行する。ただし、

第 31 条第３項の改正規定中「35 人」を「20 人」に改め

る部分は、平成 19 年９月 16 日から施行する。 
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福岡県消費者行政活性化基金条例 

平成21年３月30日福岡県条例第10号 

（最終改正）平成25年３月15日福岡県条例第４号 

（設置） 

第１条 消費生活相談の複雑化及び高度化が進む中、消

費生活相談窓口の機能強化等を図るため、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づ

き、福岡県消費者行政活性化基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出

予算に定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他

最も確実かつ有利な方法により保管しなければならな

い。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有

利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳

出予算に計上して、基金に編入するものとする。 

（処分） 

第５条 知事は、第１条の目的を達成するため、基金の

全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関

し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成26年12月31日限り、その効力を失

う。 

附 則（平成23年条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



福岡県消費生活センターの機構と業務

�092-643-3167

�092-643-3124

�（相談）092-632-0999

�（事務室）092-632-1600

�(事業者指導班）092-651-0567

FAX 092-632-0322

○消費者行政の総合企画、調整

○消費者行政活性化基金事業

○消費者基本法の施行

○消費者安全法の施行

○福岡県消費生活審議会の運営

○福岡県消費生活条例の施行

○生活関連物資等の価格動向及び需給状況の監視調査

○生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置法の施行

○生活関連物資等の価格及び需給に係る相談及び苦情の処理

○国民生活安定緊急措置法の施行

○消費者団体の支援・育成

○消費生活協同組合法の施行

○消費生活相談の総括

○消費生活に関する情報の収集及び提供

○消費生活に関する相談及び苦情の処理

○多重債務者対策

○消費者啓発・情報提供事業

○金融広報に関する事務

○消費者教育の推進

○割賦販売法（前払式）の施行

○特定商取引に関する法律の施行

○ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行

○不当景品類及び不当表示防止法の施行

○消費生活用製品安全法の施行

○家庭用品品質表示法の施行

総務企画班

相談啓発班

事業者指導班

新
社
会
推
進
部

交通安全係

生
活
安
全
課

○交通安全に関すること等

安全企画係 ○安全・安心まちづくりに関すること等

消費生活センター（総務企画班、相談啓発班、事業者指導班）
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福岡県の消費者行政のあゆみ 
 

 

 昭和 41 年２月 消費者保護行政を推進するため、商工水産部商工第一課に消費者保護係を

設置 

 昭和 43 年９月 商工水産部に消費生活課を設置 

 昭和 43 年 12 月 県商品テスト室設置（県婦人会館３階－福岡市博多区博多駅前４丁目） 

 昭和 44 年１月 消費者行政の庁内連絡調整のため、福岡県消費者行政連絡協議会を設置

（福岡県行政組織規則第 64 条に規定する部内協議機関で、会長副知事、関

係 21 課長をもって構成） 

 昭和 44 年 消費者情報提供テレビ放送開始 

 昭和 44 年９月 「消費者ニュース」創刊 

 昭和 45 年３月 福岡県消費生活センター開設（県婦人会館３階、県商品テスト室を吸収） 

 昭和 45 年３月 （財）福岡県消費者協会設立 

 昭和 45 年５月 県下に 400 人の消費生活相談員（平成４年４月よりくらしのアドバイザー

と改称）設置 

 昭和 46 年 12 月 移動消費生活センター事業を開始 

 昭和 48 年 12 月 福岡県物価緊急対策本部設置 

 昭和 49 年１月 商工水産部に消費生活局を設置、消費生活課・生活物資課の２課制とする。 

 昭和 49 年１月 消費生活協同組合の事務が社会課より消費生活課へ移管される。 

 昭和 49 年 11 月 「くらしと物価」創刊 

 昭和 50 年１月 福岡ものを大切にする県民運動推進会議発足 

 昭和 50 年４月 久留米市、飯塚市に消費生活センター開設（２ヶ所とも市立、県より広域

事業委託） 

 昭和 50 年６月 消費生活センター、出先機関として独立 

 昭和 51 年６月 生活物資課調査係が消費生活課へ移管、指導係を調査指導係とする。 

 昭和 52 年４月 「福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」施行 

 昭和 53 年５月 「消費者の日」設定される。 

 昭和 54 年６月 福岡県石油対策本部設置 

 昭和 55 年５月 福岡県合成洗剤対策推進要綱制定 

 昭和 60 年４月 消費生活課と生活物資課を統合し、一局一課制となる。 

 昭和 61 年４月 商工部消費生活局廃止、企画振興部県民生活局が設置され、消費生活課が

移管される。 

 昭和 61 年６月 消費生活センターに全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET)

を導入 

 昭和 63 年５月 「消費者月間」が設定される。 

 昭和 63 年 12 月 「不当な取引方法の禁止」に係る事業者名等の公表制度施行 

 平成３年９月 「福岡県消費者教育推進連絡会議」を設置 
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 平成４年９月 「福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条

例」施行 

 平成５年４月 福岡県消費生活センターを県吉塚合同庁舎内に移転（福岡市博多区吉塚本

町 13-50） 

 平成５年４月 「消費者ニュース」と「くらしと物価」を統合して「暮しっく福岡」に改

名 

 平成 10 年３月 福岡県石油対策本部廃止 

 平成 10 年４月 省資源・省エネルギー関連事業を環境生活部リサイクル推進室に移管 

 平成 10 年４月 消費生活課と生活文化課を統合し、環境生活部県民生活局生活文化課とな

る。 

 平成 12 年４月 県民生活局と労働部との統合に伴い、生活労働部生活文化課となる。 

 平成 14 年４月 消費者係とくらし情報係を統合し、消費者係となる。 

 平成 14 年４月 福岡県消費生活情報ネットワーク（新 PIO-NET）発足 

 平成 17 年４月 PIO-NET に係る「消費生活相談カード直接入力システム」を導入 

 平成 18 年３月 「福岡県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」を改正し「福岡県消

費生活条例」として公布。平成 18年７月施行 

 平成 18 年４月 「消費者係」が組織変更により「消費者班」となる。 

 平成 18 年６月 日曜電話相談開始 

 平成 20 年４月 機構改革により生活文化課消費者班と消費生活センターが統合され、新社

会推進部生活安全課の内部組織として消費生活センターが発足する。 

 平成 21 年３月 「福岡県消費者行政活性化基金条例」施行 

 平成 21 年４月 悪質事業者に対し迅速かつ強力に指導する「事業者指導班」の設置 

 平成 21 年９月 福岡県消費生活センターについて消費者安全法第 10 条第３項の規定によ

る公示を行う。 

 平成 21 年 11 月 福岡県消費者行政連絡協議会の改組拡充（訓令第 21 号） 

 平成 25 年３月 （財）福岡県消費者協会の解散 

 平成 25 年３月 久留米市及び飯塚市における福岡県消費生活センターのサブセンター業

務の終了 

 

 

 



平成25年度市町村消費者行政担当部署

電子メールアドレス FAX番号

shi-shouhi@city.kitakyushu.lg.jp 093-871-7720

shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp 092-712-2765

shiminseikatu01@city.omuta.lg.jp 0944-41-2621

shouhi@city.kurume.fukuoka.jp 0942-30-7715

n-shoko@city.nogata.fukuoka.jp 0949-25-2158

machizukuri@city.iizuka.lg.jp 0948-21-2066

syouhisya@lg.city.tagawa.fukuoka.jp 0947-47-1324

syoushin@city.yanagawa.lg.jp 0944-76-1170

syokoshinko@city.yame.lg.jp 0943-22-2186

shiimado-y604@city.chikugo.lg.jp 0942-53-1589

okwinterior@city.okawa.lg.jp 0944-88-1776

andou-s@city.yukuhashi.lg.jp 0930-25-7817

syokou@city.buzen.lg.jp 0979-83-2560

sangyoushinkouka@city.nakama.lg.jp 093-244-1342

shoko@city.ogori.lg.jp 0942-72-5050

産業経済部
商工振興課
商工係

839-0293

柳川市大和町鷹ノ尾120
大和庁舎１階

0944-77-8763

市民生活部
市民課
市民相談係

825-8501
田川市中央町１番１号

0947-44-2000
(内線130)

市民環境部
まちづくり推進課
まちづくり推進係

820-8501
飯塚市新立岩５番５号

0948-22-5500
（内線1128）

産業建設部
商工観光課
商業観光係

822-8501
直方市殿町７番１号 0949-25-2156

大川市11

5 直方市

6 飯塚市

7 田川市

8 柳川市

0944-85-5584大川市大字酒見256番地１
831-0043

インテリア課
商業観光係

協働推進部
消費生活センター

830-0037

市民部
市民生活課
広聴相談担当

836-86663 大牟田市

4 久留米市

福岡市中央区舞鶴２丁目５－１
あいれふ７階

092-712-2929

久留米市諏訪野町1830-６
えーるピア久留米２階

0942-30-7705

2 福岡市
市民局
生活安全部
消費生活センター

810-0073

1 北九州市
市民文化スポーツ局
安全・安心推進部
消費生活センター

804-0067

9 八女市
建設経済部
商工振興課
商工振興係

834-8585

10 筑後市
建設経済部
商工観光課
商工観光係

833-8601

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

行橋市中央一丁目1番1号 0930-25-9733

電話番号
（内線）市町村名

筑後市大字山ノ井898番地 0942-65-7024

大牟田市有明町２丁目３番地 0944-41-2601

北九州市戸畑区汐井町１－６
ウェルとばた７階

093-871-0428

八女市本町647番地
八女市役所南庁舎２階

0943-23-1596

12 行橋市
産業振興部
商工水産課
商工観光係

824-8601

豊前市大字吉木955番地
0979-82-1111
（内線1263）13 豊前市

まちづくり課
商工振興係

828-8501

中間市中間一丁目１番１号

0942-72-2111
(内線142)

14 中間市
建設産業部
産業振興課
商工企業誘致係

809-8501

環境経済部
商工・企業立地課
商工観光係

838-0141

093-246-6235

15 小郡市
小郡市小郡255－１

��



電子メールアドレス FAX番号

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

電話番号
（内線）市町村名

koyou-shouhi@city.chikushino.fukuoka.jp 092-923-1164

jyonasan@city.kasuga.fukuoka.jp 092-584-1181

sangyo@city.onojo.fukuoka.jp 092-572-8432

munakata-shousen@fukuoka.email.ne.jp 0940-33-5469

syoukounou@city.dazaifu.lg.jp 092-921-1601

shoukou@city.koga.fukuoka.jp 092-942-3758

anzen@city.fukutsu.lg.jp 0940-43-3168

kankou@city.ukiha.lg.jp 0943-75-3114

syoukou@city.miyawaka.lg.jp 0949-32-9430

shoko@city.kama.lg.jp 0948-57-4020

syoukou@city.asakura.lg.jp 0946-52-1510

shoukou@city.miyama.lg.jp 0944-64-1524

shokoshinko@city.itoshima.lg.jp 092-324-2531

sangyo@town.nakagawa.fukuoka.jp 092-953-3049

sangyou@town.umi.lg.jp 092-933-7512

26 朝倉市
農林商工部
商工観光課
商工労働係

838-1398

宗像市土穴３丁目１番45号

朝倉市宮野2046番地１ 0946-52-1428

太宰府市観世音寺一丁目１番１号
092-921-2121

(内線438)

大野城市曙町２丁目２番１号 092-580-1895

0940-33-5454

18 大野城市
環境生活部
産業振興課
商工観光・労働担当

816-8510

19

20 太宰府市
総務部
商工農政課
商工・農政係

818-0198

宗像市
産業振興部
消費生活センター

811-4183

16 筑紫野市
総務部
安全安心課
雇用・消費者担当

818-8686

092-923-1111
(内線390, 391)

春日市光町１丁目73番地 092-584-1201

筑紫野市二日市西１丁目１番１号

17 春日市

地域生活部
人権政策課
男女共同参画・消費
生活担当

816-0806

糸島市前原西一丁目１番１号 092-332-2080
28 糸島市

経済振興部
商工振興課
商工労働係

819-1192

古賀市駅東１－１－１ 092-942-1176
21 古賀市

建設産業部
商工政策課
商工観光係

811-3192

福津市中央１－１－１ 0940-43-8106
22 福津市

市民部
生活安全課
市民相談係

811-3293

うきは市吉井町新治316番地 0943-75-4975
23 うきは市

農林・商工観光課
農商工観光連携係

839-1393

宮若市宮田29番地１ 0949-32-0519
24 宮若市

産業建設部
産業振興課
商工観光グループ

823-0011

嘉麻市大隈町733番地 0948-57-3154
25 嘉麻市

産業建設部
産業振興課
商工観光係

820-0392

みやま市瀬高町小川５番地 0944-64-1523
27 みやま市

環境経済部
商工観光課
商工観光係

835-8601

筑紫郡那珂川町西隈１丁目１番１号
092-953-2211

（内線455）29 那珂川町
地域整備部
産業課
商工担当

811-1292

糟屋郡宇美町宇美五丁目１番１号
南別館内

092-934-2223
30 宇美町

産業振興課
地域振興係

811-2192

��



電子メールアドレス FAX番号

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

電話番号
（内線）市町村名

shoukou@town.sasaguri.lg.jp 092-947-7977

syoukou@town.shime.lg.jp 092-935-3417

m-iwasaki@town.sue.fukuoka.jp 092-931-1827

sangyo@town.shingu.fukuoka.jp 092-962-2078

keiei@town.hisayama.fukuoka.jp 092-976-2463

chiiki@town.kasuya.fukuoka.jp 092-938-3150

tiiki@town.ashiya.lg.jp 093-223-3927

syoukou@town.mizumaki.lg.jp 093-201-4423

chiiki@town.okagaki.fukuoka.jp 093-282-1310

ekimae@town.onga.lg.jp 093-293-0806

sangyou@town.kotake.lg.jp 09496-2-1140

chiiki@town.kurate.lg.jp 0949-42-5693

shokotokei@town.keisen.lg.jp 0948-65-3424

nourin@town.chikuzen.fukuoka.jp 0946-42-2011

kikaku@vill.toho.fukuoka.jp 0946-74-2722

糟屋郡篠栗町大字篠栗4855番地５
092-947-1111

（内線321）31 篠栗町
産業観光課
商工観光係

811-2492

糟屋郡志免町志免中央一丁目３番２号
092-935-1001
（内線752,753）32 志免町

地域交流課
商工振興係

811-2244

糟屋郡須恵町大字須恵771番地 092-932-1438
33 須恵町 地域振興課 811-2193

糟屋郡新宮町緑ヶ浜一丁目１番１号 092-962-0238
34 新宮町 産業振興課 811-0192

糟屋郡久山町大字久原3632番地
092-976-1111

（内線252）35 久山町 経営企画課 811-2592

糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号 092-938-0194
36 粕屋町

都市政策部
地域振興課
地域振興係

811-2392

遠賀郡芦屋町幸町２番20号 093-223-3543
37 芦屋町

地域づくり課
地域振興係

807-0198

遠賀郡水巻町頃末北一丁目１番１号
093-201-4321
（内線265,266）38 水巻町

産業環境課
産業振興係

807-8501

遠賀郡岡垣町野間１丁目１番１号
093-282-1211

（内線285）39 岡垣町
地域づくり課
安全安心係

811-4233

遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 093-293-7783
40 遠賀町

まちづくり課
産業振興係

811-4392

鞍手郡小竹町大字勝野3349番地 09496-2-1167
41 小竹町

産業課
商工係

820-1192

鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
0949-42-2111

（内線344）42 鞍手町
企画財政課
地域振興班

807-1392

嘉穂郡桂川町大字土居424－１ 0948-65-1106
43 桂川町

産業振興課
商工統計係

820-0696

朝倉郡筑前町篠隈373番地 0946-42-6614
44 筑前町

農林商工課
特産振興係

838-0298

朝倉郡東峰村大字小石原941－９ 0946-74-2311
45 東峰村

企画振興課
商工係

838-1692

��



電子メールアドレス FAX番号

番
号

担当課・係 郵便番号
所在場所

電話番号
（内線）市町村名

sangyo@town.tachiarai.fukuoka.jp 0942-77-3063

sangyo@town.ooki.lg.jp 0944-32-1054

syoukoukanko@towm.hirokawa.lg.jp 0943-32-5164

sangyo-shinko@town.kawara.lg.jp 0947-32-2715

kankou@town.soeda.fukuoka.jp 0947-82-2869

sankei@town.itoda.lg.jp 0947-26-1651

nousyo@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp 0947-72-6453

sankei2@town.oto.fukuoka.jp 0947-63-3813

aka-s.sansin@mb.fcom.ne.jp 0947-62-3007

fg0500@town.fukuchi.lg.jp 0947-22-9091

koutu-syoukou@town.kanda.lg.jp 093-435-2101

nousei@town.miyako.lg.jp 0930-32-4563

sanken@town.yoshitomi.lg.jp 0979-24-3219

kijyo@town.koge.lg.jp 0979-72-4664

syoukou@town.chikujo.lg.jp 0930-52-0023

築上郡上毛町大字垂水1321番地１ 0979-72-3111
59 上毛町

企画情報課
企画情報係

871-0992

築上郡築上町大字築城1096番地
0930-52-0001

（内線183）60 築上町
商工課
商工観光係

829-0192

三井郡大刀洗町大字冨多819 0942-77-6201
46 大刀洗町

産業課
農政商工係

830-1298

三潴郡大木町大字八町牟田255－１ 0944-32-1063
47 大木町

産業振興課
産業振興係

830-0416

八女郡広川町大字新代1804－１ 0943-32-1142
48 広川町

商工観光課
商工観光係

834-0115

田川郡香春町大字高野994番地 0947-32-8406
49 香春町

産業振興課
商工観光係

822-1492

田川郡添田町大字添田2151 0947-82-1236
50 添田町

地域産業推進課
商工観光係

824-0602

田川郡糸田町1975番地１ 0947-26-4025
51 糸田町 産業経済課 822-1392

田川郡川崎町大字田原789－２
0947-72-3000
(内線225, 226)52 川崎町

農商観光課
商工観光係

827-8501

田川郡大任町大字大行事3067番地
0947-63-3001

（内線251）53 大任町 産業経済課 824-0512

田川郡福智町金田937－２ 0947-22-7766
55 福智町

まちづくり総合政策課
地域振興係

822-1292

田川郡赤村大字内田1188番地
0947-62-3000

（内線311）54 赤村
産業建設課
産業振興係

824-0432

56 苅田町
産業建設部
交通商工課
商工･企業立地係

800-0392
京都郡苅田町富久町１丁目19番地１

京都郡みやこ町勝山上田960番地

093-434-1114

0930-32-2512
57

築上郡吉富町大字広津226番地１ 0979-24-4073
58 吉富町

産業建設課
経済振興係

871-8585

みやこ町
産業課
商工観光係

824-0892

��



県内の消費生活センター・相談窓口
（消費生活相談に関する専門資格又は専門知識を持つ相談員を配置している施設）

名称 所在場所 相談日 受付時間

(092)

(代）632-1600

(相談）632-0999

FAX 092-632-0322

(093)

(代）871-0428

(相談）861-0999

FAX 093-871-7720

TEL 093-331-8383

FAX 093-331-8333

TEL 093-582-4500

FAX 093-582-4411

TEL 093-951-3610

FAX 093-951-3615

TEL 093-761-5511

FAX 093-761-5525

TEL 093-671-3370

FAX 093-671-3371

TEL 093-641-9782

FAX 093-641-9763

(092)

（代）712-2929

(相談）781-0999

FAX 092-712-2765

TEL 0944-41-2623

FAX 0944-41-2621

TEL 0942-30-7700

FAX 0942-30-7715

TEL 0949-25-2162

FAX 0949-25-2158

TEL 0948-22-0857

FAX 0948-22-0897

TEL 0944-76-1004

FAX 0944-76-1022

TEL 0943-23-1183

FAX 0943-22-2186

TEL 0942-65-7021

FAX 0942-53-1589

TEL 0944-86-5105

FAX 0944-86-5105

TEL 0930-23-0999

FAX 0930-23-4422

TEL 0979-82-1111

(内線）1263

FAX 0979-83-2560

TEL 093-246-5110

FAX 093-244-1342

15 八女市消費生活相談窓口
八女市本町６４７
八女市役所南庁舎　２階

月～金 8:30～16:30

火・金 9:00～16:30

8:30～16:45

8 八幡西相談窓口
北九州市八幡西区黒崎３-１５
-３　コムシティ　４階

月～金 8:30～16:45

7 八幡東相談窓口
北九州市八幡東区中央１-１-１
八幡東区役所内

月～金

8:30～16:45

6 若松相談窓口
北九州市若松区浜町１-１-１
若松区役所内

月～金 8:30～16:45

5 小倉南相談窓口
北九州市小倉南区若園５-１-２
小倉南区役所内

8:30～16:45

3 門司相談窓口
北九州市門司区清滝１-１-１
門司区役所東棟　１階

月～金

4 小倉北相談窓口
北九州市小倉北区大手町１-１
小倉北区役所内

月～金

2

福岡県消費生活センター

北九州市立消費生活センター

1
福岡市博多区吉塚本町１３-５０
福岡県吉塚合同庁舎　１階

北九州市戸畑区汐井町１-６
ウェルとばた　７階

筑後市大字山ノ井８９８

行橋市広域消費生活センター
※５

（行橋、みやこ、築上）
行橋市西宮市２-１-３９

久留米市諏訪野町１８３０-６
えーるピア久留米　２階

大牟田市有明町２-３

直方市殿町７-１
直方市役所　５階

大川市大字小保６１４-６

筑後市消費生活相談窓口

11

福岡市消費生活センター

久留米市消費生活センター
※１

（久留米、うきは、大刀洗、大木、広川）

9

10 大牟田市消費生活相談窓口

柳川・みやま消費生活センター
※４

中間市消費生活センター

豊前市消費生活相談窓口

柳川市大和町鷹ノ尾１２０
柳川市役所大和庁舎　１階

大川市消費生活相談窓口

12 直鞍広域消費生活センター
※２

（直方、宮若、小竹、鞍手）

13 飯塚市消費生活センター
※３

（飯塚、嘉麻、桂川）

14

福岡市中央区舞鶴２-５-１
あいれふ　７階

中間市中間１-１-１

電話・ＦＡＸ番号

TEL

TEL

TEL

月～金

火・木

月～金

豊前市大字吉木９５５
豊前市役所内

飯塚市新飯塚２０-３０
立岩公民館　３階

16

18

19

20

17

月～金

月～金

月・火・木・金

月～金

8:30～17:00

8:30～17:00

（月～金）
9:00～17:00
（第2, 4土）

10:00～16:00

10:00～16:00

9:00～12:15
13:00～16:30

10:00～12:15
13:00～15:00

9:00～16:00

8:30～17:15

9:00～12:15
13:00～15:30

・電話・来所相談

月～金
・電話相談のみ

日

8:30～17:00

8:30～16:45

（月～金）
9:00～16:30

(日）
10:00～16:00

8:30～16:45
（第３土は

8:30～13:00）

月～金

月～土

・電話・来所相談

月～金
・電話相談のみ

第２，４土曜

月～金
第２日曜

月～金
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名称 所在場所 相談日 受付時間電話・ＦＡＸ番号

TEL 0942-72-2111

(内線）144

FAX 0942-72-5050

TEL
092-923-1111
(内線)358

FAX 092-923-1164

TEL 092-584-1155

FAX 092-584-1155

TEL 092-580-1968

FAX 092-502-7045

TEL 0940-33-5454

FAX 0940-33-5469

TEL
092-921-2121
(内線)348

FAX 092-921-1601

TEL 092-410-4084

FAX 092-410-4084

TEL 0940-43-8106

FAX 0940-43-3168

TEL 0946-52-1128

FAX 0946-52-1193

TEL 092-332-2098

FAX 092-324-2531

TEL 092-953-0733

FAX －

TEL 092-934-2258

FAX 092-933-7512

TEL 092-936-1594

FAX 092-936-1594

TEL 092-410-2182

FAX 092-962-2078

TEL 093-201-4321

FAX 093-201-4423

TEL 093-293-7783

FAX 093-293-8234

TEL 0946-42-6619

FAX 0946-42-3124

TEL 0947-28-9300

FAX 0947-28-9302

TEL 093-434-3352

FAX 093-435-2101

9:00～12:00
13:00～16:00

37 筑前町消費生活センター
筑前町篠隈３７３
コスモスプラザ　１階

火～金

9:00～16:3036 遠賀町消費生活相談窓口
遠賀町遠賀川１-６-５
駅前サービスセンター内

月～金

9:00～17:00

29

苅田町消費生活相談窓口

太宰府市観世音寺１-１-１太宰府市消費生活相談窓口

朝倉市消費生活センター

古賀市消費生活センター

9:00～17:00

朝倉市宮野２０４６-１ 10:00～16:00

福津市消費生活相談窓口 福津市中央１-１-１

30 糸島市消費生活センター
糸島市前原西１-１-１
糸島市役所第二庁舎　１階

月～金

大野城市消費生活センター

宗像市消費生活センター

春日市男女共同参画・消費生活
センター（じょなさん）

筑紫野市消費生活センター

25

古賀市新原１０５１-６
古賀市隣保館「ひだまり館」内

26

27

21

22

23

24

月・水・金・土

筑紫野市二日市西１-１-１

小郡市小郡２８３-１３

宗像市土穴３-１-４５

28

大野城市曙町２-２-１
大野城市役所新館　４階

春日市光町１丁目７３

小郡市消費生活相談室

月～金

月・火・木・金

月～金

月～金

月～金

・電話・来所相談

月～金
・電話相談のみ

第２，４土曜

9:00～12:00
13:00～16:00

9:30～12:00
13:00～16:30

10:00～12:15
13:00～16:00

月・水・金

9:00～11:45
13:00～16:30

8:30～17:00

9:30～12:00
13:00～16:00

月・水・金

10:00～12:15
13:00～15:30

9:00～16:00

10:00～13:00
14:00～16:00

10:00～12:15
13:00～15:30

34 新宮町消費生活相談室

火・金
10:00～12:15
13:00～15:30

志免町消費生活相談窓口
※６

（志免・宇美）

志免町志免中央１-３-２
志免町生涯学習１号館　２階

32 宇美町消費生活相談窓口
※６

（宇美・志免）

39

月・水・金

月・木

新宮町緑ケ浜１-１-１
新宮町役場　２階

火・金

宇美町宇美５-１-１
宇美町役場　１階

33

苅田町富久町１-１９-１

水巻町消費生活相談窓口
水巻町頃末北１-１-１
水巻町役場　２階

35

※７　田川郡消費者センターは、福智町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町及び赤村の住民からの相談に対応している。

38 田川郡消費者センター
※７

　（福智、
香春、添田、糸田、川崎、大任、赤）

福智町赤池９７０-１
福智町コスモス保健センター内

火・木

※３　飯塚市消費生活センターは、飯塚市、嘉麻市及び桂川町の住民からの相談に対応している。

※４　柳川・みやま消費生活センターは、柳川市及びみやま市の住民からの相談に対応している。

※１　久留米市消費生活センターは、久留米市、うきは市、大刀洗町、大木町及び広川市の住民からの相談に対応している。

月・水・金

※６　宇美町と志免町の各窓口は、両町間の協定により、それぞれ他方の町の住民からの相談にも対応している。

※５　行橋市広域消費生活センターは、行橋市、みやこ町及び築上町の住民からの相談に対応している。

31 那珂川町消費生活相談窓口
那珂川町西隈１-１-１
那珂川町役場第２別館　２階

月・水・金
9:30～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:30

9:00～12:00
13:00～16:00

※２　直鞍広域消費生活センターは、直方市、宮若市、小竹町及び鞍手町の住民からの相談に対応している。
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福岡県新社会推進部生活安全課（消費生活センター） 

 

〒812－0046 福岡市博多区吉塚本町１３－５０吉塚合同庁舎内 

 

電話番号（相談専用） 

０９２０９２０９２０９２－－－－６３２６３２６３２６３２－－－－０９９９０９９９０９９９０９９９ 
○受付時間 月～金  ９：００～１６：３０ 

日曜日 １０：００～１６：００ 

（日曜日は電話相談のみ受付） 

 （事務室）０９２－６３２－１６００ 

 （F A X）０９２－６３２－０３２２ 

 

福岡県消費生活センター ホームページは 

            http://www.shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp 
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福岡県生活安全課 

（福岡県消費生活センター） 

（福岡県吉塚合同庁舎１階） 

地下鉄「馬出九大病院前」 

博多サンヒルズホテル 

県警本部前バス停 

吉塚駅前バス停 

博多税務署 

福岡県生活安全課 

(交通安全係・安全企画係) 
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